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はじめに

本事業を始めて、2 年が終了するが、子育てや介護に関する専門家の育成にはまだまだ時

間を要するのが現状である。子育てや介護、生活困難など生活課題を抱える人々が増加し

ているなかで、福祉フィールドにおいては、より専門性を発揮できる人材が必要となって

いる。しかし、社会福祉主事資格を有しないケースワーカーが 24％であり、社会福祉士や

精神保健福祉士などの専門性のある有資格者の配置率は、5％以下という実態がまだ改善さ

れていない。また、保育士・介護福祉士などの有資格者であっても、直接処遇のケアワー

クであることから、個別的な支援ニーズに対して、家族などの社会的背景などを踏まえた

ソーシャルワーク的な支援ができていない等の現状を踏まえ、専門職として必要な「相談

援助力」がより求められるようになってきている。

子どもの貧困など福祉保健フィールドでは、困難な生活課題や問題を抱える家庭が増え

ているなかで、生活困難層を支援するために必要な資質と援助技術や専門知識・能力等を

備えた人材養成を図る必要が喫緊の課題となっている。多くはスペシャリストの職員では

あるが、必要な社会福祉主事資格や社会福祉士及び精神保健福祉士、スクールソーシャル

ワーカー(SSW)などの専門性のある有資格者の配置となっていない。 

一方、保育士・教師や介護福祉士やの有資格者であっても、限定的なケアワークである

ことから、家族の抱える生活課題への対応といったソーシャルワークやコンサルテーショ

ンといった視点がないことも支援が限定的なものに留まっているといえる。

 このような現状を改善するために、「相談援助力」は介護の世界だけでなく、子どもたち

の育ちを支え、ともに育つ保護者へかかわろうとする保育や教育の現場でも、社会化され

るとともに個別化される（自己化する）という両義性を生きる人間を支えることとしての

対人的専門性である。「これからどう生きたいか。どんな支援が必要か。」等の「ニーズの

把握」を行い、客観的な「アセスメント」（生活課題の分析・実態把握）を行うことも必要

である。そのための各連携機関との連絡調整能力も含まれる。相談援助において特に大切

なことは、『信頼関係』だと言われている。信頼の置けない人に自分の悩みを相談したり、

指導や治療を仰いだりは誰も思わない。これは、保育者や教師も含む、対人援助職全般に

通じる重要事項である。

 本年度は相談援助力の獲得に必要な「リスクマネジメント」研修も計画的に組み入れ、

実践・研修を重ねてきた。本内容は初年次とあって、リスクマネジメントそのものの理解

に終わったこともあるが、参加者からは強く継続の希望が出されている。子育てや実際に

職場で働きながらの休日、夜間の講義ということもあって参加しにくい現状もあるが、各

福祉・教育現場での中核を担う人材を育成していくためにも、今後の継続の取り組みが期

待されている。今後は、2 年間の成果を基に、評価、プログラム化を図り、継続的な専門人

材育成の体系化に向けて、履修証明の発行、カリキュラム化をめざしていきたい。

関西国際大学

中核的専門人材養成等の戦略的推進プロジェクト

プロジェクトリーダー  中尾 繁樹
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第１章

事業の目的・概要・具体的内容
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１．事業の目的・概要 

この事業は、現職の保育士、教員、社会福祉施設及び福祉行政職員等に、「相談援助力」

を高める短期のリトレーニングプログラムを実施し、その効果を実証した後、大学・専修

学校の正規カリキュラムへの導入を検討することを目的とする。 

２．養成する人材像 

近年、子育てや介護、生活困難など生活課題を抱える人々が増加している中で、社会福

祉の支援者はもちろん、保育や教育の現場においても、「相談援助力」を備えた人材養成を

図ることが喫緊の課題となっている。支援の必要な人のアクチュアルな現実から生ずる困

難へと対応できるジェネラルなソーシャルワークである。 

 介護の世界だけでなく、子どもたちの育ちを支え、ともに育つ保護者へかかわろうとす

る保育や教育の現場でも、社会化されるとともに個別化される（自己化する）という両義

性を生きる人間を支えることとしての対人的専門性をそなえた人材を育成する。 

３．事業の実施体制図 

4



４．事業の実施意義や必要性について 

（1）当該分野における人材需要等の状況、それを踏まえた事業の実施意義 

子育てや介護、生活困難など生活課題を抱える人々が増加しているなかで、福祉フィ

ールドにおいては、より専門性を発揮できる人材が必要となっているが、社会福祉主事

資格を有しないケースワーカーが 24％であり、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門

性のある有資格者の配置率は、5％以下という実態にある。また、保育士・介護福祉士な

どの有資格者であっても、直接処遇のケアワークであることから、個別的な支援ニーズ

に対して、家族などの社会的背景などを踏まえたソーシャルワーク的な支援ができてい

ない。 

こうした状況において、現職の支援者や、仕事に就いていない保育士及び介護福祉士・

教員免許等の有資格者に対し、現場の職域に復帰できるよう「相談援助力」を高める短

期のリトレーニングプログラムを実施し、その成果を踏まえ、養成機関である大学や専

修学校の正規カリキュラムとして導入していくことは、現在求められている人材養成の

需要に応える意義を持つ。 

（2）取組が求められている状況、本事業により推進する必要性 

子どもの貧困など福祉保健フィールドでは、困難な生活課題や問題を抱える家庭が増

えているなかで、生活困難層を支援するために必要な資質と援助技術や専門知識・能力

等を備えた人材養成を図る必要が喫緊の課題となっている。多くはスペシャリストの職

員ではあるが、必要な社会福祉主事資格や社会福祉士及び精神保健福祉士、スクールソ

ーシャルワーカー(ＳＳＷ)などの専門性のある有資格者の配置となっていない。 

一方、保育士・教師や介護福祉士やの有資格者であっても、限定的なケアワークであ

ることから、家族の抱える生活課題への対応といったソーシャルワークやコンサルテー

ションといった視点の欠落も見受けられるなど、総じて支援が限定的なものに留まって

いる。 

福祉保健・教育の現場においては、相談援助者のスペシャリストからプロフェッショ

ンへとクオリティの確保が課題となっている。「相談援助力」を強化し、適切な支援が行

われるようリトレーニングプログラムを構築することは喫緊の課題である。 

「相談援助力」とは、単なる相談（＝カウンセリング）技術ではなく、支援の必要な

人のアクチュアルな現実から生ずる困難へと対応できるジェネラルなソーシャルワーク

である。介護の世界だけでなく、子どもたちの育ちを支え、ともに育つ保護者へかかわ

ろうとする保育や教育の現場でも、社会化されるとともに個別化される（自己化する）

という両義性を生きる人間を支えることとしての対人的専門性である。 

 「これからどう生きたいか。どんな支援が必要か。」等の「ニーズの把握」を行い、客

観的な「アセスメント」（生活課題の分析・実態把握）を行うことも必要である。そのた

めの各連携機関との連絡調整能力も含まれる。相談援助において特に大切なことは、『信

頼関係』だと言われている。信頼の置けない人に自分の悩みを相談したり、指導や治療

を仰いだりは誰も思わない。これは、保育者や教師も含む、対人援助職全般に通じる重

要事項である。 
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５．前年度までの取組概要・成果と本事業の継続性・関連性 

当事業は平成 26 年度にスタートし、平成 28 年度の完成を目指すものである。 

事業初年度は、地域ネットワークシステムの実施体制を構築し、「関係機関連携会議」と

「地域ネットワーク調整会議」の 2 会議体を置き、事業に関する連携や意見交換のための

会議を年間 10 回開催した。 

また主軸となるリトレーニングプログラムにおいては、「保育教育領域」「保健福祉領域」

「介護高齢者領域」の 3コースを 11 月から 1月にかけて各 15 コマ（1コマは 90 分）開催

した。このプログラム受講者に対し行った事前事後アンケートの結果と、尼崎市内の専門

職者に対して行った「尼崎市における専門相談援助ニーズ調査」の集計分析結果を基に、

平成 27 年度は、研修内容の充実と新たな分野（リスクマネジメント、教育等）の開発に取

り組んだ。地域ネットワーク調整会議は参画メンバーを拡大し、リトレーニングプログラ

ムは需要の高い「保育教育領域」と、昨今対策が急がれる「リスクマネジメント」の 2本

立てに組み直し、各 15 コマで開講した。 

次年度以降の最終達成目標としては、ルーブリック（評価基準）に基づく評価を実施し、

効果測定を行ったうえで、大学・専修学校の正規カリキュラム（モジュール科目）として

発展的に導入していくことができるようにする。さらに研修修了者が、各職域で中核的役

割を果たすポジションの確保・推進と事後支援体制の確立を図りたい。また今後の方向性

として、履修証明書の発行、大学・専門学校との連携強化、各職域すべてに修了者の配置

の推進に取り組みたい。 

6



６．成果目標・達成状況 

（1）成果目標 

①地域職域内で実践される相談援助力獲得のために、地域職域での「ニーズの把握」の

ための「アセスメント能力向上」を含めた「相談援助力」の組織的な向上を図る。 

⇒各職域から職員派遣により、前年度から継続した研修を受けることによって、現場

の専門性の向上と人材育成に関する地域職域での質的・量的評価の向上。 

②支援に携わる職員に対して、面接の基本となるコミュニケーション力、ニーズ把握、

アセスメント能力などその重要性の理解を深め、考え方、スキルを習得させることによ

り相談援助としての支援能力の向上を図り、ルーブリック（評価基準）開発によって達

成基準を可視化する。 

⇒相談援助力向上のためのシステム開発に関する成果の公表と実施体制評価の向上。

③ルーブリック（評価基準）に基づく評価を実施し、効果測定を行ったうえで、大学・

専修学校の正規カリキュラム（モジュール科目）として発展的に導入していくことがで

きるようにすることを目標とする。 

④研修修了者が、各職域で中核的役割を果たすポジションの確保・推進と事後支援体制

の確立。 

⇒履修証明書の発行。大学・専門学校との連携強化。各職域すべてに修了者の配置の

推進。 

（2）達成状況 

①②については事前事後アンケートより効果を検証（グラフ参照）。 

③④については次年度に向けて継続検討。 
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７．事業の実施内容 

（1）会議（目的、体制、開催回数等） 

①目的

次の 2つの会議体を置き、地域ネットワークシステムの構築とプログラム検証および

評価を行う。 

○関係機関連携会議・・・各事業・研修等の実質計画及び評価等のための統括。

○地域ネットワーク調整会議・・・事業評価及び各職域調査等の連絡調整を図る。

②体制、開催回数

○関係機関連携会議の開催・・・各事業・研修等の実質計画及び評価等のための統括。

【構成メンバー】関西国際大学、関西保育福祉専門学校 

・全 7回開催 

第 1回 8/26(水)16:30～17:30  事業概要説明、研修内容の検討 

第 2回 9/17(木)17:30～18:00  研修内容の検討、市内ニーズ調査報告 

第 3回 10/1(木)18:10～18:50  研修内容の検討、先進事例調査の検討 

第 4回 10/20(火)18:10～18:40 研修内容最終確認、先進事例調査の検討 

第 5回 11/17(火)18:10～18:40 研修の状況報告、今後の予定確認 

第 6回 12/22(火)18:10～18:40 研修の状況報告、先進事例調査報告、今後の予定確認 

第 7回 1/26(火)18:10～18:40  研修の状況報告、シンポジウム案内、今後の予定確認 

○地域ネットワーク調整会議・・・事業評価及び各職域調査等の連絡調整を図る。

【構成メンバー】尼崎市関係所管課、尼崎市民生委員児童委員協議会、NPO 法人シンフ 

ォニー、汐江ふたば保育園、尼崎市立教育総合センター 

・全 4回開催 

第 1回 9/24(木)17:30～18:20 趣旨説明、研修募集の協力依頼、市内ニーズ調査報告 

第 2回 11/10(火)18:00～19:00  事業の進捗状況、研修報告と意見交換 

第 3回 12/15(火)18:00～19:00  事業の進捗状況、研修報告と意見交換、先進事例調査報告 

第 4回 2/4(木)18:00～18:40   今年度事業のまとめと次年度への要望 

（2）調査等（目的、対象、規模、手法、実施方法、結果概要等） 

①尼崎市に関する専門相談援助ニーズ調査（2014 年度 2月配布・回収）の分析

各福祉関連施設・保育士・行政職員等に対して専門相談援助に関する調査を行い、中

核的人材の必要性についての全体像を把握する。対象は尼崎市内福祉関連施設及び保育

所・福祉施設・行政等約 300 ヶ所。 

＜調査結果等概要＞ 

300 ヶ所に依頼し 824 件の回答を得た。回答者の割合は保育士 65％、公的機関関係者

14％、ケアマネージャー21％。男女比では男性 11％、女性 87％。研修に期待する内容と

現場での悩みに関する質問への回答は、特別支援教育や精神疾患者とのコミュニケーシ

ョン、保護者や家族支援、事例検討を求める声が多くみられた。自己評価において「対

象者の感情理解」「秘密保持ができる」と回答した割合は高く、「近年の問題説明」「環境
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の変化の説明」「関連する専門職の役割について説明ができる」と回答した割合は低い傾

向がみられた。詳細な分析結果は成果報告書に収録。 

②先進地域への実地調査及び共同研究

目
的 先進地域への実地調査と情報交換を行うことで、本事業の充実を図る。 

調
査
先 

東北福祉大学

「子ども支援

プロジェクト」 

関係機関連携会議ﾒﾝﾊﾞｰ 3 名 11/30、東北福祉大学を訪問し「子ども支援プ

ロジェクト」概要と取組状況、課題についてヒ

アリングを行った。学生主体のプロジェクトと

して、学生の学びと子ども支援、地域ネットワ

ークづくりによる地域の活性化に一定の効果

が見られる。参加者の満足度も高いが、組織間

の横断的な課題。 

京都市子ども

保健医療相談

事故防止セン

ター「京あんし

んこども館」 

研修受講者 15 名 

関係機関連携会議ﾒﾝﾊﾞｰ 2 名 

事務局 1名 

計 18 名

12/5、リトレーニングプログラム研修の一環と

して「京あんしんこども館」を訪問し施設見学

と研修受講。子どもを守るための多面的なアプ

ローチ方法やマニュアルについて体験的に学

習することができた。 

※調査報告詳細は別途63～69ページに掲載 

東北福祉大学の調査では、地域ネットワーク構築の課題及び先進地域における取組に

学ぶことが多かったが、実際の現場でのニーズを活かした相談援助力の向上や、福祉等

のマネージメント力の向上についての取り組みは少なかった。日本ではほとんど取り組

みのない、「相談援助力」を備えた中核人材の育成や、履修証明等の継続的な育成基盤構

築も含め、海外の先進地域連携も視野に入れた計画を次年度に反映させる。 

一方、京あんしんこども館の取組は、相談援助力が最も必要になるリスクマネジメン

トに関する研修内容として次年度の計画に反映させていきたい。 

（3）カリキュラム、達成度評価、教材等作成（目的、概要等） 

今年度は昨年度の評価基準を準用したが、ニーズ調査の結果を反映しカリキュラムの

見直しを行ったこともあり、評価基準の見直しが十分ではなく、また管理職評価やピア

評価も検討中であり完成に至っていない。 

大学及び専門学校でのカリキュラムや履修証明に必要な内容及び評価基準、さらに本

事業におけるアウトカムを中心とした評価基準（ルーブリック）とも、3 年目となる次

年度の完成を目指す予定である。 

また当事業の成果物として、現場で配慮の必要な人たちを理解するための「相談援助

の手引書 -理解編-」を作成した。次年度は続編「対応・指導編」の発行を予定している。 
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（4）リトレーニングプログラム研修講座の実施 

【目的】中堅職員を対象としたリトレーニング研修を実施し、達成度評価による有効性の 

検証を行う。 

【対象】保育教育・福祉職関係者 41 名参加（尼崎市内から 22 名、近隣市町村から 19 名） 

【場所】関西国際大学 尼崎キャンパス 

【概要】2015 年 11 月～2016 年 1 月までの 3か月間実施。大学及び関西保育福祉専門学校 

の教員と、尼崎市・市内保育園・NPO 法人等から講師を招聘し、事例検討ワーク 

を多く取り入れたリトレーニングプログラムを実施した。プログラム内容は次の 

①～③のとおり。

①総括研修（全 3回 研修全体の初回 2回とシンポジウム 1回）

②保育教育領域研修（全 12 回）

③リスクマネジメント研修（全 12 回）

①カリキュラム基準・達成度評価の作成

【目的】相談援助力に関するルーブリックの開発及びリトレーニングプログラムの達成度評価

基準の作成

【概要】尼崎市関係部局及び NPO と連携した相談援助力育成に必要なカリキュラム基準・達成 
度評価を取りまとめ、作成する。

②関連施設等における位置付け・評価

【目的】受講生に関して、関連施設内での相談援助力の事前事後評価を実施することで講座の有

効性を検証する。

【概要】全研修受講生に関しての施設内評価の実施。実施方法：各施設における管理職評価及び

ピア評価の実施

③相談援助力向上プログラムの開発

【目的】相談援助力向上のためのプログラムを作成・実施することで全国的な普及に寄与できる。

【概要】60 時間相当の講座を想定したテキスト及び手引書の作成（40 ページ程度）。 
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（5）尼崎市立教育総合センターとの連携研修および市内幼稚園の巡回指導 

【目的】尼崎市全教員の質向上と、市内幼稚園への指導助言 

【対象】尼崎市の幼・小・中学校教職員、尼崎市立教育総合センター職員 

【概要】2015 年度の尼崎市教員に対する研修や研究会への講師派遣と、市内幼稚園から 

の依頼による巡回相談および指導助言。内容は次の①～④のとおり。 

①幼児教育研修講座（全 2回、於関西国際大学、尼崎市全教員が参加）

②幼稚園への巡回指導（全 5回、市内 4園からの依頼により大学教員が訪問見学およ

び指導助言） 

③講演会（全 4回 教務担当者研修 1回、初任者研修 3回）

④研修会（全 4回「授業のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化研究部会」研修会 3回と研究発表会 1回） 

８．事業終了後の方針について（成果の活用、継続性、発展性等） 

事業の成果物として「成果報告書」と「相談援助の手引書」を発行し、データを大学 web

ページで公開する。また、プログラム受講者および関係機関等へ報告書を配布し、積極的

な活用を図るとともに、今後の相談援助体制のスーパービジョンの構築へとつながるよう

本事業の継続に活用する。「相談援助の手引書」には、基本的な面接態度から具体的な実践

事例まで掲載し、現場で直面する困難事例等へ適切な対応ができるノウハウを学ぶために

活用する。 

次年度は、今年度作成した「相談援助の手引書（理解編）」の続編として「対応・指導編」

を作成する。またカリキュラムと達成度評価基準（ルーブリック）を見直し完成させ、大

学・専門学校の正規カリキュラム（モジュール科目）として発展的に導入していくことを

目指す。 
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第３章

先進事例調査報告
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先進事例調査報告（東北福祉大学）

調査対象 東北福祉大学「子ども支援プロジェクト」事業ヒアリング

調査先・

対応者

東北福祉大学（宮城県仙台市）

生涯学習支援室長 教授 星山幸男 氏

社会貢献・地域連携センター 係長 今泉修 氏

調査日程 平成 27 年 11 月 30 日 10：00～11：30 

調査者

関西国際大学教育学部 教授 道中 隆

関西国際大学教育学部 講師 椋田 善之

関西保育福祉専門学校 講師 川谷 和子

調査報告 被災地復興支援寄付金を基に 2014 年より実施されている「子ども支援プロジ

ェクト」について、担当室長である星山教授と、今泉係長から事業の取組状

況と課題について伺った。

○プロジェクトの立ち上げ

ガールズバンドである「プリンセスプリンセス」のプリプリ被災地復興支

援寄付金を基に、「子ども支援プロジェクト」を立ち上げることとなった。

（平成26年度東北福祉大学子ども支援プロジェクト活動報告書18頁より）
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○被災地の子ども達の困難さ

・背景として、①学力低下と②心のケアの必要性がある。仮設住宅に住む子

どもだけでなく、自宅に住む子どもたちも学習環境が不十分であること、

ふとした時に何気ない言葉に、心の傷の深さを感じることがあった。

・被災から不登校になる子が増加しているという現状もあった。

○プロジェクト実施計画

（平成 26年度東北福祉大学子ども支援プロジェクト活動報告書 17 頁より）
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・学内で子ども支援プロジェクト推進委員会を立ち上げ、2 名の外部委員にも

委嘱し、地域の目線を取り入れるよう、工夫した。

・保育・教育を学ぶ学生や子ども支援に関心のある学生を募り、夏休みにサ

マースクールを実施。午前中に学習支援、午後にはモノづくりを中心とし

た活動を通して子どもの表情が変化していった。

・学生のメリットとしては、子ども支援と地域連携を通して実践の場として

の学習過程を確立していくことにあった。

・学生への事前オリエンテーションは、複数回の学習会を実施し、野外活動

については専門家がスポット支援として入った。リスクマネジメントにつ

いては毎回行っている。

○プロジェクトの効果

・地域と連携をし、学ぶ実践の場にすることができた。

・行くまでに事前学習を行い、学生の学習意欲を高めることができた。

・地域の子ども支援と学生の実践を通した活動となった。

・学生主体で行ったため、運営面（マネジメント）を学ぶ機会となった。

・授業の合間に楽しいことを盛り込むなど、気軽により多く参加してもらう

ための様々な工夫が見られた。

○学生企画事業

・学生の自由な発想を企画し、事業化して子ども支援活動につなぐ取り組み

をコンペ形式で行った。（上限 30 万円までの給付金） 

・部活、サークル、ゼミなどからの参加があった。

・5 企画が採択された。しかし、学生への細かい指導、支援が必要で、例えば

領収書の扱いなども一から指導する必要があった。

・地元の小学校の呼びかけなどは、最終は学校長が判断するが、事前に教育

委員会を通すなどベースづくりが大変だった。

・報告書を作成する際にも、子どもの写真を使うため、極力顔が写っていな

いものを見つけるなど、配慮を行った。

○プロジェクト運営面での留意点

・学生が企画したものなので、地域の方への説明は事務から行うようにした。

その流れは、案内を出す時も、教育委員会から学校へ落としてもらい、学校

から生徒へ配るということを徹底した。

・学生のみの説明会だけではなく、教員への説明会も行うようにした。学生主

体になる分、どうしても運営を管理する者が各グループに必要で、どのよう

な点を注意すべきかなどを共有しておく必要があった。
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・メーリングリストを作成し、全体の連絡がスムーズになるところまでは良か

ったが、学生は自分に関する内容以外のメールを読まず、スルーすることが

多くあったため、全てのメールに目を通してもらい、流れを理解してもらう

ことが困難であった。 

 

 

○第三者評価 

・新しい地区で新プロジェクトを予定。今まで参加している保護者の評価は

良かった。経緯を振返り、シンポジウムの開催を検討している。 

・３年目となる来年にまとめをしていきたい。 

・併せて、学内の共通理解が大事で、教員への説明会を実施していく。 

・地域との連携が課題であり、今後は仙台市社会福祉協議会とのリンクを考

えている。 

 

 

以上
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先進事例調査報告（京あんしんこども館）

調査対象 京都市子ども保健医療相談事故防止センター「京あんしんこども館」

調査先・

対応者

京都市子ども保健医療相談事故防止センター「京あんしんこども館」

澤田 淳 センター長

調査日程 平成 27 年 12 月 5 日（土）10：00～12：30 

調査者

・リトレーニングプログラム受講者 15 名 

・関西国際大学教育学部 教授 吉村 啓子

・関西保育福祉専門学校 講師 川谷 和子

・関西国際大学教務課 課長代理 池田 誠

（計 18 名）

調査報告 【資 料】こどもを守ろう～保健と医療～、

こどもを守ろう～いろいろな育児不安や自己～

子どもの事故防止実践マニュアル

子どもの事故の応急手当マニュアル

京あんしんこども館の活動－10 年の成果は 

【内 容】

子どもの発達と事故防止について、子どもたちを「不慮の事故」から守るた

めにどうすればよいかについて体験コーナーを通じて参加者に学んでいただ

くとともに、平成 16 年から約 20 年にわたり蓄積されたリスクマネジメント

のノウハウについてセンター長からお話を伺った。

１．不慮の事故について

①交通事故（車の中、チャイルドシート）

②溺死（家の風呂の残し湯）

③窒息（ふとん）

④転落（ベッド）

⑤火災（ライター）

２．体験コーナー

①横断歩道での車が来た時の子どもの視界

②家庭内の危険な場所（扉、机、階段、風呂、トイレ、台所、ベッド）と事

故防止策

③誤飲物
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【感想等】

○講義だけでなく、体験コーナーを通じて学べるところがよかった。

○10 年余にわたり活動実績のデータが蓄積されていて、様々な情報が集まっ

ている。

○多くの方に参加いただきたかったが、近場に同様の施設がない。

○当日参加人数の予測が難しかったので、会場の準備の関係では事前に把握

することが望ましい。

（京あんしんこども館リーフレット vol.8 より）
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第４章

シンポジウム

71



関⻄国際⼤学 夜間講座 2015-Ⅲ「みんなの特別⽀援教育」＆ 
「相談援助⼒向上のための Re トレーニングプログラム」合同シンポジウム 

リスクマネージメントを考える 

日 時 平成 28 月 1 月 27 日（水） １９時～21 時 

場 所 関西国際大学 尼崎キャンパス ＫＵＩＳホール 

本学と関⻄保育福祉専⾨学校が、尼崎市の協⼒を得て、平成 26・27 年度と進めてまい
りました「地域ネットワークシステムによる『相談援助⼒向上のためのリトレーニングプ
ログラム』の開発」事業のシンポジウムを、夜間講座「みんなの特別⽀援教育」とのコラ
ボ形式で開催します。 

＜プログラム＞ 
19：00〜19：05  開会・ご挨拶（中尾教授） 
19：05〜19：45  講演：梶原陽⼦⽒（NPO 法⼈フリーリー理事⻑） 
19：45〜20：25  講演：佐藤秀明⽒（NPO 法⼈ここねっと理事⻑） 
20：25〜21：00  対談（梶原⽒・佐藤⽒・中尾教授） 

●講 演： 梶原 陽⼦ ⽒
特定⾮営利活動法⼈｢⼤分特別⽀援教育室フリーリー｣理事⻑、元特別⽀援教育⼠。 

2000年 フリースペースフリーリー活動開始 
2004年 NPO法⼈格取得 
現在、九州及び⼭⼝を中⼼として、親の⽴場や⽀援者のための研修会・相談会を⾏っ

ている。 

●講 演： 佐藤 秀明 ⽒
幼・⼩・中・⾼・特別⽀援学校教諭等を経て、現在、特定⾮営利活動法⼈⾃閉症ピアリ
ンクセンター「ここねっと」理事⻑。宮城県発達障害者⽀援センター「えくぼ」カウン
セラーや宮城県教育委員会専⾨家チームのメンバーでもある。⽇本K-ABCアセスメント
研究会理事、⽇本カウンセラー協会会員上級教育カウンセラー。特別⽀援教育スーパー
バイザー。 

●司会・進⾏： 中尾 繁樹 教授
関⻄国際⼤学教育学部教育福祉学科⻑。中核的専⾨⼈材養成プロジェクトリーダー。 
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中尾：それでは時間になりましたので、今

日は講演会と対談という形で 2 時間、7 時

から 9 時まで続けたいと思います。 

では講師のご紹介をさせていただきます。 

最初にご講演いただく梶原陽子先生です。

梶原先生は、大分県で「特別支援教育室フ

リーリー」という、日本語でいうと特定非

営利活動法人、英語でいうと NPO で、子

どもたちに対してどういう関わりをしたら

いいかという先生方への研修や、親御さん

の相談、子どもの指導など、多彩に展開さ

れています。

梶原先生は、私が大分のフリーリーに呼

んでいただいてからのお付き合いで、本当

は昨年もお呼びしたかったのですが、今回

は無理を言って、ぜひにということで声を

掛けました。今日はよろしくお願いいたし

ます。

 もうお一方は、佐藤秀明先生です。佐藤

先生は、昨年も来ていただきましたので、

昨年この会に参加していただいた方は覚え

ていらっしゃると思います。最後に佐藤先

生のオカリナの独演会を用意していますの

で期待していてください。

 佐藤先生は、最後は特別支援学校の教員

をされていまして、現在は宮城県の「特定

非営利活動法人自閉症ピアリンクセンター

ここねっと」で、自閉症や発達障害の子ど

もたちの支援で活躍されています。カウン

セラー、子どもたちの相談、親御さんの相

談、東北大震災後の子どもたちの心のケア

を、本当に宮城県内を走り回って一挙に引

き受けてやっていただいている先生です。

 このお二方の先生のお話を聞けるのは私

もすごく勉強になりますので、皆様にもぜ

ひ聞いていただきたいと思いまして、今回

ゲストとしてお呼びしました。ということ

で早速、今から梶原先生のお話しに入りた

いと思います。

それでは、よろしくお願いします。

-----【梶原先生の講演】----- 

梶原：皆さん、こんばんは。大分から来ま

した梶原です。実は一昨日まで佐賀県にい

ました。雪が降って大分県に帰れない状態

で、どうなるんだろうと思ったのですが何

とか帰って来られました。私たちにとって

はクライシスで、リスクマネジメントをし

ていなかったかというと、スタッドレスタ

イヤをちゃんとはいて四駆の車でしたので

帰って来られました。今日はどうぞよろし

くお願いいたします。

ご紹介いただいたのですが 1 つ訂正があ

ります。「特別支援教育士」と私のプロフィ

ールにあるのですが、取ったきりそのまま

という感じですので“元”を前に付け足し

ていただいていたらありがたいかと思いま

す。

 私がやっていますのは、「特定非営利活動

法人大分特別支援教育室フリーリー」です。

「フリースペース フリーリー」というも

のを 2000 年に立ち上げました。この話をす

ると 1 時間半ぐらいかかってしまいますの

で今日は割愛させていただきますが、なぜ
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こんなに長いかというと、当時はこれを全

部書かないと、いろいろな契約ができませ

んでした。今は「NPO」でもよいようです

が、これで登記してしまったので変更が利

きませんで、こういう長たらしいのをいつ

も書かなくてはいけなくて、いらいらして

います。

さてこのフリーリーは何をやっているか、

かいつまんで申しますと、こういうふうな

研修会を主にやっています。どんな方でも

参加していただけますので、高校生や中学

生もまれに参加されるときもあります。大

学生、教師の方、保護者、学童保育の先生

とか、いろいろな方に参加していただいて、

しっかりと実践できるまでお付き合いさせ

ていただいています。

 研修会は外部の講師も呼びます。夏の研

修会ではなぜか九州に東北の先生に来てい

ただくのですけれども、こうやって楽しそ

うに 2 泊 3 日でやるのです。 

 随分前に、こういう方もいらっしゃいま

した。

（会場笑い）

みんなもう大喜びで「また中尾先生を呼

んで」と言われたのですけれども、もう本

当に貧乏な団体なので、なかなかお招きす

ることもできず失礼ばかりしております。

 それと、研修会と別に相談対応をやって

います。これが主にメーンになってくるか

と思います。この言葉は余り好きではない

のですけれども、ひきこもり、不登校、暴

力、自傷、非行と世間では言われているご

相談が多いです。

 フリーリーを始めたのは、私の家の次男

が発達障害で、今は発達障害と分かります

けれども、当時は何もなかったので、親の

育て方が悪い、本人の怠けということで、

つらい思いをしておりましたが、当時 10 年

前ぐらいでしょうか、LD という言葉が新聞

などで見られるようになりまして、それか

ら、LD 親の会を始めました。息子の行き場

所がない、行くところがない、中学校を卒

業しても高校には恐らく行けないだろう、

ということで、どこかそういう場所が欲し

いと思ったのですが、どなたにもお作りい

ただけず、行政の方とか、いろいろな方が

「そうだね、そういうのがあったらいいね」

とか言いながら、何となく実現せずという

ことで、机 1 つとパソコンで、見切り発車

で紆余曲折あり始めたのがフリーリーです。

そのころから考えますと、いろいろなこと

がありました。

 うちの子は高校に行けないと思っていま

したが、高校に行ってしまいました。ただ、

就職はできないだろうと。こういう子で、

こういうご時世で、就職はできないでしょ

うと言ったんですけれども、就職できてし

まったんです。

 もちろん、できたからといって安泰では

ありません。いろいろありましたが今年 31

歳になりました。おかげさまで仕事をさせ

ていただいていて、毎日仕事に行っていま

す。非常にいい状態で、家族は何も困るこ
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となく。ところが一人暮らしとなると困り

ます。いろいろ困ることがあるというのが

発達障害の成人後の姿ではないかと思いま

す。

 こういう相談をお受けしています。私は

息子のことがあり、発達障害ということを

切り口にこういう活動を始めたわけですけ

れども、来る相談は発達障害でないです。

「こういうことの背景に発達障害がありま

せんか」というご相談もあるのですけれど

も、確かにそういうこともありますが、発

達障害がない場合もたくさんあります。で

すから、もうよろずや相談家業みたいな感

じです。

 今日は副理事長も一緒に来ています。（会

場内を探して）大内博文先生です。彼が相

談をほとんど引き受けています。フリーリ

ーは 2000 年に立ち上げて 16 年間やってき

ました。でもフリーリーに来る相談は、い

わゆるクライシスで、すでに起こってしま

っています。もうひきこもりになっておら

れる、不登校になっておられる、暴力で困

っておられる、自傷が激しくて困っておら

れる、非行に走って困っておられる、とい

う状態でご相談に来られます。

 ですから、このマネジメントをやるわけ

です。そして、加えてこれ以上、状態が悪

化して思わぬ事故や事件にならないように

リスクマネジメントするわけです。

これは大変難しいことだと思うのですが、

うちの副理事長は、びっくりするほどすば

やく完結してしまう能力を持っているんで

す。それを私は 16 年前に発見してしまって、

それでもうやめられなくなってしまったん

です。助けられると分かってしまったら、

困っておみえになる方を「いや、もう私、

しんどいからやめます」「もうめんどくさい

からやめます」というわけにもいかなくな

ってしまったんです。

大内先生は天才です。今 40 件ぐらい一人

で相談を受けています。40 件というと 40

人のお子様がいらっしゃるわけです。そう

いうお子さんにお会いすることなく、解決

します。不思議でしょう。お子さんに会わ

ないんです。40 人いらっしゃるということ

は、40 人の方々にご兄弟がいるんです。ご

兄弟も含めてご家族も含めて解決しなけれ

ばならない問題がほとんどです。今、子ど

もさんだけで 62 人いると（大内先生が）言

っていましたが、この対応をお子様に会わ

ないでやっている、そういう人がいるので

辞められなくて困っているわけです。

本日はリスクマネジメントということで、

学校の危機を少しお話ししなくてはいけな

いのかなと思います。私の体験から、フリ

ーリーのリスクマネジメントでですけれど

も、学校のリスクマネジメントで知ってい

るものといいますと、私はまず最初に“避

難訓練”が浮かぶんです。

先ほど申し上げましたように、うちの次

男は、親の育て方が悪くて、怠けている、

わがままな子どもだと、当時は何の理解も

していただけなかったですが、私は「LD」

という言葉に出会いましたので、LD 学会の

指示をいただいて LD 親の会をしながら、

いろいろお勉強したことを学校の先生にお

伝えするわけですが、なにせ 20 年前で、耳

を貸してくださる先生はいらっしゃいませ

んでした。

ですからもう、モンスターペアレントで

す。何かわけの分からない新興宗教みたい

な言葉をべらべら言って、自分の子どもが
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駄目なのを棚に上げて、いろいろ言ってく

るお母さんがいるということで、すごく嫌

がられたと思います。それを分かってもら

おうと思って連絡帳にいっぱい書きました。

先生方は連絡帳にいっぱい書いてくる親御

さんはお好きですか？

（会場笑い）

 全然見てもいないだなんてちょっと寂し

いかもしれませんけれども。分かってほし

くて、分かってほしくて、いっぱい書いて

いました。あるとき、先生からこう書かれ

てきました。

 今日、避難訓練がありました。フミ君は窓から

ずっと外を眺めていました。黙って私は見ていまし

た。みんなが逃げようとしても、並んでも、一向に

参加してきません。仕方がないので私が行って

「焼け死ぬよ。早くしないと死ぬよ」と言って手を

引っ張って逃げました。 

 うちの息子は“避難訓練”というものが

何なのか分からないのです。え、火事にな

ったの、本当に火事になったの、という話

です。いきなり放送で「火事」という話が

出てくるわけです、「どこどこから火が出た」

とか言うわけですから、何のことか分から

ないですね。そして、消防車も運動場に来

ていたと思います、それは見ますわ。

 先生にお願いしました。先生、私、何度

も申し上げておりますが、うちの子はいろ

いろ先生がお困りになるようなことがござ

います。ですから“避難訓練”ということ

もよく分かりません。でも先生は、例えば

車椅子に乗っておられる生徒さんがいたら、

例えば目がご不自由な生徒さんが、児童が

いたら、耳がご不自由な児童がいたら、ど

うされるんですか。足をケガしたお子さん

がいらっしゃったらどうされるんですか。

「早くしないと死ぬよ」って引っ張ってい

くんですか。じっと見てるんですか。逃げ

るか、逃げないかを。

 避難訓練は先生のためのものでもあるん

ではないでしょうか。こういう場合に、思

わぬ事態が起きたとき、なったときに、子

どもがどんな行動をするか、そのときに、

自分自身がどんな対応ができるかというこ

とも避難訓練の一つではないのでしょうか。

…と、連絡帳に書かれたら嫌でしょう。

でも、本当に涙が出るほどで、うちの子

は本当に火事があったら見捨てられるので

はないかと、そのときの若い母親は思いま

した。学校生活、その学校の行事一つ一つ、

そして学校で起きるアクシデントについて、

私はとても心配で、苦しくて、どうにもな

らなくて途方に暮れていました。

 でも、先生はこういうことが分からない

んです。なったことがないから分からない。 

全然関係ないことを突然言いますけど、こ

れは何でしょう。

参加者Ａ：長方形。

参加者Ｂ：短冊。

参加者Ｃ：色紙。

参加者Ｄ：分かりません。

参加者Ｅ：紙テープ。

梶原：ありがとうございます。今日の方は
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イメージ力が素晴らしいと思います。これ

をいろいろなところでやらせていただくの

ですけれども、長方形とおっしゃいました。

次の方も長方形とおっしゃって。次の方は

四角とか。今までは短冊とか折り紙とか、

そういうイメージがほとんど出てこないん

です。

次いってみたいと思います。私たちの LD

の疑似体験とか、自閉症の疑似体験のとき

にこういうことをやります。これは何です

か。

参加者Ｆ：立法体、箱。

参加者Ｇ：形のゆがんだ箱。

梶原：あそこに点点点がありますよね。あ

れは何ですか。

参加者Ｈ：ありんこ。（会場笑い）

梶原：ありんこ。

参加者Ｉ：奥行き。

参加者Ｊ：目に見えない線。

梶原：そうですね、今の「ありんこ」とい

うお言葉がとても豊かでした。先日、放課

後児童クラブの先生方にこれをやりました

ら「分からない」という方が半分。箱とか

おっしゃいました。私は、どんどんイメー

ジを膨らませてサイコロとかいろいろなこ

とを言ってもらいたいんです。この図はき

れいに作ったんです。さっきおっしゃった

みたいにゆがんでいますね、何ででしょう。

こっちで見ると、割ときれいに見えるんで

す。なぜかな。

 そうなんです、そのイメージというのが

なかなか湧かないと思います。でも皆さん、

ついこの間です。皆さんお若いので去年か

一昨年ぐらいかと思います、小学生でした

よね。小学生に聞くといろいろなものが出

てくるんです。うちにある金魚入れてるや

つとか。皆さん、もう同じ答え言わないで。

さっき誰かが長方形といったら、もう長方

形は言わないでとお願いして言っていただ

くと、最後にはスクリーンとか言うお子さ

んがいます。おもしろいですね。大人は絶

対にそんなこと言えないです。分からない

なあと。

時計があると「時計！」とか、子どもさ

んたちは豊かに自由に考えることができる

んですが、大人になっていくとすごく真面

目になって、イメージもすごく狭くなって

いくんだな、ということがよく分かります。

私も、それが実によく分かります。

では、今度、これを聞いてみましょう。

何人かに聞いてみていただいていいですか。 

参加者Ｋ：穴。

参加者Ｌ：あんぱん。

参加者Ｍ：目だと思う。

梶原：ありがとうございます。

では、次いきます。これは何でしょう。
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参加者Ｎ：どら焼きの半分。

参加者Ｏ：たくあん。

参加者Ｐ：座布団。

梶原：ありがとうございました。さっきの

黒い丸はお好み焼きと言った人がいたんで

す。あんな真っ黒いお好み焼きはどこにあ

るんだろうと思って、実は今日お昼にお好

み焼きを食べたんですが、ソースをつけて、

真っ黒になりますよね。なるほどと思った

のですけれども、実はさっきの黒い丸、「黒

い丸」と皆さんおっしゃっるのですけれど

も、今日の皆さんは豊かです。イメージ力

が素晴らしいです。

これ何か分かりますか。

星をつけると夜空なんですね。真っ黒い絵

が夜空になっていく。理科の教科書とか、

夏になるとこういうものをよく見ると思い

ます。これは北の空なんです。

私はこれを子どものころ見た時にどうし

ても分からなくて、これを見て、人を見て、

どっからどう見たらこの形になるのかが分

からなくて。それをずっと考えたら授業を

受けられなくなっちゃいます、というお子

さんもいらっしゃるんじゃないかなと思い

ます。

それからさっきの立方体とか長方形、算

数とか図形の面積を求める、体積を求める

問題が出てくると思いますが、そのときに、

これは何だろう？と思ったら、一所懸命考

えるお子さん、奥行きが点点点で書いてあ

ると思ったら、私たちは奥行きと分かった

ら、もう奥行きにしか見えないのですけれ

ども「これは何なんだろう？」「紙に書いた

この点点点は何なんだろう？」、そういうお

子さんもいらっしゃるんじゃないかなと思

います。

それを、教科を教える先生が、その宿題

を一緒にやるお母さんが、お姉ちゃん、お

兄ちゃんが、どれだけ気付いてあげられる

か。

「何ふざけてんだよ、さっさとしなさい

よ」と言ってしまう、その一言が、その子

の伸びるところを伸ばさない、きっかけの

一番最初の一歩になってしまったりするん

じゃないか。そんなことはないかもしれま

せん。それは心配しすぎかもしれません。

 では、皆さん、イメージをしてください。

読字障害の方は何に困ると思いますか。皆

さんはお勉強しておられるからよくお分か

りかと思います、では 3 人の方に。 

参加者Ｑ：道がわからない

参加者Ｒ：音読ができない。

参加者Ｓ：字を読むときに、字と認識でき

ない。

梶原：ありがとうございます。というよう

に、読字障害というもので考えてしまうの

で「字が読みづらいだろう」ということに

留まってしまうんです。「日常生活でこの人

は朝起きて寝るまでにどんなことで困るだ

ろう」「小学校に入って 1 年生から 6 年生ま
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でにどんなことに困るだろうか」、そのイメ

ージができる方にお会いしたことがあまり

ありません。もし字がうまく読めない、読

みにくいという方がいたら、どんなことで

困るだろう。

読字障害の方は生まれてからずっとそう

なので、自分は字が読みにくいという気持

ちはないので、それが当たり前と思ってお

られるかもしれません。そして、周りの子

がスラスラと読んでいるときに自分が読め

なくて、何で自分は読めないんだろう…、

これも読字障害の方の困りの一つだと思う

んです。

その子のその都度その都度の気持ちをイ

メージできる人は、身近にそういう方がい

らっしゃるとか、ご自身もその経験がある

方に限られるのではないかと思います。

 例えば、私たちが読字障害で使う疑似体

験ですけれども、こういう字を読んでもら

います。皆さんはこれだったら読めると思

います。漢字が使ってありますし、句読点

もあって、括弧もあります。これは読める。

では、先ほどと同じ文章をこのようにし

たらとても読みづらいですね。それは文章

ではありませんね、ただの文字の羅列です

ね、と思われると思います。ですが先ほど

皆さんが読めるなと思った文字情報、その

後の画面が出たときに、わ、これは読みに

くいなと思われたその感覚。では、どんな

人がこの感覚を持つでしょう。この感覚、

わ、ちょっと読みづらいかなと思う人はど

んな人でしょう。

参加者Ｔ：小学生。

梶原：そうですね、年齢が低いことは漢字

が読みにくいですね。

参加者Ｕ：言葉の意味が分からない人。

梶原：ありがとうございます。例えば、と

ても目が悪い人はもちろん読みにくいです

ね。それから、海外から日本語圏ではない

ところからおみえになって、日本語を学び

始めた方は読みにくいですね。それから幼

い方、まだ文字の学びが充分でない方はお

ぼつかないかもしれません。日本で生まれ

たけれども、しばらく外国に行っていて、

また帰ってきた帰国子女の方も、ちょっと

馴染みが薄いかもしれません。 

というように、“こういう方がこういうと

ころで困るだろう”というイメージを、私

たちは簡単にはできないんです。

 では、次にいきます。次は朝ご飯。早寝、

早起き、朝ご飯っていいます。朝ご飯を食

べて来ない子がいるので、福岡の学校では、

小学校だったか中学校だったかで「バナナ

の日」という朝にバナナを食べられる日を

つくってくださったそうです。今は、パン

もあるそうですが賛否両論です。こんなこ

とをすると親は何もしなくなるんじゃない

か。何もしないなら、どんどんしなくなる

んじゃないか。と賛否両論あります。

 さて、朝ご飯を食べてこない子どもさん

は、どういう理由、どういう背景があるで

しょう。5 人の方に聞いていただけますで

しょうか。

参加者Ｖ：家庭的に貧しい。

参加者Ｗ：両親が夜の仕事をしていて、朝

起きづらい。

参加者Ｘ：朝起きづらくて、ぎりぎりまで

寝てしまう。

参加者Ｙ：朝に食べるものがない。

参加者Ｚ：母親が働きに行っていて、朝食

の準備ができない。
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梶原：ありがとうございます。そうなんで

す。前回、前々回、いろいろな方に聞いて

みました。ほとんどの方、90%が「親の怠

慢」という答えです。ほかのイメージは湧

かないでしょうか。

 朝ご飯を食べてきたか、食べてこなかっ

たか、アンケートはどのようにして取るの

でしょう。小学生、中学生、今日食べてき

ましたかとか、いろいろな聞き方があるで

しょうけれども、例えば小学生だったら、

今日たまたま炊飯器のタイマーを入れ忘れ

てたとか、昨日、おじいちゃん、おばあち

ゃんのどちらかが急に具合が悪くなって、

お父さん、お母さんが急に行っちゃってま

だ帰ってこないとか、それから生まれたば

かりの赤ちゃんがいて、その赤ちゃんのお

世話で、朝、お母さんが間に合わなかった

とか。母子家庭、父子家庭の親御さんが夜

勤をしておられる。看護師さんもそうです

ね、航空便の方もそうです、消防士も警察

も、いろんな工場も夜勤があります。夜勤

で、その日はどうしても帰れない、そうい

うこともあるかもしれません。

 何かのアクシデントでたまたまその日で

きなかった。具合が悪いお母さんも、今日

ちょっと体調が悪いとか、何か朝、もめ事

があって、それに流れてしまったというこ

ともあるでしょう。もう、朝ご飯を食べな

かったら親の怠慢、という常識なんです。

私、大分の教育総合計画 10 年計画という

策定委員会の委員に入っていましたが、と

にかく教育の目標を数値化して、全部 100%

目標達成しようというものがたくさん出て

いまして、大いに反対をしました。

 なぜかというと、朝ご飯を食べてこない

お子さんが何%かいたわけです。逆にいえ

ば 95%は食べてきているというとです。そ

して、その 5%を 100%にしようという目標

が出ました。それをどこに突きつけるかと

いうと、学校現場です。学校現場に来ます。

その努力を学校現場がやるんです。

だけど「その 5%の方々はどういう理由で

朝ご飯を食べてこなかったという回答にな

ったかご存じでしょうか」と教育委員会の

皆さん方に聞きましたら、どなたもご存じ

ありませんでした。

というふうに、私たち非常にイメージ力

が狭くなっている大人たちが考えると、こ

んなにも理不尽な数値目標を簡単に立ち上

げてしまうんです。

お子さんが「僕いじめられているんです」

「先生、私いじめられているんです」と相

談されたら、先生はどうお答えになります

か、という演習をします。びっくりします。

「え、いじめられてるの？いつから？誰

に？」。何で「いじめられてるんです」と言

う人が怒られなきゃいけないんですか。

「どんなことされるの？」「プロレスの技

をかけられて嫌なんです」「あなた、自分か

ら嫌だってちゃんと言った？友だちに助け

てって言った？」。

そんなことができますか。でも、そうい

う質問を多くの方がされます。

 そして、その結果どうするか。「その相手

は誰？」と聞きます。「梶原君」。そしたら、

先生は「梶原君、ちょっと、大内君が梶原

君にプロレスの技をかけられて嫌って言っ

てるよ。やめてね」。これがクライシス、大

いなるクライシスです。

「え、それ何でいけないんですか」とキ

ョトンとしておられる先生がすごくたくさ

んおられる印象があります。これは私たち
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のイメージ力が狭いということです。

 もう一つ、経験がないということもある

かもしれません。「嫌がってるよ」と言うん

です。そして「あなたの気持ちも分かるけ

どね、はっきり言わなきゃ」。いや、気持ち

分かってないですから。これはクライシス

です。大いなるクライシス。

 それでこういうお話をすると「私たちは

もっと研修して、演習の訓練をして、心が

けて、こういうことのないようにしたいと

思います」と感想を言っていただきます。

申しわけないです、研修、訓練、心がけ、

少しはいいです。だけど無い袖は振れない

のです。

知っておくべきことは、私たちは年々大

人になるにつれ、子どものように縦横無尽

にいろんなところを見ていろんなイメージ

をめぐらすようなことは少なくなって、落

ち着いた、1 つのことを重点にちゃんと目

標を持って考えられる大人になった以上、

イメージ力は少し小さくなって、少しずつ

減っていくという自覚が必要なんです。

 私たちは“分からないということが分か

らない”んです。分かっているつもり。「あ

なたの気持ちは分かるけど」「お母さんの気

持ちは分かりました」。もうこの言葉を言っ

た時点で分かってないんです。

 では、なぜ皆さんはここにおられるんで

しょう。なぜカウンセラーや臨床心理士、

お医者様や、学校の先生が子どもたちのた

めにと立ち上がってくださるのでしょう。

多くの人が、イメージ力が上がる、広がっ

ていくタイプの方々ではなく、だんだんと

狭まっていく、それが私たち大人だと思い

ますが、なぜでしょう。

それは分からないからこそ、分かりたい

のだと思います。その「分かりたい」とい

う気持ちが皆さんをこうして集わせてくだ

さっていると思います。私の話に耳を傾け

てくださっていると思います。

 皆さんは、これからインクルーシブ教育

とか、障害者差別解消法とか、その中で教

育を行っていかれるわけですが、いろいろ

なところで障害のある方や困難のある方、

そういう方を支えていこうとお仕事をして

くださったり、ボランティアをしてくださ

ったり、活動をしてくださったりなさって

いただいています。

 でも、多くの人は、知的障害、精神障害、

発達障害も含め「バカだ」と思っています。

「こいつはバカだ」と思っています。だか

ら、友だちになんかなりたくない。結婚な

んかしない。家族にそういう人がいないほ

うがいい。そういう子は産みたくない。

…それは本心であったと私は思います。

自分自身が。今だってそうです。我が息子

が障害もなく、困難もなく、手帳や年金に

頼らなくていいのだったら、もっと違う人

生を生きたかもしれません。

みんなから「バカだ」と思われるんです。

「どの程度しゃべれるんですか」と聞かれ

るんです。

…そうなんだなって、その世の中で私た

ちは生きていくんだなと思っています。生

きていきます。だからこそ、私が幸せに生

きてみせます。

 そうです、私もバカです。天才に出会っ

てしまったので、仕事を辞めることができ

ません。私は無給です。無給というのは、

中尾先生のようにお休みがないという無休

ではなく、一銭もお給料はいただていませ

ん。こんな仕事で給料なんか。もう本当に
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毎月 60 万稼ぐので精一杯。稼げません、ど

うするか。主人のすねをかじります。しか

し主人ももう定年です。さあ、どこまでや

れるでしょう。

でも、救えるんです。彼ら発達障害だけ

じゃない、泣いているお母さんや、もう死

のうと思っているお父さん、お母さん、そ

こで途方に暮れている子どもたちを救える

んです。だから辞められない、辞めること

ができない。とてもバカだと思います。

バカというのは人間だということですね。

バカだなあと。それはバカという一言が温

かい言葉になります。男性の方は、お家で

温かい言葉をいただけなくなったところは、

お金を出してあるところに行きますと「バ

カね」と言ってくれる女性が待っていてく

れるんですが。分かりませんけれども。

インクルーシブ、合理的配慮、障害者差

別解消法、虐待防止法。それが実際に根づ

いて差別も虐待もなくなる日は、なかなか

こないと思います。なぜこの法をつくった

か。なかなか難しいからです。でも、ここ

まで来ました。

親の会を始めてから 10 年の間に、発達障

害者支援法ができるなんて、私は夢にも思

っていませんでした。特別支援教育という

ものが現れてくるなんて夢にも思っていま

せんでした。だから頑張ってよかったなと

思います。

息子は障害者枠ですが、仕事をさせてい

ただいています。仕事ができるということ

がどれほど幸せなことか。仕事をさせても

らえるということがこんなに人として力を

与えてもらえるということが、私は息子が

いたからこそ分かったと思います。

 皆さんのお心に何か届けられるといいの

ですが、私たちはどうにか分かってあげた

いのだけれども、決してその人のところに

は届かない。だからこそ、分かる努力をす

るんだ。そのために法も必要なら、皆さん

のご努力も必要だ、ということを知ってい

ていただきたいと思います。

皆さんだけに努力をお願いしません。私

もできる限り、主人のすねをかじりながら、

天才の活躍を守り続けていきたいと思って

います。

 どうもありがとうございました。

（会場より拍手）

中尾：梶原先生、ありがとうございました。

 続きまして、佐藤秀明先生にお願いした

いと思います。

-----【佐藤先生の講演】----- 

佐藤：こんばんは。梶原先生とのお付き合

いはもう 20 年近くなります。 

梶原：私たち付き合ってたんですか。

佐藤：バカねえ。

（会場笑い）

佐藤：中尾先生とも、もう 10 年以上のお付

き合いです。バカねえ、二人とも。

こういうことがだんだん言えるようにな

ってきました、被災地で。言えるようにな

ってきたのですが、なってない人たちのほ

うがまだまだいることも確かです。でも、

なってきたということは、いい方向にきて

るのかなと思います。

 昨年、私の話を聞いてくださった方はど

のぐらいいらっしゃいますか。

（会場で手が挙がるのをみて）

すごい。ありがとうございます。ここでの
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話は、中尾先生とのご縁があって。

発達障害や支援が必要な子どもたち、虐

待を受けている子どもたち、不登校やひき

こもりに苦しんでいる子どもたち、朝ご飯

を食べられない子どもたち、朝ご飯を作れ

ないお父さん、お母さんたちもいます。

 いろんなことがあって、いろんな思いが

あって、被災地は今、立ち上がろうとして

います。私は原発のある双葉高校という高

校の野球部でした。今はもう高校もありま

せんし、町もありません。帰ってくるあて

もありません。

その人たち、じゃあどうしているんだ。

ときどき会いに行く仮設住宅があります。

バカねえという言葉がときどき出てきます。

私にも「ほんとにおまえ何でまた来てるん

だよ、休んでんの先生は。バカだなあ、休

めよ」と言ってくれる。嬉しいですねえ。

バカっていう言葉は使い方一つですね。

相手をバカにするのか、嬉しさの気持ちを

伝えるのか。梶原さんも、中尾先生も付き

合ってきて、大バカ者です。大好きな大バ

カ者。

その大バカ者に学んでいる学生たちの、

去年ここの学生たちの話を聞いて、すごく

感動しました。なぜかというと、学生が学

生なんだけれども、大人をバカにしてない

んです。大人を一所懸命見てる学生たちが、

この大学にはいるなと感じました。それに

負けじと、17～18 歳の気持ちで、まだまだ

頭は 17～18 だからやっていけるよと言っ

て、自慢気に自分の学生を紹介してくれた

中尾先生。素晴らしい大学だなと思いまし

た。

 ましてや地域がこういうふうにして、シ

ステムづくりですね、インクルーシブ教育

システムの話も合理的配慮の話も今日、少

しさせていただきたいと思うのですが、こ

こがお手本になっていくんだなとつくづく

感じています。

 仙台市は、ものすごくダメージが大きい

所と、もう完全に回復して何事もなかった

ような顔をして生活している人たちと。

私の NPO は若林地区といってダメージ

が大きかった地域です。そこの市民センタ

ーで今、講座を引き受けて、インクルーシ

ブ教育システムじゃなくてインクルーシブ

コミュニティシステムを作ろうとしていま

す。そういう流れの中で、今日少しお話し

をさせていただきます。

 その前に大川小学校の話、昨年もさせて

いただきました。この学校の子どもたちを

通して支援って何だろう、リスクマネジメ

ントって何だろう、クライシスマネジメン

トって何だろうと考えてほしくてお話をさ

せていただいたのですが、子どもたちはつ

いに立ち上がりました。あの大川小学校を

残して欲しいと。

仙台市で昨年、国連の世界防災会議があ

りました。その市民フォーラムで、僕たち

の意見を世界に届けたいという大川小学校

の卒業生が 6 人集まってプレゼンテーショ

ンをしました。そのときの画像です。

これ全部、子どもたちが集めて、子ども
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たちが必要だと。こういう海があって、家

があって、田んぼがあって。当時の子ども

たち、何人かは生き残っていますが、何人

かはもう亡くなっています。118 人いるう

ちの 74 人が亡くなって、残された子どもた

ちが立ち上がったということになります。

田植えもしました。海にも出ました。海

はもちろん津波が襲ってきたので海がない

わけではないのですが、そんな海と田んぼ

と。稲刈りもするし、運動会もするし、読

み聞かせもする。

3 月 11 日、さっき見た風景がこんなにな

ってしまっていました。とても汚い景色で

す。児童が 74 人亡くなって、5 人いまだに

見つかっていません。先生方も 10 人亡くな

っています。

 次の日の大川小学校です。自衛隊が入っ

てきました。この反対側に子どもたちが並

べられていました。これは全部子どもたち

のランドセルです。（建物を）解体してほし

いという人たちもいます。

 ここに来る前に広島に行ってきたんです

が、広島はあの原爆ドームを残すのに 20 年

かかっています。あそこは、見るのはつら

いから解体してほしいという人が大半だっ

たんです。だけど、こんな教訓を後世に伝

えないまま終わるのは嫌だという人たちも

いました。見るのがつらいから解体してほ

しいという意見もある中、残すためにどう

したらいいかの話し合いをしました。

これは生き残った子どもたちです。

 津波に襲われたところです。この桜も咲

いていました。咲いている様子です。こう

やって子どもたちは説明しながら、自分た

ちがここで学んだこと、そして津波に襲わ

れたこと、津波からはい上がってきたこと

を地域の人たちにも訴えていきました。

このエネルギーは、この子たち 6 人、こ

の男の子は津波にのまれて助かった 3 人の

うちの 1 人です。テツヤ君といいますが、

今、高校生です。テツヤ君は、妹さん、お

母さん、おじいちゃんが亡くなって、おば

あちゃんとお父さんと 3 人暮らしです。だ

からこそ僕はやらなきゃいけないことがあ

るという思いで。この子が残したい言って

と始まったわけです。

 この子たちの回復には何をしたかという

と、僕は梶原先生や中尾先生たちと一緒に

学んできたことを使って回復しました。自

分の自尊心、互いに認め合う、できること

をする、できたところまでをちゃんと認め

る、評価する。互いに認め合えるんです。

関係性ができていなければ何も起きない

し、不安感だったのが安定感、安定感だっ

たのが安心感に変わっていきました。そし

て、やっと自分の気持ちが整理できて、こ

ういう活動に移れていった。5 年かかりま

した。5 年です、5 年。 

 そういう思いで、この子たちの成長が私

たちが目指している、あるいはここの中尾

先生たちがつくりたいシステムを、私たち

も追いかけてつくろうと思っています。そ

ういう原動力になる子どもたちの様子を、

ここまで回復しましたよということを報告
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したくて、これを見ていただきました。

次に、今日のお話しです。

 被災地での虐待、いじめ、不登校、発達

障害を抱えている子どもたちの対応、そう

いうことを考えると、私たちがやってきた

ことが該当するのは、被災地の子どもたち

全員なんです。行けなくなっている子ども

たちはまだまだいるんです。

たった 1 人だけ、先生と一緒に助かった

子がいるんです。当時、小学校 3 年生です。

その先生の証言があれば、どんなことが起

きたか分かっているのですけれども、先生

は証言しないんです。

たった 1 人助かった先生。テッちゃんた

ちは 4 人助かっているんです。さっき 3 人

と言いましたけれども、1 人はもう転校し

てどこに行ったか分からないんです。所在

不明です。

早引きしたり親が迎えに来て助かった子

どもたちは何人もいます。津波に飲まれて

助かった 4 人のうちの 3 人が残っていて、

テッちゃんはそのうちの 1 人です。2 人は

支援しています。でももう 1 人は支援でき

ない状態なんです。この家庭は母 1 人子 1

人です。

今どういうふうになっているかというと、

不登校になっています。去年の夏ぐらいに

その相談があって、実は助かった子が今、

中学校行ってないんだ。何とか何とか、佐

藤先生、対応してもらえないか。子どもた

ちにも声をかけてもらえないか、という相

談が来ました。

さっきの大川小学校を残したいという子

どもたちは「チーム大川」というものをつ

くって、自分たちのあの校舎を何とか残し

てほしいと働きかけをしている中で、仲間

づくりを一所懸命しているのですけれども、

全国にいろいろな仲間ができてきています。 

ただ、当時、津波に流されて助かった子

の 1 人が不登校になっているというのを聞

いて、みんなどうしようかと。どうしよう

もないんです。いまだに、僕は手も足も出

ません。ただ、支援物資は置きに行きます。

仮設行ったことありますか、って言った

ってないですよね。阪神淡路のときの仮設

のあの思いと、今、宮城県で仮設に住んで

いる人たちの思いはほとんど一緒だと思い

ます。まだ何万人も住んでいるんです、仮

設に。支援物資といえば毛布、をこの間届

けてきました。僕が行っている大川地区の

仮設住宅です。

 ここで何が起きているかというと、そこ

に住んでいる 1 人の男の子は不登校になっ

てしまった。原因がよく分からない。どう

対応したらいいのかということで、今、情

報を集めているんです。虐待や、いじめや、

不登校、母子家庭で、お母さんが全く人と

話をしなくなってしまった。だんだん子ど

もは行けなくなってしまった。何が起きた

か学校も教えてくれない、言わない。

 今、教育委員会がすごく壁が高くて「メ

ンタルケアに来ています」と挨拶をしに行

くと、最初のうちはすごくウェルカムだっ

たのですが、自分たちの都合が悪くなった

ときに、私たちを追い出しました。他の文

部科学省から派遣されてきた教員の方たち

が 1 週間、2 週間おきに出入りして、ただ

来て、おいしいものを食べて、いいホテル

に泊まって帰っていった。で、相談はあり

ませんでした、というわけです。

ちょっとつらいです。そんなことを言っ

てもしょうがないのだけれども、現実です。
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子どもたちの支援は実際に行われていない

ので、不登校になってしまっているんです。 

それでも焦らず、慌てず、あきらめずに

丁寧にやっていくしかない。

私たちは、子どもの権利条約をきちんと

ふまえて、市や教育委員会に働きかけてい

かなくてはいけないのですね。

今回、私たち、今ここで話題になってい

くはずであるインクルーシブ教育だとか、

合理的配慮だとかには、障害者の権利に関

する条約が必要です。それを分かっていな

いと身動きがとれないことがあります。私

たちも不登校やひきこもりで苦しんでいる

子どもたちの対応は、子どもの権利条約か

らおりてきて活動するようにしています。

 そこで今、チームを組んで対応に当たっ

ています。これはみんな手弁当です。梶原

先生が無給でやっています。もう頭が下が

ります。梶原先生が NPO を始めたときに

無給だと言ったので。私は 10 年前まで教員

をしていました。もともと高校から始まっ

て、最後は支援学校の教員だったのですけ

れども、辞めて NPO を立ち上げました。

梶原先生が無給だったら、俺が有給なわけ

にはいかない、と無給でここまで何とか 10

年間やってきました。でもやるれんです、

何とか。

 それは置いておいて。何かをやるには何

かをきちんと学んでおかないとできないと

いうことです。梶原先生なんか相当学んで

います。海外の文献まで、僕の知らないこ

とを山ほど。

「佐藤先生、これでいい」なんて言って

出してくれます、すごい資料なんです。び

っくりするぐらい、これほどやっている。

だから、ここで本気になって言えるんだな

と。本気になったらすごいです、学生だろ

うが、子どもだろうが、大人だろうが。裁

判長だろうが、という人もいましたが。そ

れは置いておいて。

 そういう意味で、私たちが学ばなければ

いけないことは、こんなふうに出てくるん

だと思うんです。

今日、何を言いたいかというと、これを

ずっとやっていくと、子どもの権利条約や

障害者の権利に関する条約をきちんと分か

ってやっていくと、おかしなことにいっぱ

いぶつかってきます。教育についてという

ことで、インクルーシブ教育システムが出

てくるのですけれども、まさにインクルー

シブコミュニティシステムみたいなのを作

ろうとしているときに、これを読んでいく

と、何かおかしいなと思うんです。

 インクルーシブ教育だとか、合理的な配

慮に関連付けて、皆さんに一緒に考えてほ

しいなと思ったのは、そういうことも踏ま

えて被災地での支援活動をしています。不

登校やひきこもりもそうですし、いろいろ

な事例がいっぱい入っていて、今日はあと

一つか二つぐらいお話したいと思っている

のですが、その中で、最初に障害者の権利

に関する条約の中で、インクルーシブ教育

システムについては、24 条に「自由な社会

に効果的に参加することを可能とする」と

いう目的が明示されています。

「このシステムは障害のある者と障害の

ない者がともに学ぶ仕組みのことです」と

分かりやすく解説しているのですが、では、

それはどういうことなのとひも解いていく

と、わけ分からないことがいっぱい書いて

あります。
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 文科省の出したものに、いちゃもんをつ

けるわけではないのですけれども「ああ、

こういうふうに行政は考えるんだ」という、

とてもいいお手本です。

でも最終的には、私たちが目指している

のは「関係性を大切にしたシステム」だと

思うのです。その関係性を大切にした支援

システムを具体的に実践しようとしている、

あるいは実践してきているのが梶原先生だ

ったり、中尾先生たちだと思います。

 これに追随して頑張っていかなきゃいけ

ない若者たちが今日ここに来ているなと感

じています。

 システムとして考えたときに、支援シス

テムといったときにインクルーシブ、イン

クルーシブって排除しない、仲間はずれに

しない、ということが一番簡単に説明でき

るかと思うのですが。じゃあそのためには

理解して、配慮して支援しなければいけな

いのだろう、これがキーワードになってく

るのかなと思っています。

 教育的なニーズや保護者対応、保護者に

も理解して、配慮して、支援しているとい

うことを伝えていかなければいけないし、

保護者がどう理解しようとしているのか、

保護者はどう配慮しようとしているのかと

か、それからどんな支援をしようとしてい

るのかというのを、やはり私たちは対応し

ていく中で、アセスメントをきちんとして

いかなければいけないのかなというふうに

思っています。「ニーズの把握」と「アセス

メントの実施」と「課題設定」というふう

になっていくのだと思うのです。

 インクルーシブ教育システムといったと

きに、「初等中等教育の機会が与えられる」

とか「人間の多様性の尊重」とか「自由な

社会への効果的な参加」とか言っています

けれども、個人的に生きているのは合理的

な配慮はそこに提供されるのですね、教育

インクルーシブってね。ずっとやっていく

と、教育的ニーズに最も的確に応える指導

を考えていかなければいけないことになり

ます。それが過去に語られた課題でもある

と書いてあります。連続性のある多様な学

びです。

 関係性を大切にした“支援者の支援”が

一番求められているのではないのかという

のが、僕が今日、言いたいことです。

関係性を大切にしないインクルーシブだ

とか、教育システムとか、合理的な配慮な

んてあり得ないです。でも、それを抜きに

して書いてあるのは、文言をひも解くと、

文科省の出しているインクルーシブ教育シ

ステムの構築についてだとか、いっぱい出

ています。ぜひ読んでみてください。

そこに足りないのは“関係性を大切にし

ているかどうか”ということです。理解す

るにも、配慮するにも、支援するにも関係

性を大切にしない人がやったのでは効果は

全くないです。システムが機能しない。

システムづくりはもう十分できていると

思います。誰でも簡単にシステムは作れる

と思います。でもそれをどう機能させるか
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といったら、「誰が」、「誰に」するんですか。

文科省が子どもたちにしますか、教育委

員会が子どもたちにしますか。システムは

子どもたちにちゃんと合理的な配慮します

か、といったら、しないです。システムは

するわけないです。

その子と向き合う皆さん一人一人だと思

います。子どもと向き合う親が、その親が

「つらいよ」というサインを出していたら、

親の話を聞いて、大内さんがそれにメール

で応える。それはすごく合理的なんです。

ものすごく合理的な配慮なんです、びっく

りするぐらい。私たちに真似できないぐら

いです。

 ヒントはいっぱいあります。フリーリー

でやっている配慮の仕方は“実際に支援し

ない”。僕が見ている限りでは。支援してい

るという人もいるかもしれない。でも、理

解して、配慮して、どう配慮するかという

のを親に伝えるんです。そうすると支援す

るのは親なので、親がちゃんと使えるんで

す。

 僕がずっと見ていて、フリーリーのすご

いところは、具体的な支援はしない、合理

的な配慮をする。それで親がそれを受けと

めて支援に結びつける。あるいはこういう

セミナーの中で、先生たちが学んだ。それ

はどういうふうに子どもたちと向き合うと

きに、あなたのフィルターを通して、どう

配慮しますか、ということを必ず問いかけ

てくれる。ですから、一人一人に向き合っ

ていきます。

 自分のこととして受けとめた人たちとい

うのは、ちゃんと支援に結びつく。自分の

やり方でやる。でも、それがいいかどうか

が不安だから、どんなふうな配慮をしてい

いんですかというのを一所懸命学ぶわけで

す。

でも、合理的な配慮といって、ここで学

んだものだけでは配慮したことにならない。

それをフリーリーは実践しているなと僕は

感じて、私もそれを真似しています。

 具体的に子どもと向き合うと、どういう

ふうになっていくか。いっぱいやってきた

からこそ言えることであるし、じゃあ皆さ

んに、それをいっぱいやってから、そうい

うふうにしてくださいと言うのではなくて、

やってきたことを伝えれば、やらなくても

済むんです。それも合理的な、私たちの配

慮だと思うのです。それを具体的な支援に

結びつけるのは、ここに学んでいる人たち

ではないのかなと思います。

 システムの果たすモデリング。これは意

思疎通だとか、協調性だとか、自己表現だ

とか、私たちにとって一人一人が問われる

資質です。教員であり、それから、親であ

り、学生であり、ボランティアであり。

でも、親だったら誰と意思疎通がうまく

いっているかどうか、協調性はあるのかど

うか、地域との協調性も含めてです。地域

社会に生きていくわけですから。自分はど

う子どもに伝えるのか、周りに伝えていく

のか。しかもそこに強制しない、否定しな

い、丁寧にということ。東日本大震災で学

んできたことも大切な知恵です。

合理的な配慮という言葉が出てきますが、

合理的というと、すごく冷たい感じがしま

すけれども「合理的配慮とは特定の場にお

いて必要とされるものであり、かつ均衡を

失した、または過度の負担を課さないもの

をいう」と書いています。これは文科省の
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文言です。分かりますか。分からないです

ね、質問したいです。

 なお、負担については「健康及び調整を

行う主体に課せられる負担」をカットされ

ている。読んだことがありますか、合理的

な配慮のところ。

でもじゃあ、合理的な配慮って誰が誰に

するのという話。特定の場合って、誰が誰

に決定して、特定の場合というのか。その

人がいなければ、合理的な配慮は成り立た

ない。こうだ、こうだと言っていて、では、

それは誰が誰にするのと聞いたら答えられ

ない。

一回聞いたことがあります、県のほうに。

困っていました。そこまで追い詰めるわけ

にはいかないので「あ、そうですか、あり

がとうございました」と引き下がりました

けれども、「誰が？」「誰に？」です。

 関係性を大切にした教育的ニーズへの対

応。教育的ニーズというものをちゃんと対

応していきましょうと言うのだけれども、

関係性を大切にしなければ、対応したこと

にならないということを言いたいです。

一緒に気づき、一緒に考え、一緒に行動

するというのが基本原則になります。これ

は寄り添う支援だとか、相手の立場に立っ

て、どう考えていますか。柔軟性が求めら

れます。想像力がないと、ここはできない。

それを先ほど梶原先生がお話してくださ

ったと思います。想像力です。子どもたち

のほうが、はるかに想像力が豊かですし、

ユーモアに溢れているし、私たちのほうが

逆に学ぶことがたくさんあります。

 そういう気づき、考え、行動するといっ

た一連の行動を子どもたちと一緒に。しか

も私たちは支援者として、否定しないこと、

強制しないこと、丁寧に向き合う。

ということをやってきたおかげで回復し

ていく事例が、私の活動の中ではたくさん

見られるようになってきました。

 「死にたい」と言われて「じゃ、死ぬ前

に被災地においで」と言って、被災地まで

連れて行って、被災地で頑張っている発達

障害の子どもたちと一緒に勉強してもらい、

帰っていった中学生が、今、高校生になっ

て、元気に通っています。

 死にたい。もうこのままじゃ駄目なんで

す。その子に「そうか、ごめんな。死にた

いっていうぐらい辛い思いしてたんだよな。

その前に一度、佐藤先生が活動していると

ころに行ってみるか。それからでも遅くね

えだろう」と言って連れて行って、二週間。

私の家に泊まりながら、私のやっている

ことを見、私の息子たちと一緒に生活し、

大川小学校の、さっきのあの子たちは仮設

の集会所で受験勉強をしているので、そこ

で一緒に受験勉強してもらう。勉強なんか

しないのだけれども。死にたいと思ってい

ますから。どうせ俺なんか、帰ったら何か

してやる。

でも帰ったら、ちゃんと勉強して高校に

入っています。そこに「何で死にたいと思

ったの」「いじめに遭ったの」「何でそうな
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っちゃったの」「先生はどうしたんだ」「周

りの子どもたちは」「どんないじめだったの」

とか一切聞く人はいない。

辛かったんだなあ、という思いで一緒に

暮らして、二週間生活したら、さすがに自

分で起きてきて、僕に朝ご飯を準備させて

くださいと。無気力だったら何もやらない。

朝も食わない。でも、食べられるときに食

べていいよ。その代わり、被災地に支援に

行くときには一緒に行こうね、という約束

だったので。行けば腹は減るわけです。

いろいろなものを見て、聞いて、またお

いしいものを食べて。ここに「遊ぶ」「食べ

る」「学ぶ」が出てくるんです。おいしいも

のを食べて元気を回復する。

「一番おいしかったもの、一緒に食べて

おいしかったもの何かなあ」というとき、

必ず子どもたちの遊ぶ、食べる、学ぶのバ

ランスをいつも見ているのですけれども、

最初に「おいしかったもの…」と言ったと

きに、言われる前にちゃんと「この間食べ

たお寿司が最高だった」。

おいしかったものが言えるということは

味覚が戻ってきている。前にも言ったと思

うのですけれども、被災地の子どもたちや、

発達障害のある子どもたちは、言葉を失い、

味覚を失い、それから、自信を失うわけで

す。読字障害、識字障害に似た現象が出て

きます。算数障害もそうです。

 そんなレベルでいくと、そこに誰がどう

理解して、配慮するか、ということになる

と思うのです。ひたすら合理的な配慮って

何だ、と私なりに考えて、実践の場面で見

えてきたもの。「誰が」「誰に」するの、と

いうことを常に頭から離さないように考え

てみましょう、というふうによく言ってい

ます。

 共通理解する必要がある。共通理解して

いなければ配慮に欠けた学校運営になって

いきます。ですから「必要がある」じゃな

くて、「配慮しなければいけない」んです、

これは。学校に合理的な配慮という言葉を

使うのであれば。

 今まで見てきて、関係性を大切にした子

どもへの対応というのは、子どもの必要と

しているニーズをどれだけ把握できるかで

すから、被災地でもそうだし、発達支援が

必要な子どもたち、とても不安感なんです。 

不安感を安定感に、安定感を安心感に。

それを期待感に。

そして、行動を起こして達成感にしてい

く過程を大切にしていければいいのかな。

それをみんなで共通理解しておくと、今ど

の段階なのか。不安感に苦しんでいるのか。

これ逆にいくと、不安感が失望感に、失望

感が絶望感に、だんだん変わっていくんで

す。毎日の問題です。

 そこで必要なのはカウセリングと、ティ

ーチングと、コーチングという、3 つの言

葉が出てくるのですが、これがうまく機能

しているかどうかです。

カウセリングが必要な子にティーチング

は機能しない。コーチングも機能しない。

ティーチングが必要な子にカウセリングは

全く必要ないんです。コーチングは余計な

おせっかいになります。

 自分の良さを知り、自分の良さを生かし

て、次の自分のステージに、自分自身を高

めていくという気持ちになるかどうかとい

うのは、関係性を大切にした子どもへの対

応の真骨頂のような気がします。

合理的な配慮。インクルーシブ教育シス
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テムだとか、インクルーシブコミュニティ。

私たちはそういう対応をしていきたいと思

って、今、シェアハウスをつくっています。

シェアハウスには 5 人の青年たちが入る

予定です。そのうちの 1 人は高校生です。

その中で、関係性を大切にした支援のあり

方を、子どもたちと一緒にもう 1 回学んで

みようと。シェアハウスの生活を通してで

す。

1 人は高校生で、あと 4 人は大人なので、

農業をきちんと生業にして、土地と建物を

今準備していて、4月から始める予定です。 

 合理的な配慮がうまくいくかどうかとい

うのは、子どもたちが自ら進んで学び、そ

れから遊び、食べて、働けるかどうかとい

うことに関わってくるのかなと思って、今、

次の段階に行っています。それも中尾先生

たちがここで作っているシステム、社会的

な立場のある人たちが知恵やアイデアを持

ち寄って、支援が必要な子どもたちのため

に作るチーム、そんなものを僕たちも目指

そうとしています。

 合理的な配慮だとか、私たちが子どもた

ちと向き合って支援していくときに、モデ

リングがすごく大事だということは常に言

われていますけれども、私は中学校の教員

時代に、宮城県で 3 番目ぐらいに荒れてい

る中学校の生徒指導と教科指導の担当で、

市民として向き合った、立ち直るために必

要な取り組みを生徒指導の経験でやったこ

とがあるのですけれども、「驚き」「感動」

「発見」がキーワードでした。

 自分の良さを知る、互いに認め合う。生

徒指導の対応なのだけれども、そこに、皆

さんもご存知かもしれないし、去年もお話

しましたけれども、自己存在感や共感的理

解、自己決定、この 3 つは生徒指導の三ヶ

条と言われていますが、もはやこの 3 つは

揺るぎないものだと僕は思っています。

 発達支援が必要な子どもたち、被災地で

ダメージを受けている子どもたち、少年院

に入ってしまっている子どもたちにも自己

存在感、共感的理解、自己決定でちゃんと

寄り添える。

 理解して、配慮して、支援していく。理

解しただけではなくて、理解して支援する

と、ほとんど失敗しています。適切な配慮

がないと駄目なんです。その配慮の仕方を

間違えると、子どもたちはまた違った方向

に行ってしまう可能性があります。

それを何回も何回も分かるように、皆さ

んにお伝えしようとしている梶原先生たち

の活動は、本当にお手本になると思います。

ぜひ一度ホームページを見てほしいなと思

うぐらいです。いろいろな研修をいっぱい

やっています。最近、関西のほうには来て

いないと思うので、皆さんがこちらへ来て、

そういう企てがあればぜひ中尾先生を通し

て、フリーリーのセミナーを 1 回でも受け

ると、また違ったものの見方、考え方、子

どもとの向き合い方ができるのかなと思っ

ています。

 具体的な理解、合理的な配慮、機能的な

支援。具体的に理解すること、合理的に配

慮すること、機能的に支援すること。機能

するシステムが機能しているかどうか。機

能的な支援というのは、分かりますね、互

いに分かり合って行動を起こすということ

です。

子どもへの配慮、これはもう毎回言って
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います。配慮するってどういうことなのと、

これは私が考えたのですけれども、配慮す

るために必要なことはこの 4 つ以外にたく

さんあります。皆さんだったら、あと何を

付け加えますか。

それから、主観的な視点からの構造部分

の配慮も必要なので、客観的、あるいは主

観的、そして、最終的には共感的な視点か

ら子どもへ配慮する、ということです。

 配慮しているかどうかというのは、子ど

もにこんな配慮をしているよということを

伝えなければいけない。

理解しているというのは伝えることがよ

くありますけれども、そんなふうに、君の

ために配慮しているよ、ということを伝え

ると、そういう配慮した部分だったら俺は

こういうふうにしてみよう、という具体的

な活動に移していくことができると僕は思

っています。

 自分の良さを知り、互いに認め合う活動

を通して、システムは機能する。

システムというのは一人一人、皆さんの

ことです。法律や権利条約ではありません。

私たちが機能するかどうかが、システムが

機能するかどうかです。私たちが機能する

かというのを、私たちに一人一人の思いや

願い、それから、今まで蓄えてきた子ども

への見方、考え方、学んできたこと、それ

を試してほしい。

学生さんは、すごい機会がいっぱいあり

ますし、私たちも子育てしている人、して

いない人、世代の違いこそあれ、今、この

後の、次の日本という国を任せる若者たち

に何を託すかといったら、私たちがいいお

手本をどんどん見せなければいけない。

政治、経済、宗教も、変な方向にいこう

としていますが、今、生活している私たち

が、その子たちのために何かできることを

やりましょう、ということを最後にお話し

て終わりにしたいと思います。

 ご清聴ありがとうございました。

（会場より拍手）

中尾：ありがとうございました。

お二方の話を聞くと、私はいつも、自分自

身が、これまで学んできたことをもういっ

ぺん再認識させられて、やらないかん、と

いう気になるんです。

たぶんうちの学生たちが今日は一番勉強

しているのかなと思います。

本当にありがとうございました。

---【梶原氏・佐藤氏・中尾教授の対談】--- 

中尾：今、お二方のお話を聞いて、私も前

回、復興支援関係の話をしたのですけれど

も、3 人の共通点、一番の共通点はアラカ

ン世代ということかもしれません。梶原先

生は知りませんよ、佐藤先生と私はもうあ

と 1～2 年で還暦です。そういう人間がどれ

だけ元気か分かりましたか、若者たち。

 もう一つ共通点は、梶原先生が言われた

んですけど、助けらえると分かったら見て
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見ぬふりができない。もう一つ加えると、

助けられないと分かっていても動いてしま

う 3 人なんですよね。 

 これは佐藤先生のお話を聞いても分かる

ように、本当に火中の栗を拾いに行ってし

まうんですよね。だから信用ができる。

 今日お二方の話しを聞いていて、僕が皆

さんに一番にお伝えしたかったことは「本

気度」なんです。だから、皆さんがこの研

修会にずっと参加されていて、本当に本気

で子どもに向き合ってるのかな、というあ

たりを聞いていただくために、今日はお二

方をお呼びしたんです。

時間はあと 30 分しかないのですけれど

も、皆さんのほうで、何かこんなところ聞

いてみたいなというところがありましたら、

お伺いします。いかがですか、せっかくで

す。こんな機会ないですから。ここは発言

自由な場所です。

手を上げにくいですか。そうすると、ご

指名しなければ仕方ない。うちの学生に一

つ聞いてみよう。今日の感想でもいいし、

ここのところをもうちょっと聞いてみたい

という部分があったら、どうぞ。

学生Ａ：まず、貴重なお話しありがとうご

ざいました。今までに一番しんどかったこ

ととか、一番困ったなというときに、どう

いうふうに対応したかという体験談を話し

ていただければうれしいです。

中尾：なかなか核心を突いてきますね。中

尾ゼミですので。一番大変だったなとか、

少し無理やったな、というのがもしありま

したら。

梶原：ずっと大変なんです。

（会場笑い）

私はよく「無理しないでくださいね」と

言われるんですけれども、生まれてからず

っと無理しているんです。無理しないと生

きられないんです。皆さん見て分かるよう

に、身長も高いし年齢は上に見られるし、

ずーっと無理してきたんです。

今も無理しているんです。だから「無理

しないで」と言われるのが実は一番辛いん

です。それでねぎらって言ってくださって

いるのに、「無理しないでくださいね」って

優しく言ってくださっているのに、「私無理

してますから！」と言いたくなる自分を抑

えるのがとても苦しいです。いいんだ、こ

れからも無理していくんだと開き直って乗

り越えてます。

中尾：ありがとうございました。

佐藤：一番無理してしんどかったのは震災

です。もう、泣くどころじゃない。自分も

味覚もないし、言葉もないし。

震災があって大変なときに、一番最初に

連絡をくれたのは梶原さんです。大切なも

のをいっぱい送ってくれました。それから

声を掛けてくださったのは中尾先生です。

中尾先生が「行くよ。やりたい、やれるこ

と何でも言ってくれ、すぐ行くから」。学生

さんも中尾先生も「行くよ」と言ってくれ

たんです。

ちゃんと分かってくれる、いつでも来て

くれる人がいる。応援してくれる人がいる。

何だ、俺、大丈夫だ、と思った。乗り越え

られたんです。信頼できる仲間、です。そ

れがいるか、いないか。それは家族も同じ
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だと思います。

多くのものを失ってしまった子どもたち。

何で乗り越えられたのか。自分たちの思い

を受けとめてくれる仲間や家族、そして大

人がいてくれたから、彼らは頑張れている

んです。その一言です。

発達障害のある子どもたちもそうです。

ミツコさんやフミ君、何で頑張れているの

か。信頼できる先生や母親や仲間がいたか

らです。そのときの仲間づくりはとても上

手でした。僕が大好きな子どもたちがみん

な集まってきていっぺんに再生していきま

した。いっぺんに、ということはないので

すけれども、それかなというふうに感じま

す。

 つらいときにどうやって乗り越えたか。

信頼できる人がいる、人として尊敬できる

人がいる、一緒に頑張ってくれる、いつで

も来てくれる。

いつでも来ると言ったら絶対に来るんで

す、中尾先生は。だから、来てって、ここ

まで来るのはもうちょっと待ってくれ、も

っと大変なときに来てもらおう、もっと大

変なときに来てもらおう、と思ってはや 5

年。でも、これからもっと大変なときにな

るかもしれない。そのときのために、僕は

中尾先生をとっておきます。

中尾：梶原先生、いかがですか。

梶原：実は、私は一昨年の暮れに椎間板ヘ

ルニアだと思うのですけれども、足に激痛

が走って動かなくなったんです。末期ガン

に匹敵する痛みなのだそうです。泣くしか

なかった、情けない、全く動けなくなりま

して、強力な痛み止めを飲んで、それでも

仕事を早くやりたくて飲んでいたんですけ

ど、そのときに、中尾先生がメッセージな

んかくださったことないのですけれども

「大丈夫ですか。何かあったら言ってくだ

さい。何でもしますよ」ってくださったん

です。

していただきたいのは、それが一番して

いただきたかったことなので、誰もそんな

ことしてくださらないので、びっくりしま

した。もっといろいろあるのですけれども、

もう本当に感謝しております。

中尾：私のことばかりで…でも今の先生方

の、本当に、もともと持たれている能力と

いうよりも、日々いろいろな人たちと関わ

りながら、そういうことを培ってきたんだ

なということが、ものすごくよく分かりま

した。

10 年前にお会いした佐藤先生、梶原先生

とは、今とはまた少し違いますし、多分、

私もその頃の私とは少し違うのかなと。10

年間で出会った人の数というのは、自分を

成長させてくれているなと思います。学生

もそうですし、皆さんもそうです。

その力が、佐藤先生の言葉を借りると関

係性ですよね、その関係性ができているか

ら、今こういうことがいろいろあるのかな

と思います。

今回はリスクマネジメントということで、

いろいろなキーワードをいただいたのです

けれども、もう少し突っ込んで、例えば不

登校とか、暴力とか、こういうことは抜き

にして、今の子どもたちに何とか変わって

もらおうとか、それからお母さんたちに何

とか伝授しようとか、今日の話の中でもう

少し付け加えることがありましたら、お伺
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いできれば。

梶原：私たちは、こうやって机の上で解決

することがすごく多いんです。反省文を書

くとか、手紙を書くとか、レポートを書く

とか、それから、トラウマを乗り越えるた

めのワークブックというような、本で机の

上で物事を解決するとか。

それから、スマートフォンのブラウザの

中で物事をや関係性を築いたり、やりとり

をしたりして、そこで解決していって、い

つの間にか頭の中だけで生きているような。

よく昔、頭でっかちになっちゃうという言

葉があったんですけど。

頭の中だけで自己解決したり、終わって

いるような、そういう社会になっているよ

うな気がするんです。

それを同じように思っている人たちはい

っぱいいて、それじゃいけないと思ってい

る方々がいらっしゃるのですが、私は、そ

ういう歩みになっているんだと受けとめた

ほうがいいのではないかと思うんです。

 どうも、それじゃいけないと思うのは、

進化の過程では必要な感覚かもしれないの

ですけれど、できるから、できない人がダ

メというような、その感覚があるんです。

対合
ついごう

というのですか、できる・できない、

優れている・劣っていると。

そうではなくて、できる、もっとできる、

すごくできると、そこから上がっていって

もいいのではないかと。

通知表も、できる、もう少しじゃなくて、

できる、とてもできる、すごくできる、び

っくりするほどできる、と書くと楽しくな

いですか。

そういうふうにせっかく私たちは机上の

言葉や言語で物事を解決したり、頭の中で

いろいろなことを考えたり解決しようとで

きるのだったら、その中からもっといいも

のができるのではないかなと思います。

 これは、先ほども言ったように、ない袖

は振れないので、イメージ力がない人が駄

目だとか、そんなことを言ったら何もなら

ないと思うんです。できない人は駄目なん

だになっちゃうんです。そうじゃなくて、

ない袖は振れないんだけれども、袖がある

人がいる。そして、そのできる人が物事を

解決する方法やいろいろなことを具現化し

たり、具体化したりして伝えていくことが

教育だと思うんです。

 だから、できる人が必要だから、競争も

あるかもしれません。そうすると、明確に

できる人がいるから。ただそれを逆に、で

きない人は駄目だとか、もっと努力すべき

だとか、そういう考え方からシフトできる

と、私は子どもたちをもっともっと楽しく、

夢のある世界に導けるんではないかな、教

育がもっと素敵になるのではないかなと。

もうこれがリスクマネジメントではないか

なという気がしています。

中尾：ありがとうございます。

佐藤：私は 3 つあります。1 つ目は、頭の

中に生きている子どもたちで、メディアと

子どもの問題があります。

先週、メディアと子どもの全国報道の権

利の話を聞いてきました。池上彰さんがゲ

ストで来てお話をさせていただいたのです

けれども、話を聞いていると、メディアと

どう付き合うかという状況で私たちは考え

ようとしているのですが、メディア漬けに
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なってしまう、メディア中毒になってしま

うのをどう防ぐかということを考えなけれ

ば駄目だよと。

今、子どもたちに対して危機感をものす

ごく感じている人たちがたくさんいます。

 皆さん、中毒になるとどうなのか。中毒

の人にもっとやっていいよとは言わないで

すよね、お酒でも、麻薬でも。何とかやめ

させなきゃ。中毒は、ひどくなると、中毒

死で死んでしまいます。

実際にメディア中毒になった子どもたち

で死んでるケースがたくさんあります。韓

国が一番すごい先進的な例で、国を挙げて

今頑張っていますが、行ったり来たりして

います。その二の舞いを踏まないように日

本はしていかなければいけないのだけれど

も。メディアの問題が 1 つ。 

 それから、今度はいい方向に行くと、今、

できる、できないではなくて、私たちは、

支援が必要な子どもたちやダメージを受け

ている子どもたちに対しては、できたとこ

ろまでを褒める、認める、評価する。

「褒める」と「認める」と「評価する」

って全然違うんですね。

褒めてほしいのと、認めてほしいのと、

評価してほしい、が 3 段階あるんです。機

会があったらまたどんなのだろうと、皆さ

ん考えておいてほしいなと思います。でき

たところまでを褒める。できたところまで

を認めて、大切に育てる。そうすると、次

に、自分は何をしなければいけないかとい

うのが見えてくるのかなと思います。

 最後に良さの関係での振り返り。さっき

までは、できたところまでは自分で評価す

るというところに入ってくる、自己評価に

入ってくるのですけれども、できたところ

までの、良さの関係での振り返りができる

かどうか。反省会ではなく。反省会という

のは駄目だったことを言い合って、次はこ

ういうふうにしましょうねというものであ

って、ここまで私はうまくいきましたとい

う、良さの関係での振り返りです。

その振り返りが日常化していくと、すご

くいいことがいっぱいあります。成績が上

がっていくのは、良さの関係での振り返り

をちゃんとできたからです。被災地の子ど

もたちもそうですし、発達障害に悩んで、

受験勉強を頑張っている子どもたちも、良

さの関係での振り返りができると、私たち

の支援の中で、学習支援をしていて志望校

から落ちた子はまだいません。

最後に、昨日広島に行ってきたのですが、

広島のとある企業の社長さんが、刑務所に

入っている 3 人の青年から来た手紙をぜひ

読んでほしいというので、会いに行ってき

ました。手紙に何が書いてあったかという

と。

その社長さんは私のところに東日本大震

災のときに支援に来られて、良さの関係で

振り返りをするとボランティアさんも、支

援者も、子どもたちも、次につながるよ、

という学びを 1 カ月していきました。 

それをその社長さんが、過去に犯罪を犯

した青年たちと一緒に仕事をしてきて、良

さの関係の振り返りをずっとやっていたん

です。

あまりにも忙しくなって、その振り返り

をしなかった途端に青年たちは犯罪を犯し

てしまって再犯で捕まってしまって、今、

刑務所にいる。

そこから来た青年からの手紙の中に「振

り返り、もっとしたかった。俺はちゃんと
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毎日振り返りしていれば再犯を犯さなくて

済んだ、再犯なんてあり得なかった。申し

わけなかった、社長」という手紙がありま

した。

 社長は泣いていました。「振り返り、大事

だったんだね、先生。俺、忙しさにかまけ

てね」という話を聞きまして、ではどうす

ればいいかわかりますよね、ということで、

その子たちの支援の大切さというのを改め

て思いました。

 それから、先ほど言ったメディアの問題

や、良さの関係での振り返りや、恐らく頭

の中で考えているだけなくて、一緒に、子

どもの大切さをもう一回、私たちができる

ことで、できたところまで、どう互いに認

め合うことができるかというふうになって

いくのかなと思いました。

中尾：ありがとうございました。

皆さん、いかがですか、せっかくですから

何かお聞きになりたいこととか。うちの教

員の先生方どうですか。

椋田：本日はお忙しい中、ありがとうござ

いました。非常に聞いていて、わくわくす

るというか、こういう援助もあるんだなと

か、私だったらこういうふうにしたいなと

思うことがすごくありました。

私の専門は幼児教育なんですけれども、

幼稚園の先生方も保育所の先生方も、本当

にいろいろなところで勉強をされていて、

いろいろなエピソードをお持ちです。先生

方はお二人とも、本当に子どもたちの気持

ちを把握して、受けとめて、共感して、関

係性を高めるというところは本当に共感で

きるところで、幼稚園や保育園でも大切に

しているところなのですけれども、実際に

子どもたちと接していて、何か思いで深い

エピソードがあったら。こんな子どもたち

の姿があって、子どもたちと関係性をつな

いでいくことで、こういうふうに解決して

いくことができた、というようなエピソー

ドを教えていただけましたら。

中尾：ありがとうございます。先生方、よ

ろしくお願いします。

梶原：今、フリーリーは来ておられる方は

2～3 人いらっしゃるのですが、子どもさん

はほとんどいらっしゃらないのです。フリ

ーリーは最初、フリースクール的なスター

トをしたものですから、小学生とか中学生

が来ているのかなと思われるのですが、来

ていないです。子どもさんとの接点もほと

んどないです。

今、一番多い相談はどういう内容かとい

うと大学生の不登校です。小学校はほとん

どありません。中学校もたまにご相談があ

ります。小中学校の先生方が不登校に関す

るお勉強をたくさんしていただいて、努力

をしてくださっているということだろうと

思います。激減しました。

 高校生になってくると、高校を辞める、

辞めないというところでもめてご相談が始

まりますが、今、一番多いのは大学、しか

も国立大学に入った途端に行かなくなった、

もう何が何だか分からないというご相談が

入ります。

 その中でも、今はもう成人なさって仕事

をされているのですが、関わりの思い出と

いうと 1 人思い出すのは、小学校のときか

らフリーリーに、フリースペースもありま
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すので来ていました。今でいう ADHD かア

スペルガーなのかもしれません。悪態をつ

いたり元気がよくて、お母さんのことを鬼

軍曹と呼んでいましたけれども、世の中に

対するシニカルな見方というか、フンッと

いう感じで、保健室にしか行けない、教室

には行けないという彼がいたんです。

 いろいろなことがありました。高校入試

の頃、紙 1 枚仕上げることもできないぐら

い集中力がないということで、いろいろ私

たちもやったのですけれども、希望の高校

に入り「自分はフリースクールの指導者に

なりたい。大内先生みたいになりたい。心

理を学ぶんだ」と。

大学で心理学を学ぶと言ったので、頑張

ってくださいと言っていたら、本当に心理

を学んで。そして卒業して、全然違う仕事

になっていくんですけどね。

 彼が大学に行っているころに、やはりど

うしても特性があって、周りの同じ年齢の

学生さんたちと話がかみ合わないと言って

きました。

「梶原さん、どうしても話がうまくかみ

合わないんですよね。どんなこと話したら

いいのか分からないし、何かうまくいかな

いんですよね」と言うから、そのとき、私

ははっきり言ったんです。「うん、そうだね、

うざいもん、うざいよ」。

その子はそのときはもうがっかり落ち込

んだそうです。ただ、それこそ関係性をあ

る程度積み重ねていたので、ざっくばらん

にそういうタメ口がきけるところまできて

いたんですね。もう小学生のころから大学

生になるまで、ずっと関係性を保っていた。 

 でも、その関係性はどんな関係性かとい

うと、つかず離れずです。たまに彼が遊び

に来ても大歓迎もしませんし、来たら来た

で迷惑がりもしません。

フリーリーはただの通過点でしかないと

ころなのですが、何となくそこにいて、そ

こにあって、行ったら「あれやりたい」と

言ってくれて、でも大歓迎もしてもらえな

い、という空気みたいな関係性なんです。

「だって、うざいもん」って言った。そ

れでも、彼はいろいろフリーリーのイベン

トに参加してくれるんですけど、あるとき

に言っていました。「梶原さんて結構、人の

悩みを聞いて、ばっさり切るんですよね。

だけどそこが梶原さんかなって思えます」

って言ってくれたんです。

 親のことを鬼軍曹と言って、学校の先生

のことをものすごくバカにして、クラスメ

イトのことをいつもすごく怒っていて、保

健室にしか行けなくて、A3 のテストも表裏

あったら、もう最初の 1 問から脱落しちゃ

って、番号の 1 つを書く間に 2 回「あのさ、

昨日テレビでさ」という投げかけをしてき

て、「うんうん、番号書いてからしゃべろう

か」ということを何回もやっていた子が、

こんなことを言ってくれるんだなと思って非

常にうれしかったというか、人って成長す

るんだなと思って、いろんなことがあるな

ということを思い出しました。

中尾：ありがとうございました。では佐藤

先生。

佐藤：幼稚園や保育園に今、だいぶん関わ

っています。保育士のセミナーも開いて、

保育に関する、子育ても含めた親のサポー

トもしていくシステムをまたつくり始めて

いるのですが、幼稚園と保育園は全然違う
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んですね。これは一緒だと思ったら大間違

い。

保育園は 0 歳児から 5 歳児まで、幼稚園

は年少、年中、年長で 3 歳から 5 歳までと

いうふうになっていきますけれども、子ど

もは一緒なんです。

でも、背景が全然違うんです。カリキュ

ラムも違うし、親の子どもを育てている背

景も全く違ってくる。これは厳しいです。

どっちが厳しい。どっちも厳しいですが、

保育園のほうが厳しいです。先生たちの勤

務体制も厳しいし、公立になっても私立に

なっても先生たちの待遇はよくなることは

ない。

幼保連携で一緒になったりとか、幼保一

体化の施策が出てきていて、今、幼稚園は

保育園機能を持たせますか、どうしますか

ということで、すごく混沌としている。そ

うしないと、やっていけない幼稚園もある

し、もうやめるという幼稚園もあります。

既に幾つも幼稚園は潰れています。

認定こども園という言葉も聞いたことが

あると思いますけれども、そういう形の中

で、子どもたちは振り回されているし、親

も振り回されてしまっているのが現状です。 

その中で、エピソードということで話す

と、私が行っている宮城県登米
と め

市というと

ころがあります。僕はここの教育研究所の

カウンセラーをしているのですが、そこで

依頼があって行くと、幼稚園と保育園で頑

張っているお父さん、お母さんたちのサイ

ンの受けとめ方が全然違うんですね。

講演をお願いされたり、親への話をして

くださいと言われたときに、全く違う内容

です。保育園のお父さん、お母さんたちに

は、まずお父さん、お母さんたちの頑張り

を。毎日の生活の中、必死になって子育て

をしている。それでも朝 7 時から夜 7 時ま

で預けなきゃいけない親もいれば、パチン

コをやりたくて土曜日に預けに来る親もい

る。

 その中で、子どもたちの発達していく大

切なことを伝えていくことにしているので

すが、最近、保育園のお父さん、お母さん

たち自身が、大分変わってきました。幸せ

になりたいと。

僕は言い続けてきました。何のために子

どもを育てているんですか。幸せになりた

いですよね。じゃあ、みんなで幸せになる

ために、少しずつ何か知恵を持ち寄りまし

ょう。今できることは何ですか。この子に

できることは何ですか、ということをやり

始めたら、子どもたちが相当変わってきま

した。

できることを少しずつやるということの

積み重ね。良さの関係での振り返りになる

んですが、そういうことの出だしがいいと、

次の小学校、中学校行っても、だんだん子

どもたちが落ち着いてくるんです。

 登米市でやっていて、学級崩壊を起こし

た小学校 1 年生のクラスを 3 年かかって立

て直しました。それを防ぐためには、その

前の段階の保育園、幼稚園の支援を確実に

する。

 だから、私たちの発達支援だとか発達障

害のある子どもたちの支援を通して幼児教

育や保育を考えていくことがいかに大事か。

そこを見逃してしまうと、小学校、中学校

がものすごく大変になるし、すぐ荒れます。

それも荒れた時点で対応していけばいいの

ですけれども、なかなかこの情報が手にで

きないけれども、やっていくしかないかな。 
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 幼稚園、保育所の子どもたちの支援の仕

方が基本中の基本になるので、それがうま

くいかなくて苦しんでいる親の支援が今、

すごく求められているかなと思っています。 

中尾：ありがとうございました。

 今のお二方の発言の中で、今日の本題が

見えてきています。リスクマネジメントと

いうのは、やはりリスクになるにしろ、い

かに防ぐか、減らすかということで、大学

生の不登校、なぜ大学生になって不登校な

るのということを考えたときに、今、佐藤

先生が言われたように、もっと早い時期か

ら気がついて、そのステージで何か手を打

てたら予防できたかもしれないというあた

りが、今、皆さんの目の前にいる子どもた

ちの状況だと思うんです。

だから、気づいた段階で誰が動くか。気

づいた人が動かなければいけない、という

ことが今のご助言だったと思います。

 今、確かに大学生でも不登校の学生がい

ます。だけど不登校になってからの対応な

んです。なるまでに我々が早く気づいてお

いてあげると防げるかもしれない。

いじめもそうです。いじめられてから対

応するので遅くなってしまう。だから予防

とか減らすとかというあたりで、本当に

我々がそこをしっかり気づいていかないと。

梶原先生の仰るイメージ化もそうですけれ

ども、それができないとこのリスクマネジ

メントは絶対無理かなというのは今、感じ

ました。

そういう意味でほかに何かご意見ありま

したら。

梶原：予防というのができたらいいのです

けれども、やはりなってみなければ分から

ないという傾向はあるんです。困らないと

相談に来てくれないので、困ったときがチ

ャンスかなと私たちは思っています。

何とかなっているうち、こういう言い方

はとても失礼ですが、例えば学校に行きた

くないというお子さんが先生の説得とか、

お母さんが言いなさいというので、何とか

午後からちょこっと行ったりしている間は、

本当に対応が後手後手に回ります。

何とか学校に来ているから、それでいい

や。極端にいえば「早く休ませなさい」。何

日か休むと教育委員会に報告を出さなきゃ

いけないので、先生も困るので「ちょっと

でも来てください」とか言う先生、本当に

いるんです。困ったなと思うのですけれど

も。

子どもさんが何とか頑張って耐えている

と、そこに私たちは甘えてしまうんです。

そういうところがあります。よかれと思っ

てやっているんです、皆さん。子どもを貶

めようとか、駄目にしようと思っている人

は一人もいません。よかれと思って説教し

たり、買い与えたり、励ましたり、いろい

ろなところへ連れ回したり、いろいろ一所

懸命やるけど、それがゾロ目がそろうとい

いますか、全部裏目に出たというときに、

やっと。

フリーリーって、本当に宣伝も広報もほ

とんどしていないです。それこそいっぱい

来られると大内が死んでしまうので、ほと

んどしていません。今は新規が受けられな

い状態です。だけどそこでお出会いをさせ

ていただく方に、私たちは力を貸すという

ことをメーンにやっています。その出会い

というのも関係性だと思うんです。だんだ
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んこういうことができなくなっていくかも

しれませんけれども。だから、困ったとき

が実はチャンスかなという気も私たちはし

ています。

中尾：ありがとうございます。

佐藤：実は、いじめ防止対策委員というの

もやっていまして。大変です。現場の先生

たちに余裕がないので、とにかく来なきゃ

いけないと来させる。登校支援というので

すけれども、それはフリーですけどやらざ

るを得ない状況で、孤立化していく先生た

ちもいます。だから、その先生たちをまず

励まさなきゃいけない。

 子どもたちに対しては、僕はいつも、そ

ういう子たちと面談させていただくとき、

最初に使う言葉は「ごめんなさい」って謝

ります。本当にごめんなさい。何が何だか

分かんないけど「こんな思いをしていて学

校に行けなくなってしまっているのに気づ

かなくて、ごめんなさい」と代わりに謝り

ます。それで、今日僕は何しに来たかとい

う話をして、理解しようとしているんだけ

ど、ここまで理解した、それでこんな配慮

もしたい、ということを伝える。

 こんな支援をするよということは言わな

い。こんな配慮を考えているのだけど、と

いくつか提案をしていく。そうすると、そ

の子どもたちは、1 回ではなかなか難しい

けど、ちゃんと受け入れてくれると「こう

いう配慮だったら、僕は学校に行けるかも

しれない」「こういう時間だったら行けるか

もしれない」とちゃんと言います。サイン

を出してくれます。

こっちがサインを求めるのではなくて、

サインを出せるような関係性をつくる。そ

して、大人として、あるいは先生の代わり

に、親の代わりに「ごめんなさい」と言え

るかどうかというのはすごく大事だと思い

ます。

そんなつらい思いをしているのに何も分

かってなかったんですね。「え、いじめられ

てたの、それで来ないの。ああ、気がつか

なった」。ふざけんなよと言いたいです。先

生たちは気づきませんでした。子どもたち

は、サインをいっぱい出してるんですよ。

気づけないのか、気づいていても、まあ

いいやと思っているのか。まだいいだろう

と思っているのか。

その辺の甘さがプロ意識に欠けるし、本

当に子育てを考えていく、教育を考えてい

くときに必要なもの、欠けてませんか？

サインが出ているのに、別なことに丸付

けしていませんか。宿題に追われていませ

んか。

 「学力向上」と「いじめがない」と言っ

た学校が一番問題です。学力向上一所懸命

やっている学校ありますけれども、行くと、

かなり危険な匂いがします。「いじめはあり

ませんから大丈夫です」という学校が一番

危険度が高いです。

中尾：ありがとうございます。

 今日はいろんな話題の中で、リスクとか

発達とか、子どもたちを考えるということ

で話を進めてきました。

今日はお二方のお話をお伺いさせていた

だいて、本当に本気で子どもに向き合う力

を、しっかり我々が持たないといけない。

これだけ人数そろっていますから、300 人

いるんです。300 人の方が現場へ戻られる
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わけです、明日からまた。そうすると、そ

れぞれのエネルギーをどう発散できるかと

いうのが今日の研修会の成果かなと思って

います。

 最後に、一つだけご紹介させていただき

たいのは、今日のお二方の話を、もう本当

に日々実践している学生がいます。僕はあ

まり学生を褒めないんですけれども、今日

は褒めたいなと。

4 年生は今、必死で卒論が終わったとこ

ろです。皆さんは卒論を書くのに 1 年半も

かけて子どもたちのところへ行って実践を

しますか。毎日家に行って 1 年半の成果が、

緘黙
かんもく

の子がしゃべれるようになったんです。

これは卒論以上の成果です。

（学生を紹介）

彼女なんですけれども、本当に一生懸命。

卒論はここの大学は必修なので全員書かな

いといけないのですけれども、本当に一生

懸命やって。子どもと一緒に遊ぶ子なんで

す、めちゃくちゃピュア。大阪の教員採用

試験もとおっているんです。4 月から先生

です。

あと問題は、1 年半かけてしゃべるよう

になった子をどういうふうに引き継ぐか。

これがあと 3 カ月の課題なんです。 

本人は「自分でやる」というのだけれど

も、無理です。だからそれをどういうふう

に繋いでいくか、というのが彼女の課題で

す。本当に、最近の学生にしては珍しく時

間をかけて、ゆっくり子どもと接して。僕

もここで 8 年、大学の教員していますけれ

ども初めてです。これだけ子どもと向き合

ってやった学生は。こういうところで褒め

ることではないのですけれども、そういう

学生もいるので、若い力にはしっかり期待

してもらっていいのかなと思います。

という励ましをお二方からいただいたの

かなということです。だから年ではないで

す。二人はアラカン世代ですから。皆さん、

少なくとも我々より年下の方が大半なので、

もっとしっかり頑張れるはずですから、頑

張っていただきたいなと。

 今日のお二方に心から感謝を申し上げて、

これで終わりたいと思います。ありがとう

ございました。

（会場より拍手）

 今日は、熱く心を揺さぶられて頭が飽和

状態です。最後にちょっと、佐藤先生にリ

ラックスさせていただいて、この場を終わ

りたいと思います。

佐藤：去年より上手になっているかどうか。

私はこのオカリナを大川で吹いたことで、

大川の支援が始まりました。何がきっかけ

で、何がどうなるかというのはわかりませ

ん。そのときに吹いた曲は「アメージング

グレース」です。

皆さん少しクールダウンするために聞い

てください。しっかり聞くのもいいし、目

をつぶってもいいです。

＜佐藤先生のオカリナ演奏＞

102



（会場より拍手）

中尾：佐藤先生、ありがとうございました。

 最後に佐藤先生と梶原先生に、もう一度

大きな拍手をお願いします。

（会場より拍手）

中尾：どうもありがとうございました。

今日の夜間講座と中核のシンポジウムは

これで終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。

―― 以上 ――
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資 料 編
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―総括研修―
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平成27年度⽂部科学「成⻑分野等における中核的専⾨⼈材養成等の戦略的推進」委託事業
「相談援助⼒向上のためのReトレーニングプログラム」

リスクマネーマネージメントとは
－組織全体のマネジメントプロセス－

平成27年11月6日(総括研修)

関西国際大学教育学部

道 中 隆

第1 リスクマネージメントとは何か

1 背景

 措置から契約への移行
契約法に基づくリスクヘッジ 事前の対策部門

「 契約は破られるもの」 事後の対策部門

(約束違反)を想定

損害賠償請求(民90 415 703 709)

 身体拘束禁止と介護事故
防介護保険法による身体拘束の禁止等規定

それまで介護事故等の予防と称して身体拘束

(社会福祉法第3条(福祉サービスの基本的理念)参照)

 医療過誤訴訟の増加
1990(平成2)以降の医療過誤訴訟 「挙証責任の転換」

2

２リスクマネージメントの考え方

 リスク:「ある行動に伴って生じる危険や損失」

 マネージメント:「リスクを予見し、効果的、

効率的に予防策を講じる」

 企業のリスクネージメントは、事業の安定化と

継続性を重視するが、福祉サービスでは福祉サー

ビス利用者の権利や利益の保護を最優先しなけれ

ばならない(社会福祉法第1条参照)

3

３ 福祉サービスのリスク
 (1) 人事・労務リスク

人事異動、就職・退職、給与、労働時間、腰痛、セクシャルハ

ラスメント、虐待、職員のストレス、バーンアウト等

 (2) 財務のリスク

 資金調達、資金移動の制約・適正利益率、税対応、報酬改定等

 (3) サービス提供に関するリスク

 サービス提供に伴う事故や過誤・苦情発生、感染症発症、利用

 者の所持品の毀損・紛失、職員対応に関する不満・クレーム、身

 体拘束等

 (4) その他

 大地震等自然災害、交通事故、訴訟、盗難、恐喝等

4

４ 質の向上とリスクマネジメント

質の保障レベル 質の向上レベル

サービスの質の確保(Quality Assurance)

最低基準や規制事項

(福祉サービスとして求められる最低限の質の保障)

サービスの質向上(Quality Improvement Assurance)

顧客満足(利用者本位)につながるサービスの質

5

管理職 理事者

スーパーバイザー
初級管理者編

中堅職員 中級編

初任者 基礎編

実践する
ﾘﾌﾚｸｼｮﾝする

説明する・実践する

理解する・説明する

知 る

図表１ リスクマネージメントの階層イメージ

５ リスクマネジメントの階層

6
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６ 統合的サービスマネジメント８要素

• プロダクト要素

• 場所と時間

• プロセス

• 生産性とクオリティ

• 人的要素

• プロモーションとエデュケーション

• フィジカルエビデンス

• サービス価格とその他のコスト

7

第２ 福祉サービス

1 物財とサービスの相違

• 利用者はサービスの所有権を得ない
• 利用者はサービス生産プロセスに関与
• インプットとアウトプットの変動制有
• 利用者による評価が困難ものが多い
• サービスには在庫がない
• 時間の重要性（待ち時間の問題）
• 流通チャンネルに違いがある

8

２ サービス利用における知覚リスク
（タイプと利用心配例）

• 機能面のリスク

• 金銭面のリスク

• 時間面のリスク

• 身体面物理面のリスク

• 心理面のリスク

• 社会面のリスク

• 感覚面のリスク

9

３ リスクマネージメントの着眼点

取組みと着眼点

職員1人の悩みから組織全体、施設の工夫へ

運営の基本方針のコンセプトを明確にする

トップ自ら推奨し全体で盛り上げる

みんなをまとめる組織づくり

事業計画を樹立しマニュアルで「基本」をきめる

潜む「危機の気づく」がキーワード

生じた事故は予防のための対策のカギ

記録、対応でわかる施設の姿勢

利用者の声は施設の宝

出典:筆者作成 2015.11

図表2 苦情防止、事故等リスクマネージメント
10

４ 利用者のリスク回避行動

• 信頼できる人からの情報を探索

• サービス提供組織の評判を探索

• サービスクオリティの保証を求める

• 購入前にサービスを試す機会を求める

• 従業員に競合サービスを尋ねる

• キューや他のフィジカルエビデンスを吟味

• インターネットで様々なサービスを比較

11

第３ 苦情・クレーム

ここからは苦情の話

◎苦情解決制度の背景
◎苦情とは
◎苦情解決の仕組みと流れ
◎苦情相談の特徴等について
◎苦情への対応の仕方
◎苦情の事例

12
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戦後 社会福祉諸制度の成立

２０００年 社会福祉基礎構造改革

利用者保護の制度的
補償の必要性

苦情解決の仕組み
権利擁護事業

第三者評価事業等

社会福祉法の公布・施行

措置・行政処分

措置から契約へ

1 苦情解決制度成立の背景

恩恵の対象から、権
利の主体者へ

自己決定
－バイスティクの７原則-

エンパワメント

「利用者」
サービスの主体

契約書
重要事項説明書

契約上対等

13

2社会福祉事業の経営者による福祉サー

ビスに関する苦情解決の仕組みの指針
平成12年6月7日

(障第452号・社援第1352号・老発第514号・児発第575号)

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律
第111号)の施行に伴い、社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常に、そ

の提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなけれ
ばならないものとされます。

新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを提供する経営者
が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や手順等について別紙の
とおり指針を作成したので、貴管内市町村(指定都市及び中核市除く)及び関係者に周知をお願
いします。この指針は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術
的助言として通知するものです。

社会福祉法第65条により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応について必要とされる基
準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討しているところであり、追って通知
する予定です。

14

(対象事業者)
社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。

また、前記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針
を参考として、苦情解決の仕組みを設けることが望まれる。

３ 苦情解決の仕組みの目的

(別紙)
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針

○ 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めること
や早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者
が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。

○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決
を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る。

15

４ 苦情解決体制

(1)苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者

とする。

(2)苦情受付担当者
○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から
苦情受付担当者を任命する。

○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。
ア 利用者からの苦情の受付
イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
ウ 苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告

16

(3)第三者委員

苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配
慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。

○ 設置形態
ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者
が第三者委員を活用できる体制を整備する。

イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複
数事業所や複数法人が共同で設置することも可能である。

○ 第三者委員の要件
ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。
イ 世間からの信頼性を有する者であること。

17

５ 苦情解決の手順
(1)利用者への周知
施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用

者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連
絡先や、苦情解決の仕組みについて周知する。

(2)苦情の受付
○ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第
三者委員も直接苦情を受け付けることができる。

○ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に
記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
ア 苦情の内容
イ 苦情申出人の希望等
ウ 第三者委員への報告の要否
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、
立ち会いの要否

○ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いに
よる解決を図る。

18
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(3)苦情受付の報告・確認

○ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及
び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報
告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

○ 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な
対応を行う。

○ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場
合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた
旨を通知する。

19

(4)苦情解決に向けての話し合い

○ 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。
その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員
の助言を求めることができる。

○ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し
合いは、次により行う。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができ
る。

20

(5)苦情解決の記録、報告

苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適
正化が確保される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み
重ねるようにする。
ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果につい

て書面に記録をする。
イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に

報告し、必要な助言を受ける。
ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情

申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。

(6)解決結果の公表
利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向

上を図るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」
等に実績を掲載し、公表する。

・正確性、・明確性、・簡潔性

21

６苦情解決の対象となる「福祉サービス」
（第1種、第2種社会福祉事業）等

平成22年3月 全国社会福祉協議会

 「苦情の対象」

⇒第1種社会福祉事業 障がい者支援施設、養護老人ホーム、救護施設等

第2種社会福祉事業 保育所、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業

 「苦情の範囲」

⇒「処遇の内容」「利用契約の締結、履行、解除」

 「苦情の申出人の範囲」

⇒「福祉サービスの利用者｣｢福祉サービス利用者の家族」

「代理人等」「民生委員・児童委員、当該事業の職員

等、当該福祉サービスの提供に関する状況を具体的かつ的

確に把握している者」

介護保険制度、生活福祉資金貸付制度で苦情対応が規定

されている事業については、それを優先する

22

７ 社会福祉法の苦情解決の仕組み

◎事業者段階の苦情解決
社会福祉法８２条 「社会福祉事業の経営者は、常に、そ

の提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適
切な解決に努めなければならない」

◎都道府県段階の苦情解決
社会福祉法第８３条 「都道府県の区域内において、福祉

サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福
祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するた
め、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会
福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、
法律又は医療に関し学識経験を有する者で
構成される運営適正化委員会を置くものとする。

23

事務局
（3名）

運営適正化委員
選考委員会

（委員数12名）

運営監視小委員会
（委員数16名）

苦情解決小委員会
（委員数16名）

大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会の設置の例

社会福祉法第83条

福祉サービスに関する苦情解決
（利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言・
相談・調査・あっせん又は知事への通知を行う）

福祉サービス利用援助事業の監視

（業務全般の監視を行い、必要に応じて
助言・現地調査または勧告を行う）

社会福祉法施行令
第6条3項

運営適正化委員
会の委員候補者
の適否について
審議

委
嘱

会長は、人事に関す
る事項以外に業務命
令等をすることはで
きない

大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会

大阪府社会福祉協議会

24
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第４ 「苦情｣とは、「クレーム」とは

「苦情」は、何らかの不利益を被ったりした場合に不満
を抱くことを言い、またその不満を他者に伝えること

「クレーム」は、もともと何らかの要求をする行為自体

苦情を訴える行為 感情ではなく行為のみを指す

（賠償、補償の請求）

｢苦情」＞｢クレーム」
ＳＰＡＣＥＡＬＣ 日本語Ｑ＆Ａより

25

利用者・家族の
期待

提供した支援・サー
ビス内容等

ギャップ

申し立て適切な
対応

不適切な対応

我慢する

フラスト
レート

1 対応のイメージ

26

２ 苦情の3つのレベル

(1)「要望｣のレベル
法的な責任を伴わない、申出人の意向の主張

「不満｣「不安」「苦情｣と言うより「要望」に近い

(2)｢請求｣のレベル
「契約上こうすべきだ」という法的な責任を伴う権利の主張

「不快」、「不十分」

(3)「責任追及｣のレベル
法的責任が結果として生じてしまった後の苦情

｢不適切」、「不信」

「福祉事業者における苦情解決の手引き」より

東京都社会福祉協議会 監修 田山輝明 27

３ 「お詫び」 と 「謝罪」

「報・連・相」の徹底

「お詫び」と「謝罪」のことば

「KY」からの判断

「EQ能力」の高い人は対応がうまく必ず出世する?

28

「申し訳ございません」「すみません」

から

福祉現場のなかで、チョッとしたミスにつけ込んでク
レームをつけたり、トラブルが多く発生。相手の言い分
を聞くことも大切ですが、一旦、譲歩するとそこからエ
スカレートし、それをたてに「間違いを認めたのだから
責任をとれ！」などと、言いがかりをつけてきたりする
場合もあります。まずは「申し訳ございません」「すみ
ません」とお詫びすることが大切です。

４ まずは・・・

29

○ 相手から「自分の誤りを認めたのだな！」「だったら責任をとれ！」などと言
い寄られかねないことを懸念して、ことばがでなくなったりする。

○ 反社会的勢力の暴力団等は、経済的給付を行う福祉事務所などでミスにつけ込
み「念書」を書かせることを常套手段としている。譲歩するとエスカレートし「念
書」をたてに「間違いを認めたのだから責任をとれ！」とさまざまな言いがかりを
つけてくる。「念書」の強要は拒否しましょう。

○ 毅然とした対応は必要ですが、まずは対応として『すみません』『申し訳ござ
いません』の一言から、スタートするほうが無難です。社会では社交辞令的なこと
ばとして、「誠に申し訳ございません」と多用されている。相手の言いがかりに憮
然とした態度や、黙ったままの対応は問題をこじらせる場合のほうが多いものです
。相手は何らかの不満をぶつけているので、「腹を立てているお気持ちはよくわか
ります」「その感情を理解していますよ」というメッセージなのです。

○ お詫びをしないことのリスクより、お詫びするほうがリスクを回避しやすくな
る。

謝罪は法的な問題となることが一般的ですが、比較的に軽微な事象では、いくら
謝罪のことばを使ったからといっても法的な問題にはなりません。要するに『ＫＹ
』が大切で、お詫びのことばをいうタイミングと言い方に注意することが大切です
。このこともソーシャルスキルのひとつであり、ＥＱ能力であるといえるでしょう
。

30
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怒りのレベル 高い
低い無し

～してほしい
～だったら嬉しい

～してくれ
～するべきだ

許せない！
責任をとって！

５ 怒りのレベル
「意見・要望」 「要求・請求」 「責任追及」

どのレベルから「苦情」か、明確な線引きは難しい。
「意見・要望」の中にこそ、サービス改善のヒントが含まれる。

31

６ハインリッヒの法則 を苦情に置き換えると
(Heinrich.H.W.)

1

29

300

重大な苦情（強い不信、被害感等）
訴訟や公的機関・第三者機関への申し立て

苦情（不平・不満・不信感等）
事業所内苦情担当者・責任者・第三者委員
への申し立て

要望・希望（期待感）
情報共有、事業者のサービス担当者に話す

死亡など重大事故

軽症事故

（ヒヤリハット）

軽微な事故

32

7 福祉サービスにおける苦情とは

要望・
意見

不平・
不満

苦情

福祉サービス（福祉支援）

ニーズ
の表現

解
決

福祉サービス苦情解決の手引き
（香川県、Ｈ１９．３）を改変

33

保育サービスの苦情解決に向けてのマニュアルより
（全国保育協議会）

滋賀県運営適正化委員会
2003年3月

苦情の類型

①クレーム（問題の解決を求めて要求するもの）

・原状の回復・補償を求めるもの

②不平不満型（感情的に不愉快に思うこと）

・保護者と保育所側の考え方の違いにより生ずるもの

・保護者の思いと現実のズレにより生ずるもの

・コミュニケーション不足により生ずるもの

・保護者の保育サービスへの過度の期待により生ずるもの

③提言型（こうあればいい）

・保育の内容やサービスの改善、発展につながるもの

・設備や利用上不便なものに対して改善の助言や忠告

④示唆型（私の気持ちをわかってほしい）

・直接的には言わず、連絡帳等に何となくほのめかす

・何を言おうとしているのか、考察しなければならない
34

苦情解決の流れ（運営適正化委員会）
利用者への周知
（パンフ、ポスター、
重要事項説明書への記載等）

35 36
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37 38

第三者委員の役割

申
出
人

事
業
者

苦情

申
出
人

事
業
者苦情

第三者委員助言 助言
仲介・提示

第三者委員が不在の場合

第三者委員が設置されて
いる場合

1対1の対立関係

39

苦情相談内容(Ｈ２３年)

40

苦情相談内容(H23年)

41

苦情相談受付件数（Ｈ24年度）

42
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苦情相談内容（平成23年度）

説明なくサービス
が変更された等

一般的な例示です

対応が悪い
言葉使いが悪い等

43

苦情受付・解決の状況（平成24年度）

①受付件数について

新規受付件数は、前年度より26件の増(10%増）

115件(41.8%)が匿名又は匿名希望

匿名の意味⇒知られることで報復がとの懸念

匿名でしか云えないことが問題

②障がい者サービス分野に関する苦情が最も多い。

障がい者サービス分野 50.2％

高齢者サービス分野 25.1％

児童サービス分野 8.4％

件数の増

障がい分野では

精神障がいのあ
る方からの苦情
相談が増化傾向

44

苦情解決のポイント

苦情の早期解決

45

満足要因トップ５ 不満足要因トップ５

１位:お詫びの言葉があった

２位:素早い実行があった

３位:誠意があった

４位:共感があった

５位:傾聴・言葉づかいが
感じられた

１位:すぐに実行されなかった

２位:お詫びの言葉がなかった
事務的だった
言い訳・弁解された

３位:納得できる説明がなかった

４位:責任転嫁・たらい回しにされた

５位:熱心に聞いてくれなかった
言葉づかいが丁寧でなかった

46

｢３せん主義」
「できません」
｢分かりません」

｢聞いていません」

相手の反発を招きやすい

｢３ます主義」「３しょう主義」
「やってみます」 「やってみましょう」
｢調べてみます」 「調べてみましょう｣
｢聞いてみます」 「聞いてみましょう」

不安感の除去、前向きな印象
相手の行動・意識変容を促す

47

苦情対応の基本的な流れ

限定的な謝罪

傾聴と共感

状況の把握

具体的対応

損保ジャパン 25.2/27 大阪
苦情対応セミナー資料より

｢不快感」を与えたことの謝罪
分かってほしいと思っている「想い」

相手の話を遮らない。
まず聞く、共感する

コミュニケーションの93%は非言語
電話の場合45%しか・・・・

肯定的な表現で終わらせる
否定⇒肯定、代案 命令⇒お願い

48
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クレーム対応のＮＧ

感情的になる。

相手の話しをさえぎる。

反論する。

相手の責任にする。

事務的に対応する。

49

苦情への対応の仕方

（１）誠実な態度で接する・・傾聴（意識的に聴く）、説得は危険、心の余裕

（２）公平な態度で接する・・偏見を持たない、言い訳・責任転嫁しない

（３）受付後の迅速な対応・・対応の遅れが新たな苦情に

（４）苦情内容の秘密の保持・・個人情報の保護が最優先

（５）苦情申し立て者への報告

（６）苦情内容の共有化・・一人で抱え込まない、組織として共有、
記録の重要性、会議等

50

苦情の事例
父親が救護施設に入所している。

久しぶりに仕事の都合がついたので、家族で面会に行った。父は何とな
く元気がなかった。父の顔を見て驚いた。『これまで眉毛は長寿の印だか
ら絶対に切らなかったが、この施設の職員に切られていた』『ショックだ!
元気のないのは大切な眉毛を切られたせいだ』

担当の職員に説明を求めたが、笑いながら『そのうちに生えますよ』と
気にも留めてくれなかった。腹立たしく悔しい気持ちでいっぱいだ。

保育所で娘が怪我をした。お迎えのときに保育士から「頭の怪我をした
みたいです」と聞かされ、命にも関わることなので心配でたまらなかった。

しかし保育所はのんびりとして、この間、様子をみていたということで
何の対応もしなかった。ちょっと怪我をしたくらいの感覚で、一応「すみ
ません」という感じだった。

子どもが児童デイサービスを利用していたが、送迎車に一人残された際、
衝動で飛び出し、少し離れたプールでみつかった。起きたことはしかたな
いので、改善策を聞かせてほしいとお願いしたが、10日経っても何も連絡
がない。信頼して預けていたので、怒りより残念な気持ちが強い。

51

苦情の事例
母親がデイサービスを利用している。

先日、大柄の利用者に「この漢字を読んでみろ」と詰め寄られたが、
小柄な母親は車いすを利用しているので自ら立ち去ることができず、大
変不快な思いをしたそうだ。

母親が責任者に相談しても「もう済んだことでしょ」と取り合っても
らえず、落ち込んでデイサービスに通えなくなっているが、友達もいる
ので週1回は通いたいと願っている。

保育所で娘が怪我をした。「頭の怪我」と聞いて、命にも関わることな
ので心配でたまらなかった。

でも保育所はのんびりとして、一刻を争うような対応ではなかった。
ちょっと怪我をしたくらいの感覚で、謝罪もしてくれた。一応「すみま
せん」という感じだった。

子どもが児童デイサービスを利用していたが、送迎車に一人残された際、
衝動で飛び出し、少し離れたプールでみつかった。起きたことはしかた
ないので、改善策を聞かせてほしいとお願いしたが、10日経っても何も
連絡がない。信頼して預けていたので、怒りより残念な気持ちが強い。

52

①速やかな対応を

②真摯な対応、丁寧な説明を

③可能な限り改善策を実行

④記録を整備（記録の重要性）⇒蓄積・分析を

⑤業務への明確な位置づけを

まとめ（苦情解決のポイント）

福祉事業者における苦情解決手引き

（東京都社会福祉協議会Ｈ20.10）より

53 54
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危機管理上の課題

2015年11月13日（総括研修）
和歌山大学 添田久美子

平成27年度⽂部科学「成⻑分野等における中核的専⾨⼈材養成等の
戦略的推進」委託事業「相談援助⼒向上のためのReトレーニングプログラム」

Ⅰ 学校安全管理に関する法制度

学校保健安全法(2008年6月改正 2009年4月施行)

第26条 学校安全に関する 学校の設置者の責務

第27条 学校安全計画の策定等

点検 指導 研修

第28条 学校環境の安全確保

設置者への申し出

第29条 危険等発生時対処要領の作成等

情報の共有化

活かす活かす

安全指導の在り方の
見直し

危険をすべて取り
除くことはできない

危険を察知・回避
する能力の育成

2

Ⅱ危機管理の視点① 一歩

危機管理の目的

危機管理
「危機を危機と感じた時」危機管理が始まる
「危機意識」を共有すること

③学校に対する保護者や地域社会からの信用・信頼を守ること

②子どもと教職員の信頼関係を維持すること

①子どもと教職員の生命を守ること

3

Ⅱ危機管理の視点② リスク対応

「リスク・アセスメント」という考え方

①リスクの発見・確認 ← 点検

②リスクの分析・評価←発生確率

発生時被害の大きさ

③リスクの処理方法の選択←処理費用

デメリット

④実施

⑤見直し

費
用
対
効
果

児童生徒への指導

4

Ⅱ危機管理の視点 教師の

教師は児童生徒を保護し監督する義務があり、教師は児童生徒の安
全に配慮し確保しなければならない。

 その範囲は教育活動と密接な関係にあるものに限られている。
 教師が事故の発生を することが可能であったか

 その予見に基づいて する方策がつくしたか

 裁判では、ケースによって非常に異なる判断がなされている。
児童生徒の年齢
教育活動の危険性
時間帯(授業中、休み時間、放課後など)
児童生徒の技術力・体力
個々の児童生徒の性質・体質

安全配慮義務

予見

回避

5

Ⅲ 危機管理のサイクル①

予見

予防

回避

対応

マニュアル作成・更新
・法令・規則の確認
・領域に分けて項目立て
・事例・未然事例の確認

マニュアル浸透
・危機認識の共有
研修等

・方針・手段の共有
訓練
児童生徒への教育

注意喚起
・定期的な確認・点検
・未然事例の報告

社会的認識のある対応
・迅速
・情報の共有・管理

6
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Ⅲ 危機管理のサイクル②

実は「何が危険か」が分かっていない教職員が多数

1 危険認識の共有

2 方針・手段の共有

何が危険かの共通認識を持つことができれば危機管理は成功

方針が理解・共有できていなければ、マニュアルで終わってしまう

方針・手段が理解・共有していれば、状況に応じて各自が適切
な判断することが可能

7

Ⅲ 危機管理のサイクル③

1 事例・未然事例の確認

感情的にならない

心がけややる気では解決しない
なぜ起こったのか原
因がわからなければ
防ぎようがない

事故当事者が原因特定のカギを握る

事故はヒューマン・エラー

責任の追及で
はなく、事例分
析を

8

Ⅲ 危機管理のサイクル④

1 定期的な確認・点検

修理などの状況の情報を共有すること危険対策への意欲に
つながる

9

Ⅲ 危機管理のサイクル⑤

1 迅速

的確と相反するものではない

教職員で情報の共有化を図る

時間の流れは立場によって異なる

2 情報の共有・管理

情報は隠しきれない

マスコミ対応の一元化

食い違いは疑心暗鬼
を生む

情報を整理し、公開
の有無を決める

誠実な
対応

10

Ⅳ 学校安全
(1) 学校事故の概要

独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校の
管理下の災害〔平成25年版〕』より引用

負傷・疾病における場合別発生割合

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20 平成21 平成22 平成23 平成24

学校種別学校事故死亡発生件数の割合

特別支援学校（中・高）

高等学校・高専

中学校

特別支援学校（小）

小学校

幼稚園・保育園

68
人

74
人

82
人

48
人

74
人

12
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突然死とは、
WHO（世界保

健機関）による
と「発症から24
時間以内の予
期せぬ内因性（
病）死」

心臓疾患

中枢神経系疾
患

乳幼児突然死
症候群
急性呼吸不全

13

負傷・疾病における部位別発生割合

14

「篠山市立小学校1女子転落事故」(神戸地裁 平24.3.15)
本件は、保護者が学級懇談会に参加中、図書室で「預かり」を受けてい
た小1女児が誤って窓から転落し死亡したものである。当日は参観の後、
保護者参加の救急法講習会、学級懇談会が開催されており、この間希望
する保護者の児童について「預かり」を実施していた。14時30分から開
始し、18名の児童が非常勤講師の監督のもと宿題をしたり、読書をした
りしていた。非常勤講師は14時45分に勤務修了のため教頭に引き継ぎを
し、帰宅した。その後図書室は監督教員が不在の状態が続き、児童が走
り回るなど騒がしくなっていた。当該女児は棚の上に登り、窓にもたれ
誤って窓から転落した。図書室が騒がしいことに気づいていた教員もい
たが、教頭に連絡は行かなかった。
当時の教頭を危険性が予測できたのに図書館に教職員を配置するなど

適切な監督を怠ったとして業務上過失致死罪で起訴した。

判決

教頭という立場の被告には、子どもの安全を守る注意義務があった。し
かし図書館の窓から転落する危険性を認識することは容易ではなく、事故
は学校の複合的要因が関係しており、すべての責任を元教頭に負わせるこ
とはできない。検察の禁固1年の求刑に対して、罰金50万円を言い渡した。

15

参考

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公

務員が、その職務を行うについて、故意又は過失に
よつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公
共団体が、これを賠償する責に任ずる。

第2条 ・・・・公の営造物の設置又は管理に瑕疵があ

つたために他人に損害を生じたときは、国又は公共
団体が、これを賠償する責に任ずる。

国家賠償法

16

参考

• ・・・ 損害賠償責任

教師には不法行為責任、その使用者には使用者
責任がある。

国公立の教師の場合には「国家賠償法」にもとづ
き、教師個人が直接責任を負うことはなく、学校設
置者である国または地方公共団体がその責任を負
うことになる。

・ ・・・ 業務上過失致死など

・ ・ 懲戒処分

地方公務員法27条、29条

民事上の責任

刑事上の責任

行政上の責任

17
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相談援助力
向上のための

REトレーニングプログラム

平成27年11月19日（木） 18：30～
関西保育福祉専門学校

保育科徳野 美恵子

家庭支援の意義と役割

=家庭支援の必要性=
家族・家庭とはいったい何だろうか

■ 子どもが育つとは

■ 子どもが育つ場としての家族・
家庭とは ・生存と生活の保障

・情緒的つながり

・社会化 ⇔ 一次的社会化

二次的社会化

三次的社会化
2

家庭の機能を取り巻く
社会状況の変遷

近年、離婚家庭の数の増加による母子家庭

や父子家庭の累加、親などからの児童虐待に

よって親子分離して暮らす家族の累加、妊娠、

出産が困難な夫婦等による養子縁組など、

様々な家庭形態の家庭が増加し、今日の保育

者には子どもの家族の状況や家庭環境に応じ

た適切な援助が求められている。

3 4

5 6
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7 8

9 10

子どもの育ちをめぐる問題
育児不安・困難

・ 児童の養育について自信が持てない

・ 問題児ならぬ問題親が増えている

・ 妊娠や育児に関する正しい知識の欠如

(核家族化・都市化・少子化)

・ 虐待に至る要因として育児不安が注目
① 育児についての不快感情

② 育児の負担感

③ 自分自身の育児能力に対する不安

・ 育児書や雑誌を読んで心配になる

子どもの育ちをめぐる問題
育児不安・困難

・ 児童の養育について自信が持てない

・ 問題児ならぬ問題親が増えている

・ 妊娠や育児に関する正しい知識の欠如

(核家族化・都市化・少子化)

・ 虐待に至る要因として育児不安が注目
① 育児についての不快感情

② 育児の負担感

③ 自分自身の育児能力に対する不安

・ 育児書や雑誌を読んで心配になる

母親自身の問題

子どもの成長発達
についての不安

11

＜事例Ⅰ＞イライラ、思うように子育てができない

３歳と２歳になる娘がいる母親です。子どもたちの些細なこと
でイライラが止まりません。上の子がお漏らしをした時、それに
腹が立ち、怒ってはいけないと分かっているのに「いい加減にし
て！」と大声で叫んでしまいました。それでも気持ちが収まらず、
下の子にも当たり、「どうせお昼にご飯も食べないのでしょ」と
言って、持っていた雑巾を娘に投げつけてしまいました。下の子
は、お気に入りの毛布をかぶり、布団で泣いています。上の子
はご飯を食べさせずにいたら、一人でソファに横になり、寝てし
まいました。涙が止まりません。

お尻を叩いたり、暴言を吐いたり、文句を言ったりした時の娘
たちの悲しい顔が浮かんできます。夫に相談しても「しつけは
ちゃんとしなければならないから」と気にし過ぎだと言います。

12
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＜事例Ⅱ＞ 私の自由時間がない

子どもは２歳。産まれるまでは自分の時間が取れな
い（一人になれない）ことがこんなに辛いとは思ってい
ませんでした。誰かに相談しても、一人になれるわけで
もないので、根本的には解決しません。（月に数回、夫
に子どもを見て貰って外出しますが、家に帰ればいつ
もの生活に戻ってしまうので、結局は同じです。）

自分の悩みを解消する手段として、もう離婚して子ど
もの親権を夫に譲るしか方法はないのでしょうか。子ど
もは可愛いけれど、自分の時間が取れないのは辛い。
そして、子どもの相手をするのもしんどいです。

13

＜事例Ⅲ＞子どもの育て方がわからない

６歳の息子(幼稚園年長)と３歳(年少)の娘がいます。息子
は工作やブロック遊びが好きで、空き箱や紙コップなどを
使ってロボットなどを作るのが最近のお気に入りです。それ
でこの前、自分のイメージした通りにできなくて、イライラし始
めました。「手伝おうか?」と言っても自分ですると言って譲り
ません。最初のうちは、穏やかに「そんなに怒ることじゃない
よ」と」説明してやるのですが、息子は大声で怒鳴り出して、
作りかけの工作を踏み潰し「こうしてやる」とものすごい形相
で叫ぶんです。・・・それからしばらくして、妹がぐちゃぐちゃに
なった工作につまずくと、息子は激怒して「〇○が壊した!あ
やまれ!」と突き飛ばして、妹の玩具を壊し始めました。どうし
ても子育てが楽しいとは思えません。「うとましい」と思う気持
ちの方が強いのです。

14

家族・家庭の意味を考える

＜あなたにとって家族や家庭の意味について考える＞

15

家族・家庭の意味を考える

＜子どもにとって家族や家庭の意味について考える＞

16
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相談援助力
向上のための

REトレーニングプログラム

平成27年11月２６日（木） 18：30～
関西保育福祉専門学校

保育科徳野 美恵子

保育・教育

家族支援の意義と役割 ②

ひとり親家族の支援 (母子及び寡婦福祉法)

2

母子世帯・父子世帯の保育状況

3

母子世帯・父子世帯の子どもに関する悩み

4

ひとり親の現状

① 具体的な支援を事例から考える
＜事例Ⅰ 父子家庭の子育て＞
４歳の子どもと３８歳の父親との父子家庭です。３年前に離婚。理

容師として定職についていたので、自分が子どもを引き取ることに決

めました。

しかし、その後、働いていた店が倒産しました。ハローワーク通い仕

事を探し始めましたが、子どもの保育所の都合で日曜・祝日休み、平

日９時から１７時までの条件で働かなければならず、なかなか仕事が

見つかりません。生活は苦しく、朝はできるだけ安い食事で済ま

せています。子どもの服はほとんど友人からのお下がりです。エアコ

ンを使わず、寝るときは保冷剤を使います。それでも月に１万円以上

の赤字で、失業保険も今月で知れてしまうという経済的には厳しい毎

日です。

5

＜事例Ⅱ 母子家庭の子育て＞

私は、２７歳の女性で、子どもは６か月です。いろいろのトラブルがあ

り、両親と兄弟とはすでに縁が切れています。離婚後すぐに仕事が

決まり、子どもを保育所に預けて働き始めましたが、朝、起きてから

家を出るまでと、保育所から帰って眠るまで、子どもはほぼ、泣きっ

ぱなしです。過労で倒れそうなほど、頑張っても、子どもには長時間

大声で泣かれて、「もっと楽な子だったら・・・もっと一人で遊べる子

だったら・・・もっと鳴き声の小さい子だったら・・」と他の子どもと比べ

てしまって、子どもを責める気持ちが出てきてしまいます。子どもと一

緒に私もしょっちゅうプレッシャーになっています。毎朝、吐き気と頭

痛とめまいと耳鳴りがします。育児も日々の生活も何も楽しいと思え

ません。

6

125



ひとり親家庭等の自立支援策

7

子育て家庭への支援体制

２００９年４月１日より施行

・ 地域における次世代育成支援対策の推進

① 乳児家庭全戸訪問事業

② 養育支援訪問事業

③ 地域子育て支援拠点事業

④ 一時預かり事業、家庭的保育事業(保育ママ)

・ 育児、介護休業法

① 子育て中の短時間勤務制度

② 子の看護休暇制度の拡充

③ 父親の育児休業の取得促進

8

家庭における日常生活安定度

9

保育士が行う「子育て支援・家庭支援」

・ 子どもに対するケアーワーク(保育)

・ 親に対するソーシャルワーク(保育に関する相談援助や相談

支援)

・ 保育所で従事する

・ 保育士は ・ 保育所以外の児童福祉施設で従事する

・それ以外の施設・機関・事業所で従事する

・ 子育ての社会化 ⇔ 地域貢献型保育士

※ 園庭解放

※ 訪問事業・サテライト事業などで地域における

子育て支援の実施

10

保育所保育士が行う「子育て支援・家庭支援」

＜児童福祉第３９条＞

「保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその

乳児又は、幼児を保育することを目的とする施設とする」

・ 保護者に対する支援

の必要性が明記されている。

・ 地域での子育て支援

※ 保育所保育士が行う「子育て支援・家庭支援」とは保育
所の特性や保育士の専門性を最大限活用した総合的な
支援と考えられる。地域における福祉の実現が地域子育
て支援と考えられる。

11

施設保育士が行う「子育て支援・家庭支援」

要保護児童を保護者に代わって、保護者との連携の

もとで保育を行っている。

① 虐待を受けている児童

② 不登校や非行の児童

③ 情緒障害のある児童

④ 心身に障害のある児童

特別なニーズに対応すべく子育て支援・保育指導を行う

※ 施設保育士にも地域貢献型保育士が求められている。

・乳児院 ・母子生活支援 ・ 障がい児施設
・児童養護施設

12
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要保護対策児童への援助と家庭支援

＜児童虐待＞

① 身体的虐待

② 性的虐待

③ ネグレクト

④ 心理的(精神的)虐待

＜要保護児童の具体例＞

① 被虐待児童

② 監護のない障がい児童

③ 非行児童

④ 孤児、保護者に遺棄された児童・保護者が長期拘禁

中の児童・家出した児童
13

児童虐待相談対応件数

14

児童虐待の相談種別対応件数の推移

15

児童虐待の虐待者別構成割合の推移

16

児童虐待の年齢別構成割合の推移

17

児童虐待防止に向けたワーク

児童虐待防止の為、保育者として何ができるか。

<児童虐待の４つの定義をふまえながら考える＞

18
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相談援助力向上のための
REトレーニングプログラム

「子育て支援における関係機関との連携」

平成２７年１２月１０日（木） 18：30～
関西保育福祉専門学校

保育科徳野 美恵子

保育・教育

地域の子ども・子育て支援家庭への
相談支援の 必要性と役割

・ 保育所による相談は、最も身近な児童
福祉施設であり、保育の専門性にある保
育士による相談支援としての期待は大きい。

・ 保育所には、日常的に子どもが生活して
いるので、その様子を年齢別に直に観察し、
知ることができ、生活としての雰囲気があ
るので、相談者にとって精神的に相談を受
けやすい環境にある。

2

・ 発達に不安のある子ども

・ 不適切な養育や虐待を受けている

・ 定住外国人の子ども

・ 支援の必要な一人親の家族の家庭

・ 地域から孤立している家庭

・ 家族問題を抱える家庭

・ 貧困など経済的な問題を抱える家庭

要保護児童とその家庭への社会的支援

3

社会的支援の必要性と子育ての不安の理由

4

地域での付き合いの程度

5 6
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家庭が子どもの育つ場所として機能しなく
なったときにどのように支援をするのか

＜事例Ⅰ ＞

毎朝毎晩、自宅前のアパートから子ども(２～３歳)の鳴き声が

聞こえてきます。それも夜の遅い時間の２１時～２３時で２時間

ぐらいずっと「いやだ～」と泣き叫びます。最初は子どもを叱って

いるのかと思っていたのですが、これが３か月ぐらい続くと、いて

もたってもいられなくなりました。

先日の回覧板に「おかしいと思ったら迷わず通告：子ども家庭

１１０番へ、通告者の秘密は守ります。」と書いてあったことを思い

出して、近隣とうまくいかなくなったらという心配もあったので迷っ

たのですが、子ども家庭１１０番に電話をしました。

7

＜事例Ⅱ＞

母親は１９歳。高校生のときに卒業したら結婚すると

いうことで、子どもを産みました。しかし、出産した時には、

父親になるはずの男性が行方不明になり、祖母宅で母子

の生活を始めました。

祖母も経済的に苦しく、母親も働くことで何とか生活して

いました。子どもが８か月になったときに、祖母が過労で

倒れてしまいました。祖母の病院代がかさみ食費にも事

欠き、ある日母親は、店から代金を払わずにミルクを持ち

出したところを呼びとめられました。

8

児童相談所の役割と目的

－相談所の役割－

① 市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ

② 子どもに関する家庭その他からの相談に応じ

③ 子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、
子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え

④ 個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い

⑤ 子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護す
ること

9

通告・相談から擁護するまでの流れ

① 通告・相談を受けた児童相談所(子ども家庭センター）は、

子どもの安全と緊急の度合いを判断するために必要な情
報を集める。

② 緊急を要する場合は、現地に出向いて子どもの安全確認
を行う。

③ 安全確認を行う場合、保護者の同意を得る。得られない
場合は立ち入り調査をする。 （児童福祉法第２９条・児童虐待防止法第６条）

④ 虐待の可能性が高い場合は、一時保護の是非を判断し、
保護者の同意を得て行う。得られない場合でも子どもの福
祉を害する恐れがありうる場合は一時保護を行う。

⑤ 一時保護期間(１～２か月間)は子どもの安心・安全を図る
とともに、生活指導・行動観察及び行動診断を行う。

⑥ 在宅指導となった場合は、家庭訪問や通所による要指導。

⑦ 診断の判断により、児童福祉施設入所
10

通告後の児童相談所の通告内容に対する対応

11

連携をするに必要な地域の関係機関・施設

12
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児童福祉施設とは
・保育所

・乳児院

・母子生活支援施設

・児童厚生施設

・児童養護施設

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

・福祉型児童発達支援センター

・医療型児童発達支援センター

・情緒障害児短期治療施設

・児童自立支援施設

・児童家庭支援センター
13

振り返りワーク

〇各施設が連携する専門機関にはどのような機関が

あるか。経験や実態から考える。

14
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保育相談⽀援の実際
平成27年12⽉12⽇（⼟）13:10-14:40
教育福祉学科 こども学専攻
椋⽥ 善之

⼦どもと家庭の現状

「育児不安」「育児ノイローゼ」「児童虐待」

「⼦ども・⼦育て⽀援プラン」（2004）
・⼦育て関連の情報提供、⼦育て相談の場として、
家族の⼦育て⽀援を⾏う（保育所）

2

⼦どもと家庭の現状

施設や⾥親のもとで⽣活せざるを得ない⼦ども
たちも４万⼈を超え、増加している。

⼦どもの⼈間関係の縮⼩化や希薄化、⽣きる⼒
の低下。

「⽣きた体験の乏しさ」の深刻化。

3 保育者と家族・⼦どもと⽀援
都市に住む若夫婦と⼦どもからなる家族構成

⽇中は育児経験のない妻と、幼い⼦どもが取り残
される。

・共働きや転勤者が多く、近隣とのかかわりはほと
んどない。

誰にも相談できない。（精神的不安定）

4

保育者と家族・⼦どもと⽀援

保育者の役割
・親の相談相⼿
・⼦ども同⼠、親同⼠のかかわり合いを促す
・親や⼦どもが⾃らの問題を解決できるように導く

5
⼦ども同⼠、親同⼠のかかわり合いを促す

これまでに施設や園でどのような取り組みを
⾏っておられますか？

施設や園で⾏われている活動をグループで共有
しましょう。

6
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⾃らの問題を解決できるように導く

⼦どもたち・保護者が⾃らの問題を解決できる
ようにしていくためには普段からどのような保
育や保護者⽀援等を⾏うべきだと思いますか？

7 中央教育審議会（2003）
「幼児教育の今⽇的課題」

「⼦どもの育ちの変化」を挙げ、その社会的背景
として「我が国の社会の急激な変化等に伴う教育⼒
の低下」を⽰唆した。

8

教員も・・・

「幼稚園教員等の今⽇的課題」
近年の急激な変化が保育者にも影響を与え、幼稚

園教員⾃⾝の多様な体験が不⾜している。

9 求められている園での取り組み
「幼児の⽣活の連続性及び発達や学びの連続性を踏ま
えた幼児教育の充実」が必要であることが⽰された。

中教審答申（2008）
「教育課程の基本的枠組み」
・規範意識の確⽴、学習や⽣活の基盤となるような体験
の充実（保・幼）
・体験を重視しつつ、⼩学校⽣活への適応や基本的⽣活
習慣等の確⽴、学習への円滑な移⾏を図る（⼩）

10

協同的な学びの導⼊（年⻑児）
『保育所保育指針』 2008

領域「⼈間関係」内容⑧
「友達と⼀緒に活動する中で、共通の⽬的を⾒いだし、
協⼒して物事をやり遂げようとする気持ちを持つ」が
新たに設けられ、「協同する経験を重ねる」という内
容が加えられた。

改定後の記載内容（保・幼）
11

「気になる⼦どもの調査」（1998）
「気になる⼦ども」の解決のため
保育上の配慮＋家庭との連携
家庭が協⼒してくれるのは約半数

「気になる⾏動」が改善された事例のうち、親の
協⼒が得られたもの（82％）

保育者の援助による親の変化
12
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「裸⾜保育」を実践している園
Ａくんは⾵邪をひいたのを機に靴下を履いてくる
ようになった。

⾵邪が治っても「⾵邪が治っていない」という理
由で聞き⼊れてくれない。

Ａくんの真似をして靴下を履きたがる⼦が増えた。

事例①
（⺟⼦家庭の⼀⼈っ⼦Ａくん）13

主任からもう⼀度、裸⾜保育の⻑所を話し、明⽇
から裸⾜で登園させるよう要請した。

⺟親が園の⽅針に合わせることに。
しかし、⺟親は「預かってもらわなければ困る⽴
場なので折れた」と不満を述べた。

園の対応

「裸⾜の是⾮論」でなく、Ａくんを過度に⼼配する
⺟親にはそうせざるを得ない理由があったかもしれ
ない。その気持ちを聞いてあげることも⼤切。

14

①気が短く、待つことが苦⼿な親

⼦どもが⾏動する前に⼝や⼿を出し、⼦どもの育ち
を妨害してしまう。

②不安傾向の強い親

過度な保護をするため、⼦どもに⾃⽴⼼が育たな
かったり、圧迫感を抱かせたりする。

親の育児⾏動とパーソナリティ
15

③⼤⼈になりきれない未成熟な親

⼦どもを迷惑な存在として拒否したり、逆に⼦どもに
頼り、密着するあまりしつけができないことがある。

※このような拒否と密着の極端な⾏動をとる場合は、
虐待になることが多い。

親の育児⾏動とパーソナリティ
16

助⾔指導
「もっとお⼦さんと遊んでください」「もっとお⼦さ
んとかかわってください」「もっとスキンシップをし
てください」

相⼿のパーソナリティや⾏動特性を⾒極めて⾏わなけ
れば役に⽴たない。

育児態度と相談・援助
17

Ａの⺟親、未成熟で⾃⼰中⼼的
⼦どもの夜泣き→「⾃分を困らせている」「許せない。
わがまま」と受け⽌める。

泣きやまないわが⼦に怒り、罵倒する、叩くなどの攻
撃的な⾏動をとる。

親のパーソナリティ（Ａ）
18
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Ｂの⺟親、⼏帳⾯で完全癖のある⼈
⼦どもの夜泣き→「⾃分の世話の仕⽅が悪い」
育児書を参考に、オムツがぬれてないか、お腹が空い
てないか、⾐類に問題がないかをじっくり考える。

育児書どおりにならないと、⼦育てに⾃信を失い、落
ち込んでしまう。

親のパーソナリティ（Ｂ）
19

Ｃの⺟親、穏やかで落ち着きのある成熟した⼈
⼦どもの夜泣き→⼦どもを抱き、やさしくなだめなが
ら育児書で得た対応をしてみる。

泣きやまなくても声の調⼦は変えず、⼦どもが落ち着
くまで根気よく付き合う決⼼をする。

親のパーソナリティ（Ｃ）
20

「Ａくん（５歳）が⼀⽇中ベタベタと私に触り
たがります。弟がいるせいで、やきもちをやい
ているのかもしれないので私が我慢すればよい
のですが、すごくストレスになるのです。何と
かやめさせる⽅法はないでしょうか？」

みなさんならどのような対応をとられますか？
グループで考えてみましょう。

事例①
21

「家庭診断の研究」（アッカーマン、1965）
幼児期から⾝につけた⼈間関係の持ち⽅、⽣活

の仕⽅などが新たに⾃分の作った家庭に持ち込ま
れる。⽗親と⺟親の間で育児に関して⾷い違いが
でき、調整に失敗すると⼦どもに負担がかかる。

「虐待傾向のある親の半数近くが⼦どもの頃に
虐待的な環境で育っている」

「虐待を受けて育つことによって、暴⼒をしつ
けの⽅法として学習してきた」（⻄澤、1994）

親の親からの育児⾏動
22

「家庭診断の研究」（アッカーマン、1965）
幼児期から⾝につけた⼈間関係の持ち⽅、⽣活

の仕⽅などが新たに⾃分の作った家庭に持ち込ま
れる。⽗親と⺟親の間で育児に関して⾷い違いが
でき、調整に失敗すると⼦どもに負担がかかる。

「虐待傾向のある親の半数近くが⼦どもの頃に
虐待的な環境で育っている」

「虐待を受けて育つことによって、暴⼒をしつ
けの⽅法として学習してきた」（⻄澤、1994）

親の親からの育児⾏動
23

⼦育て相談を主とする個別援助
（ケースワーク）
⼦育てグループなどの⼩集団援助
（グループワーク）
育児講座、⼦育てネットワークなどの地域活動
（コミュニティワーク）

保育所の⼦育て⽀援
24
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⼦育てのモデルを直接体験できる場

・⼦どもの⻭磨きはどのようにしたらよいでしょ
うか？
・⾍⻭が⾒つかり、⻭磨きをさせなさいと⾔われ
たのですが、⼦どもは⻭磨きは⼤嫌いで、泣いて
逃げ回ります。
・保健所に相談に⾏きましたが、「⼦どもが泣い
ても頑張りなさい」と⾔われました。

⼦育て相談（保育所）
25

⼦育てのモデルを直接体験できる場

・⼦どもの⻭磨きはどのようにしたらよいでしょ
うか？
・⾍⻭が⾒つかり、⻭磨きをさせなさいと⾔われ
たのですが、⼦どもは⻭磨きは⼤嫌いで、泣いて
逃げ回ります。
・保健所に相談に⾏きましたが、「⼦どもが泣い
ても頑張りなさい」と⾔われました。

⼦育て相談（保育所）
26

午睡前まで２歳児クラスの保育に参加。
・昼⾷後、園児たちが⻭ブラシを持って⼿洗い場
に⾏き始めると、⼩声で「⻭ブラシがほしい」と
⾔いました。
・⻭ブラシを渡すとそれを持ったまましばらくは
他の⼦の様⼦を⾒ていましたが、やがてブラシを
⼝に⼊れました。
・保育者は「よかったねー！⾍さんが驚いて逃げ
ていくよ。」と励ましました。

保育所での実践
27

その後も⼦どもの希望で2回来園し、⻭磨きに
も参加した。家でもお気に⼊りの⻭磨きセット
を買ってもらった。

保育者のやさしく、根気よく、しかも余裕のあ
る指導を⾒て、家庭での指導のヒントを得た。

⺟親の気づき28
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保育相談⽀援の実際
平成27年12⽉12⽇（⼟）14:50-16:20

教育福祉学科 こども学専攻
椋⽥ 善之

個⼈に対する援助

個別援助技術（ソーシャルケースワーク）

ソーシャル<社会的>
個⼈または家族が、社会環境との間に起った問題
を抱え、解決するための、社会的な援助を必要と
している状況を意味している。

2

個⼈に対する援助

個別援助技術（ソーシャルケースワーク）

ケースワーク
援助を必要とする個⼈と家族に対して社会資源
（社会福祉の制度・社会福祉サービス）を活⽤し
た直接的に⾏う対⼈援助技術のことをいう。

3 ケースワークの定義

「ケースワークとは、意図的に個⼈と社会環境
との関係を個々に応じて総合的に調整しながら、
パーソナリティの発展をはからんとする様々な
プロセスからなるもの」リッチモンド

ワーカーの勘や経験、⼈格的感化⼒だけで対処
していたのでは不⼗分とし、利⽤者の主体性の
形成を⽀援しながら問題を解決していくための
援助が必要であるとしている。

4

ケースワークの定義

「個々⼈が社会的に機能する間に起こる問題を
より効果的に解決することを助けるために、福
祉機関によって⽤いられる過程である。」パー
ルマン

個⼈や家庭の問題や困難な状況を⾃⼒で解決で
きない場合、ケースワーカーの所属する機関の
機能によって展開される問題解決の過程として
とらえている。

5 構成要素

パールマンはケースワークを社会福祉における
⼀定の役割と機能として捉えている。

問題解決の過程に共通する４つの要素
「⼈」「問題」「場所」「過程」に基づいて理
論の体系化をはかっている。

6
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⼈（Person）

ケースワークを利⽤する⼈
児童相談の場合、相談ニーズは、児童本⼈にあ
るが、⼦ども⾃⾝が問題を発⾒して相談するこ
とができないケースが多く、本⼈よりも親・保
護者、教師、地域の⼈、施設の職員等⼦どもに
深くかかわりを持った⼈が利⽤する場合が多い。

7 問題（Problem）
⼈と環境との間の調整を要するような状態が起
こった時⼀⼈で解決できない場合、相談の必要
性が⽣じる。

児童相談の問題は多岐にわたっており、教育・
医療・司法等の各分野が個々に対応するのでは
なく、児童の⽣活全体を考えて各側⾯の相互連
携によって総合的に解決をはかることが重要。

8

事例①

「⺟親が精神的に異常をきたし、おむつ交換など
ができず、⼀⽇中ぼーっとしている」と近所の⼈
から通報があった場合。

あなたはどのような⼿順で援助を⾏いますか？

9 援助の⼿順
①まずは問題状況を把握することが基本
（問題がいくつもからみ合って複雑化していることも）
②解決すべき問題の順序性を利⽤者とワーカーとで話し
合って決めることが原則。
（⺟親が判断できない状況でも、できる限り理解できる
ように説明し、参加してもらうように努⼒する）

10

場所（Place）
ケースワークは、基本的にはワーカーが所属す
る機関で⾏われることが多い。

①社会福祉の業務を第１⽬標にかかげている機関
および施設（児童相談所など）
②直接的には社会福祉活動を⽬的にはかかげてい
ないが、⽬的達成のためには必要とする機関（病
院、保健所、学校など）
③地域のボランティアワーカー（⺠⽣委員など）

11 過程（Process）
ケースワーカーと利⽤者が信頼関係を築きなが
ら展開する専⾨援助過程。

信頼を基盤にした対⼈関係をラポールと呼んで
いる。

①導⼊（インテーク）
②事前評価（アセスメント）
③援助計画（プランニング）
④介⼊（インターベンション）
⑤事後評価（エバリュエーション）と終結

12
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援助の原則
社会福祉の実践は、「対⼈援助」が基本
・児童福祉サービス（保育者が⾏う相談援助）を
必要としている⼈たちの要求に応じて様々なサー
ビスを提供し、⽀援していくこと。

利⽤者の⽣活の質を確保し、⾼めることが援助⽬
標として⼤切な原則

13 「⽣きる⼒」を⼤切にする

援助をする場合、何かをしてあげる、私がして
あげなければ、と⼒が⼊りすぎて利⽤者のペー
スで⼀緒に歩むことを忘れてしまうことがある。

14

事例②
妻をガンで失ったCさん、⼤⼯のCさんの仕事場
がだんだん遠くなったため、保育園児５歳Fくんの
⾯倒を実⺟（71歳）を遠⽅より呼んでみてもらっ
てた。しかし、⾼齢とストレスによって実⺟は眠
れなくなり、帰ってしまった。

数⽇後、夜10時にFくんを⾒た元担任の先⽣がFく
んから事情を聴き、後⽇Cさん宅を訪ねて「児童
養護施設」をすすめた。

Cさんは「施設利⽤は何度も考えたが、⾃分で育
てたい。それが今の⾃分の⽣きがいであり、希望
である。」と答えた。

15
事例②から

Cさんにはどのような援助をすべきだったので
しょうか？

16

利⽤者とワーカーの⼈間関係を基本にする

相⼿の⽴場になって受け⽌める態度が重要
「これからどうしたいのか」
「どんな気持ちでいるのか」
⾃分の気持ちを表現できるように引き出す役割を
果たす。
そのうえで問題に関するサービスの情報を提供し、
じっくり考え、⾃⼰決定するという⼿順が必要。

17 援助⽅針を⽴て⾒通しをもった計画的援助
をする
⽗⼦家庭のCさんにとって、これから⺟⼦家庭と
は違った援助が必要になる。

仕事⼈間で⽣活技術も⼗分でないため、家事援
助、育児に関する援助が求められている。

「⽗⼦家庭等児童夜間養護事業<トワイライトス
テイ>」という、児童養護施設などで⾷事や⼊浴
の世話をするとともに⽣活指導を⾏うサービス。

18
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援助者の基本的態度
『ケースワークの原則』（バイステック、1996）
①事務的にあつかってもらいたくない、⼀個⼈と
して接してもらいたいという気持ち
②怒り、悲しみ、憎しみ、不安、喜び、安⼼感な
ど、⾃分の気持ちをありのままあらわしたいとい
う気持ち。
③あらわしたい気持ちについて、好意ある理解と
応答がほしいという気持ち
④⼈として、価値ある⼈間として受け⼊れられた
いという気持ち。

19 援助者の基本的態度
⑤⾃分が直⾯している問題に対して、善悪の判断
をしてほしくないという気持ち。
⑥⾃分の⽣活や、⼀⽣に関することについては、
⾃分で決定し、⾃分で選択したいという気持ち。
⑦⾃分に関することは、⼈に知られたくないとい
う気持ち。

ワーカーは、利⽤者のこの欲求を理解して専⾨的
に援助していくことが⼤切。

20

⾃⼰決定・⾃⼰選択の尊重
個別⽀援の⼤きな⽬的は、利⽤者⾃⾝が問題解
決に取り組んでいく⼒を⾼めること。

①利⽤者が⾃分の問題や、どうしたらよいのかの
欲求を明確化し、⾒通しがもてるように援助する。
②利⽤できる適切な社会資源について理解できる
ように援助する。
③利⽤者⾃⾝が解決に取り組んでいけるような
ケースワーク関係を築く。

21 事例③
夫の暴⼒に耐えかねて７カ⽉になったばかりの
男児を連れて、保育園の友⼈宅に⼀晩世話に
なったAさん。

このまま別れてしまおうか、やり直そうかとい
う悩みを主任保育者に打ち明けた。

これまでも、夜間⼦どもが泣くとうるさがり、
⺟⼦を外に押し出し家に⼊れてくれなかった。

⾬が降っていたので、スペアキーを探し出し、
⾞の中で夜を明かしたこともあった。

22

事例③から

離婚問題は、当⼈同⼠、⼗分な話し合いを前提
にしながら、よき聞き⼿として本⼈の気持ちの
整理を援助する。「⾃分で決めなさい」「あな
たのいいようにしていいですよ」というのでは、
⾃⼰決定に結びつかない。

⾃⼰決定でワーカーがしてはならないことは何
だと思いますか？

23 ⾃⼰決定でワーカーがしてはならないこと
①「私が責任をもって解決してあげます」や「私
の未熟なためにうまくいかず責任を感じていま
す」などとワーカーの責任を強調することがある
が、このようなワーカーの態度は利⽤者の⾃⼰決
定を妨げることになる。
②⼀般論で説教をしない。
③直接、間接に利⽤者を操縦しない。「私がちゃ
んと話をつけておきましたから・・・」というの
では、⾃分で問題解決の道を切り開き、⾃⼰決定
を進める意欲を弱めることになる。

24
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個別化

利⽤者の性格、⽣育歴、環境、能⼒などにもと
づく個別性をよく理解し、個別の問題としての
独⾃性、特殊性に配慮して援助することをいう。

「⼀般的な⼈」としてではなく、「特性の個
⼈」としてあつかわれるべき。

25 受容・共感

利⽤者の現実をあるがままに受け⽌めようとす
る態度。

様々な問題を抱えた利⽤者でも、「あるがまま
の⼈」として受け⼊れる。

26

⾮審判的態度

問題やニーズの発⽣に対して、利⽤者が良いと
か悪いとか、有罪であるとか、無罪であるとか、
責任の有る無しの判断を⼀切くださないこと。

利⽤者は援助を求めてくる⼀⽅で、問題の解決
を望みながら、問題発⽣にいたった原因や⾏動
を⾮難されることを恐れている。

27 統制された情緒関与

⾔葉だけでなく、⾔葉以外の表現で反応してい
ることもある。

顔の表情、服装、⼿のしぐさ等から感情を表出
している場合があるので、利⽤者の感情を理解
する⼿がかりにすることができる。

利⽤者の感情についての理解を得、意図的に反
応することが⼤切になる。

28

秘密保持

何でも話して何とかこの状態から抜け出そうと
いうときに、利⽤者から打ち明けられる情報を、
他⼈にもらさないという相互信頼の関係がケー
スワークを成⽴させている。

援助過程で利⽤者が⼈に知られたくない内容を
話すのは、ワーカーとの間に「信頼による秘
密」が暗黙の了解事項として存在しているから。

29 援助者の⾃⼰覚知

①⼈間の⾏動様式についての⼗分な知識を得る
（専⾨知識によって個⼈を理解することに役⽴てる）
②⾃らの感情を理解する
（⾃分のもつ感情の傾向について知る）
③偏⾒と先⼊観を理解する
（しつけなどで偏りが認められる場合、素直に認め、
受容し、修正することが⼤切）

30
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相談援助力向上のための
Reトレーニングプログラム

受容的な関わりと
専門的援助のバランス

平成27年12月19日（土）

関西保育福祉専門学校保育科

川谷 和子

保護者への相談援助・支援の必要性

•変容し続ける子育て環境
•人と繋がるよりも機器との繋がりが偏重
•瞬時に入る情報量の多さとその信憑性

•相談内容が多様化、複雑化する傾向
•保育ニーズ、個別の要望への対応

⇒ 培われてきた保育経験だけでは
対応が難しくなってきている

2

援助技術の手法の援用、人材の育成

•保育・教育領域における保護者を支える
理念や援助技術の手法を獲得していくこ
とが必要とされる

•相談援助の方向性を支える理論的基盤

•理論のない実践は危険

•主観、直観で解決するのは強引

•保護者が抱える問題の背景や構造を理解

•問題に主体的に取り組む過程を支える
3

相談に応じる基本的原則

（１）相手を理解する姿勢

（２）話を聴く（受容・共感・傾聴 ）

（３）信頼関係

（４）個別性

（５）自己決定

（６）守秘義務の遵守

4

子どもの最善の利益を考える

• 相談の対象者が、子どもの保護者や親族
が中心となる。

• 大人の思いが反映された形で相談が進ん
でいく。

• 保護者の要望や要求に関係する相談援助
のなかには、「子どもの最善の利益」を
優先させているとは必ずしもいえない状
況もある。

5

事例から考える

• 幼稚園に通園する５歳女児。

• 軽度の知的障害があるので、就学先のことで
悩んでいる。

• できれば、幼稚園の仲の良い友だちも行く
校区の小学校に行かせたい。

• 担任からは特別支援学校を進められた。

どうすれば良いか迷っている。

6
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保護者の気持ちを受けとめながら、必要な
ことを伝える

• 相談者の思いを受け入れながら、子どもが将
来的に豊かな成長や発達に繋がる教育とは

• 相談者の気持ちに寄り添って考えていく

• その子どもにとって最も望ましい教育と生活
環境という視点で進めていく

• 相談者が十分に納得できる情報を提供する

7

保育者・教師の役割と相談援助の関係
（１）保育の多様化と保育者の役割の多重化
保育をおこないながら、家庭や地域の様々な
人と社会資源との連携・協同が求められる。

（２）保育の専門性を活かした相談援助の特性
・登降園時、懇談会、保育参観、家庭訪問、
一時保育、園庭解放、育児サークル支援

・日常的な関わりを通して、発達の遅れや障がい
への不安、被虐待児などに向き合える

・一時的な関わり、継続的な関わりが可能
多彩な場で多様な対応 8

保育とソーシャルワークとの接点

・保護者の気持ちを受容する
・背景となる要因を見極める
・適切に理解する視点と本人の主体的な問題

解決に向けた自己決定を支える
・専門的な対応が必要な場合は、関係諸機関と

連携し、援助過程に保育者が協働していく

＊相談援助の知識と技術の修得する必要性
＊ソーシャルワーク機能を果たす必要性

9

・保育者／教師が、社会福祉専門職の役割を担う
ことではない。

・保育者／教師が行う相談援助は、子どもの育ち
を保証するために、保護者や家庭、地域社会は
切り離すことができないため、包括的に捉えて
いく必要がある

・保育者／教師の特性や専門性を活かして展開
されていくことであり、その専門性や技術に
ソーシャルワークの視点と技術を活用する

10

信頼関係を基本とした聴き方、伝え方

•コミュニケーションの目的を知る

•相手の気持ちを大切にする

•相手の話を積極的に聞く

•適宜に質問を加える

•気持ちを言葉に表す

•感情とその感情を抱く理由を

言葉で表す 11

１．援助的な態度
（１）受容

・ 相手を完全に受け入れること
・ 「ここで受け入れられている」

と相手が感じること

行為の全ての許容とは違う

（２）共感
・ 相手が考えるように自分も考える
・ 言葉だけではなく、感情も理解する

援助者の感情に寄り添う態度
12
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（３）熱意

熱心に集中して耳を傾ける態度

～しながらをできるだけ避ける
（４）間

相手のペースに合わせた余裕のある態度

待つことも必要

自分の心理状態を投影しない
（５）距離

相手との適度な距離を保つ

温かさと客観性は両立できる 13

２．非言語的技法

（１）表情
相手の表情に気づき気持ちを理解する

言葉以上に感情が伝わることもある

（２）視線
コミュニケーションの手段として大事

目を合わせる（プラス面とマイナス面）

（３）語調
言葉の抑揚、強弱、長短で変わる

表情との組み合わせで違った印象 14

（４）ジェスチャー

動きのある身体反応としての動作

会話の促進になる

固定観念を与えることもある

（５）姿勢 動きのない身体反応

反響姿勢が効果的なとき

15

（６）対人距離 ４つの分類

スキンシップ・タッチングのタイミング

（７）沈黙 「間の態度」

言葉が見つからない・思考の停止

相談者に反感を持っている

16

３ 言語的技法

（１） 受容と共感の技法

・受容

あるがままに受け入れた態度

・共感

うなづく・相づち（タイミング）

⇒ 安心感・信頼感へ
17

（２） くり返しと要約の技法
・くり返し

相手のペースに添う
直前の言葉で繰り返す

・要約
要点をまとめて整理する
相手に返す ＝ 集中力が必要

18
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（３） 支持と保障の技法（やや高度な技術）

・支持

自己肯定感や自信を育てる支援

不安が軽減される 無責任に返さない

・保障

安心、励まし、勇気づける支援
積極的な関わり 安易・無理に用いない

19

（４） 明確化と解釈の技法（高度な技術）

・明確化

相手が伝えたい思いを先取りする

明確な言葉で返す（信頼関係が前提）

・解釈

要点と要点を系統立てて説明する

因果関係を結ぶ（時間の流れを把握）

20

（５） 質問の技法（使い分ける／組み合せる）

・「閉ざされた質問」

はい、いいえ で答えることができる

広がりはないが安心感はある

・「開かれた質問」

自由な言葉で答えることができる

自分で考えなければならないが

表現する自由はある 21

５W １Hの会話方法の質問

・Who（だれ）

・What（なにを）

・When（いつ）

・Where（どこで）

・Why（なぜ）
日本語の用い方としては注意する

・How（どのように）
22

相談の対象者の理解

＜親子に関わる支援者として＞

•子どもの発達をとらえる

乳幼児期、学童期は

・あるきっかけや対処の仕方で

子どもの状態は大きく変わる

•親子の関係性を支える
23

保護者と保育者の関わり

• 保護者は家庭生活の時間の中で子どもの
養育を通して役割を学び、養育力を身に
つけていく

• 保育者は子どもと「１対１」の関係と
「集団の中の一人」の関係の双方から
子どもの発達、協調性、社会性を集団生
活時間の中で関わっていく

24
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• 「子どもにとって、より良い子育てを親と一緒に
考えたい」という姿勢や態度で臨む

• 「あなたのことを信頼しています」という関係性
から始めていく

• 相談を受ける側は、さまざまな要因が関連して
起こっているという状況が理解しやすい。

• その状態を早く改善したい

焦る気持ちはあるが、それにシフトしすぎない。

• 相談を求めてこない人への関わり

保護者の気持ちを受けとめながら、必要
なことを伝えるために

25

参考図書：

「保育のための相談援助・支援」 須永進 編著 同文書院 2013

「保育相談支援」 吉田眞理著 青踏社 2011

26
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相談援助力向上のための
Reトレーニングプログラム

保育者に求められる

相談援助と対応能力

平成28年1月14日（木）

関西保育福祉専門学校保育科

川谷 和子

多様化する相談内容

幼稚園、保育園、それぞれに若干の違いはあるが

希望する友だちと同じクラスにしてほしい

自分の子どもを特定の子どもと遊ばせない
でほしい

担任をベテランの先生に替えてほしい

自分の子どもを行事のときに目立たせてほ
しい

創立記念日も預かってほしい
2

 できるだけ共感し、思いを受け止める。

 相手の子どもの思いを伝える。

 無理なことに関しては、園の方針などを伝え、

理解してもらうように努める。

 園で変更が可能な部分は、検討し変更していく。

自分の子どもを行事のときに目立たせてほしい

 1年間を通した様々な場面で、どの子も引き立つ場面を
作っていることを伝える。

 子どもの姿を伝え、すべての子どものことを考えている
という園の方針を保護者に理解してもらう。

相談内容への対応（例）

3

どうしたらよいか教えて（情報が欲しい）

⇒ 解決のための情報を待っている

話を聴いてほしい（愚痴を聞いて欲しい）

⇒ 解決に至らなくても気持ちが楽になる

子どものマイナス面で心配、悩んでいる

⇒ 心配ないよと言ってほしい

具体的な解決方法や、答えを得ることで、
問題が解消されることもある

4

保育者との信頼関係を密にし、
保護者の思いに寄り添う援助・
支援のあり方を考えていく

１．援助的な態度

２．非言語的技法

３．言語的技法

カウンセリングの技法 カウンセリングマインド

5

（１）信頼関係
相手の話を十分に聞く

＊言語的（受容、繰り返し、支持、質問）
技法

適切な対応／情報提供

相談者
（保護者など）

援助者
（保育者など）

傾聴・思いを受けとめる ⇒ 安心感

6

146



（２）問題の把握
何に困っているか、どのような状況か

問題の所在を明らかにする

＊５W１Hの会話方式を用いて質問をしていく
問題の方向性、大枠、経緯をとらえる

相談者
（保護者など）

援助者
（保育者など）

意味づけ、説明 ⇒ 理解

7

（3）問題解決に向けて ①
＊気づかない部分にも焦点を当てる

相談者
（保護者など）

援助者
（保育者など）

同僚など、
身近な存在

施設内で
課題を共有

家族と近隣と
の仲立ち

１人で抱え込まない

物的・人的環境の修正

エコマップの作成

援助の進め方、方向性の確認
8

（3）問題解決に向けて ②
＊他機関との連携（紹介、委譲）

過程の振返り ／ 援助計画の見直し

相談者
（保護者など）

援助者
（保育者など）

医療機関・
保健所など

福祉事務所
児童相談所など

地域組織、住民
の活動など

適切な時期に紹介自分の限界を見極める

9

園としての方針、対応基準を共通認識し、園内で
の協力体制を確立する

職員の研修体制の確保する

①コミュニケーション能力の向上

②ケース検討＝事例を用いて検討する

しかし、生活背景や問題に至る過程は違う

保育者間の意思疎通を深め他職種、他機関との
協力体制をつくる

対応に向けた体制づくり

10

相談に訪れた保護者が問題点を語り、自ら解決
する方向性を見出す過程への援助

社会資源を紹介し、そちらに行ってもらう

抱える問題点の背景や構造を理解し、保護者が
それらに取り組む過程を支えなくてはならない

子どもの最善の利益を保証しつつ、援助の実際は

ソーシャルワークの理念や技術が必要

多様化する相談への対応能力
（カウンセリングと相談援助の違い）

11

 わかりやすい言葉で伝える

・難しい専門用語やカタカナ英語は避ける

 保護者のやり方を尊重する

・子どもへの接し方に対して、指摘したい部分が

あっても否定されると納得しない

保護者が取りかかってみようと思える助言をする

 根拠を伝え見通しを示す

・漠然とした経過には、保護者は不安を増幅させる

意味づけをおこなうことで、安心や納得が得られる

相談援助・支援の基本

12
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どのような背景で相談に来るのかを理解する

不安や葛藤を抱えているのは、誰もが同じ。
しかし、その表現方法は、まちまちであること
も理解する

相談内容によっては、保育者が受け入れ難
いと感じることもあるかもしれない

自分の価値観と大きくかけ離れてしまうことも
あるかもしれない

相談を受ける専門職としての準備
相談を受ける専門職としての準備

13

支援者としての自分を客観的に知る

・他者から自分はどう見えているか

・普段の表情や言動は、どのような
印象を与えているか

14

○相談を求められた時は？

・すぐに何とかしたいと思う

・考え込んでしまい、身動きできない

援助するときの自分を知る

○課題がある、話し合う場が必要と感じた時？

・「困った親だ」 とつい言葉にしてしまう
・自分が援助できるのかと考えてしまう
・自分の援助方法を相手は受け入れるだろうか

と悩んでしまう
15

日常の関わり + 相手の状態を様々な側面
から理解
情報を集め深く知り、援助の方向性を探る

子どもをより理解するために
基本情報の整理－生育歴、性格、嗜好など

環境に関する情報（家族の協力の可能性）

家族構成、祖父母の存在と距離感、夫婦の

関係性、年齢（世代性）、職業観なども

発達のとらえかたとアセスメントの視点

16

発達過程にある子どもを
どのように理解していくか

さまざまなアセスメント法

＊観察法
・子どもと関わるなかで情報を集める

・さまざまな場面からとらえていく

・視点を固定化しない

＊測定法
発達検査、知能検査など（専門機関にて）

・客観的な指標としてとらえる

・本人をよりよく知り、手助けに役立てる 17

日常の子どもの姿から考える
検査ではない方法で子どもの状態を見て
いく（アセスメント）

・記録の活用 ＋ アセスメントの視点

・５領域から
・生活から とらえる
・遊びから

・身体、情緒（心）、知能（頭）
（表現、言葉を通して）

18
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子どもを理解することの大切さ
５領域からとらえる
（健康・人間関係・言葉・環境・表現）

＊どの領域に問題を抱え、つまづきがあるか

生活からとらえる
（生活に必要なスキル、基本的生活習慣など）

遊びからとらえる
*何に興味や関心を持っているか
*知的な能力 (物の性質の理解など)
*遊びの取り組み、こだわり
*道徳性の発達 (善悪の判断など) 19

子どもの状態を見る目（アセスメント）

・身体 ＝身体的発達、運動機能など

・情緒（心）＝感情を表出しているか

＊自己主張（表現）できているか

＊甘えているか

・知能 ＝言葉・指示の理解

＊認知・知的発達に問題はないか

＊指示されたことを行動に移すか 20

『できないこと』ではなく『できること』に注目
して支援を組み立てる

保護者の意向、意欲、能力（過去の能力も
含む）、協力者、地域社会など、多くの要素
を捉えていく

これらを見出すためにも適切なアセスメント
が必要

保育・教育の特性と専門性を活かした支援

21

事例から考える Ⅰ

２歳のＫ君は朝１０時過ぎに、いつも眠そうに父親と登園。
仕事の関係で父親はいつも深夜の帰宅。子どもを登園させること
が、父親の家庭での役割。迎えは母親で、その後は母子二人きり
で過ごす。母親は１０代と若く、一人で家事・育児・仕事に追わ
れている様子がうかがえる。

Ｋ君は父親と朝１０時過ぎに朝食を食べずに登園する。園では
おやつの時間が過ぎてもおやつを用意して待つが、Ｋ君はおやつ
には手をつけず部屋で一人立ちつくしている。その後、子どもた
ちの輪に入り、ただ走り回り、自分の思いが通らないときには乱
暴な言葉を発したり、叩いたりして自分の思いを遂げようとする。

昼食は驚くほどたくさん食べるが、昼寝はできない。夕方にな
るにつれて気持ちと行動が高揚してくるようで、友だちに乱暴な
言葉を言ったり、手を挙げたりする問題が起こっている。

22

・母親との接点が少ないので、担任保育士が、母親
の状況や気持ちを受け入れ困難さを把握する。

・生活リズムの改善に関しては、急がない。様子を
見ながら改善できるところから一つずつする。

・お昼寝の時間は、寝ることを無理強いせず、個別の
時間としてとらえ、心身が落ちつける配慮をする。

・母親の小さながんばりも見逃さずに、褒めて励まし
続ける。

事例Ⅰ について

23

事例から考える Ⅱ

同じ年少クラスにそれぞれの子どもが入園し、お母さん同士、
ＣさんとＤさんはすぐに仲良しになった。双方とも子どもは一人。

年上のＣさんはハキハキした物言いのしっかり者の印象で年下
のＤさんは物静かでおとなしい印象だった。

クラス担任のＡ先生は、そんな二人のお母さんの様子をほほえ
ましく思い、他のお母さんたちと同様の関わりを行ってきた。

二学期に入り、Ｄさんがこれまでと違い沈んだ様子でいること
が多いことに気づいた。それに呼応するようにＤさんの子どもも
元気のない様子で登園を渋るようになる。

三学期に入ると、Ａ先生はＤさんから一通の手紙を受け取る。
内容は、ＣさんのＤさんに対する嫌味や干渉が二学期中続き、限
度を超えていて精神的に参ってしまった、というものであった。
一人で悶々と悩んでいたＤさんが、Ａ先生に勇気を出して相談を
試みた。 24
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・保護者同士の関係が、子どもの心に影響を
及ぼす。

・それぞれの生活圏で生じたことにも保育者は
関わっていかなければならない。

・明確に答えの出ない問題に、根気よく関わる
忍耐力が求められる。

・自分の価値観に引きずられないためにも、
第三者の意見を求めバランスを保つ。

事例Ⅱ について

25

参考図書：

「保育カウンセリングへの招待」 富田久枝・杉原一昭 編著 北大路書房 2007

「保育のための相談援助・支援」 須永進 編著 同文書院 2013

26
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相談援助力向上のための
Reトレーニングプログラム

平成28年1月21日（木）

関西保育福祉専門学校

保育科 川谷和子

ニーズの多様化への
対応と支援体制

ニーズの背景をとらえる

相談に表れている部分（主訴）と
その背景に隠れている部分をどの
ようにとらえるか

生活の文脈で問題をとらえ直す

保護者が自分の語る言葉に隠れて
いる別の問題をとらえる

質問していく力

2

アドバイスが上手くいかないとき

長年その家庭で形成されてきた行為や
価値観がある。

自身の問題を客観的に認識していない
保護者には、的確な質問をする

相談場面で語られる情報を整理しつつ、
背面に潜む感情や価値観、心のメッ
セージをより深く理解していく

3

異なる分野から、相談援助の視点を探る

＜Aさん 80歳代後半 女性＞
＊施設への入所を拒む

・認知症
・被害妄想、幻覚や幻聴がある

・独居である（親類などの身寄りもいない）

・生活保護受給者である

・近隣住民とのトラブルもしばしばある
4

Aさんを取り巻く全ての関係者に現在の状況を
伝え情報を共有した。
・施設の利用（デイサービス／ショートステイ）
に際しての関係者

・生活保護に関するケースワーカー
・地域包括支援センターの職員

＊安否確認
＊衛生面の対処

本来はヘルパーの仕事となるゴミ出しを
ディサービスやショートステイ利用時に、
スタッフにしてもらう。（特例として黙認）

5

本来はできないこと。だが、付加価値として
することは・・・やぶさかではない

⇒ 当然のことながら、利用者の要望は
どんどん出てくるが、それは断った。

ゴミ出しをお願いした理由は、
＊放っておくと異臭がする。
＊近隣への迷惑となり、更なるトラブルに
それを回避するため（位置づけの再確認）

⇒ 何をするかより、何のためにするか、
を考えると、優先順位が決まってくる

6
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関係機関との連携

必要だと思う関係者は、できるだけ
巻き込み関わってもらう

まずは、人とのつながりから

一人で抱え込まない。上司はもちろ
ん他職種の職員とも連携する

することが有りすぎて迷うときは、

なぜそうするのか理由を考える。
7

・できること、できないことの枠を整理

・できることをリストアップする

・優先順位をつけていく ⇒ 消去法

・他者の視点を付け加える

8

一人で責任を抱え込まない

いくら万全の態勢が取れたとしても、
一人で関わるには限界がある。

移動や退職がなくても、職員が病気
で倒れることもある。

そのとき全ての機能がストップして
しまい何もできなくなるというのは
避けたいこと。

一生面倒は見られない。

9

⇒ 関連する組織やキーパーソンがどれくらい
いるかを割り出してみる

⇒ 精神疾患を疑われる場合は、保健師に
相談していくことも必要

⇒ Aさんの場合は一人でいるとき、被害妄想
や幻覚、幻聴が出ていた

ショートステイなど施設に入ると、周りに人がい
るためか安心するので被害妄想や幻覚・幻聴
は出ない。

⇒ Aさんは亡くなられたが、近隣のスーパーの
店員にも見守りや声かけを頼む予定でいた

気にかけてくれる人が、どれだけいるかが大事
10

虐待が疑われるとき
一場面だけを見て判断するのは性急。

何かを感じたときは、他者のアセスメン
トを求める（看護師、事務職員など、

その人をあまりよく知らない第三者）

“何か気になる”と感じた時は、裏付け
を探しながら、担当している者ではなく、
上司などに対応してもらう。

行為を責めるのではなく、加虐者の心理
面をくみ取り、より良い方向性を考えて
対応していく 11

事例検討・意見交換

「子ども虐待と保育園」 保育と虐待対応事例研究会 事例より

12
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リスクマネジメント

対人援助の職場は、事故の発生の
予防、クレーム対応

ヒヤリ・ハット体験に関する改善

対人援助者として、自分自身の

「身体と心のリスクマネジメント」

も考える
13

人と深く関わろうとする姿勢や責任感の
強さがバーンアウトにつながる。

援助者としての心身のリスク・マネジメン
トは、利用者や子ども、保護者に不利益
を与えることを防ぐためにも必要

親子を支えるなど、対人援助者に多い
＊日常業務の中にストレスをやりくり

していく要素が多く含まれる

14

援助者のストレス

ストレスの感じ方は人によって違う

＊「何とかなるわ」

＊「こうあらねば」

＊「○○すべき」

ストレス対処

＊「問題に対処する」 「気分転換をする」

（バランスよく使い分ける）

＊「問題を回避する」

「問題と考えないようにする」

⇒「受けとめ方」でストレスが軽減

⇒ 対処の可能性をせばめる

15

ストレスケアについて
何よりも一人で抱え込まない

上司と他の職員と連携して課題を共有
する

メリハリをつける。オフのときは考え
ない。切り替える努力をする。

時間を区切って自分のための時間をつ
くる。（たとえ10分でも）

即効性はなくても意識しておくだけで
も違う。（消耗感をできるだけ軽減）

違う業界の人と関わる。（同業者はど
うしても話題が近くなってしまう） 16

援助者自身のストレスケア:  例

怒りの感情、苛立ちとのつきあい方

＊自分も相手も大事にしつつ、考えを伝える方法

＊「私」を主語にして感情を表現する

＊見通しを立てる（リスト作り、優先順位、消去法）

リラックス法を身につける
＊呼吸法、首・肩のストレッチ、イメージ法など

解決志向を高めていく（自己効力感）

＊できていることを確認して小さな目標を立てる

自分の受けとめ方の幅を広げる
＊気になることを文字に表し客観的に見ていく

相談者のストレス軽減にも活用できる 17

対応の難しい保護者との関わり①

こわごわ関わらない

⇒「自分を嫌っている」と捉えられてしまう

子どもの好ましい側面を把握する

⇒ 普段から肯定的に表現する

 子どもの問題点が見られたら

⇒ 直そうとしない、わかろうとする

子どものことを考えるほど、援助者は親に
対して願いが強くなる

⇒ 願う言葉であったとしても、相手には

「親としての至らなさ」 のように伝わる
18
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対応の難しい保護者との関わり②
精神的な疾患を持つ保護者

⇒ 疲れやすさを理解する

一度に多くの情報は、何を優先すれば
よいのかわからない

⇒ 必要なことを簡潔に伝える

新たな人や新しい場面が苦手

⇒ 関係に慣れた人が橋渡しをする

受診につなげる必要がある場合

⇒ 否定されても、子どもの生命や安全が

脅かされる場合は、児童相談所と連絡

を取り必要な介入と支援を行う 19

対人援助職の難しさと楽しさ

自分をしっかりさせた状態で、仕事
に臨むことは、どの職場でも言える
が、特に対人援助の場合は、できる
だけ関係者と課題を共有する努力を
して心理的負担の軽減を心がける。

深みにはまると、どんどんしんどく
なる仕事でもある。一方でその人の
ことをよく知れば知るほど、関わり
が変わってくるおもしろさもある。

20

全ての人に当てはまる良い方法
というのはない
＊一人の関わりだけで上手くいくという
こともあまりない

＊連携は、顔の見える関係から始めていく
＊社会資源の情報収集を心がける

場合によっては、流れていくの
を見ているだけの時もある

＊保護者との共通理解の難しさ
＊「認めたくない気持ち」の理解
＊戻ってこられたときに受け入れられる

ことが大事 21

参考図書：

「子どもとかかわる人のためのカウンセリング入門」 西見奈子 編著
萌文書林 2010

「子どもの育ちを支える教育と医学」 教育と医学の会 編集

慶応義塾大学出版会 2016

児童心理 「難しい親」への対応 2014年4号臨時増刊
金子書房

「子ども虐待と保育園」 保育と虐待対応事例研究会 編
ひとなる書房 2004

22
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―リスクマネジメント―
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リスクコミュニケーション

2015年11月20日(金)

関西大学 広瀬幸雄

関西国際大学
中核的専門人材養成プログラム

今日の講義内容

 リスクコミュニケーションとは何か

個人的リスクと社会的リスクについてのリスクコ
ミュニケーションは異なるのか

震災がれき処理のリスクコミュニケーションとは

震災がれきのリスコミのゲームを体験する

ゲームからリスクコミュニケーションの課題を考
える

2

リスクコミュニケーションとは？

リスクとは？

リスク・コミュニケーションとは？

以下ではリスコミと略称

リスクのコミュニケーションに関
わるひとは？

3

リスクとは何ですか？

望ましくないこと（危険）がおきる不確かさ

望ましくないこと（危険）の大きさ：生命・健康・
財産など大事なものを損なう程度

危険がおきる不確かさ：危険な事態にであう
恐れの見込み

危険の大きさ×発生の見込み

 それでは、放射能汚染のリスクとは？
4

放射能リスクとは？

放射線被曝による健康被害の恐れ

危険の大きさ：放射線被曝による甲状腺・白
血病などの発ガンによる健康被害・死亡

危険の不確かさ：発ガンによって死亡する可
能性

 それでは、放射線汚染のリスコミとは何を伝
えるの？

5

ＩＣＲＰ(国際放射線防護委員会)による
放射能リスクの情報

福島原発事故による放射線被曝がどれ程健
康リスクを高めるか

生涯で通算１００ミリシーベルトの放射線を新
たに被曝すると

がんによる死亡の確率は0.5パーセント上乗
せされる

 このリスクの情報は市民にどう伝わり、どう理
解されたか？

6
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専門的な数値情報は市民に
理解されるか？

一般の人は、リスクを「被害の甚大さ」と「不確
かさ」の２つの心理的ものさし(尺度）で評価す
る（Slovic,1987）

数値情報だけでは理解が難しい。では？

 「ただちに人体への影響を及ぼすものでない」
と、政府はリスクを発表したのは適切か

影響がないのなら、何の対処もいらない？

将来にどのような影響があるのか？

7

リスコミとは何を伝えること？

現在あるいは将来にリスクに晒される恐れの
ある市民にそのリクスについての情報を伝え
る

 だけではない

 リスクに晒されている市民がリスクを避けたり
軽減したりするのに必要な対処の仕方を伝え
る

 それも必要

8

リスコミで、なぜ対処の仕方を伝える
ことが必要か？

 ジャニスとマンによる意思決定の葛藤理論によ
れば

 人はリスクが迫っていても、有効な対処が見つ
からないと

 リスクはそんなに大きくないと希望的に判断を修
正したり、

 今までの行動に固執したりする

 リスクの大きさを伝えるだけでは、リスクへの適
切な対処を妨げることになる

9

放射線リスコミとは？

放射線による健康被害に晒される恐れのあ
る市民に放射線のリクスの情報を伝える

 それだけではない

 リスクに晒されている市民がそのリスクを避
ける対処の仕方（計測、除染、食品選択、避
難など）を伝える

 それも必要

10

放射線の電話相談の現場では

放射能の問い合わせ窓口や健康相談ホット
ライン

問い合わせの内容：放射線、健康への影響、
食べ物、生活の仕方、避難、除染、など

質問の時間的な変遷：放射線のリスクの大き
さから、対処の仕方へと変化した

大澤英昭（2012）日心大会発表資料
11

放射線のリスコミのポイント

専門用語など理解しにくい放射線リスクを伝
えることの難しさ

低線量被曝など専門家で異なる考えがある
ことを含めた情報提供の難しさ

放射性物質がいやで気持ち悪いことの理解
を相談相手と共有することの重要さ

生活の仕方、健康管理、除染など、住民自身
ができる対処を伝えることの重要さ

大澤英昭（2012）日心大会発表資料 12
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リスコミでは誰が誰に伝えるの？

 コミュニケーションの伝統的な考え方

 コミュニケーションには３つの要素がある

情報の送り手、情報を送る媒体（メディア）、
情報の受け手

 リスコミの送り手とは？

 リスコミの受け手とは？

13

リスコミでの受け手と送り手

 リスコミの受け手とは？

現在あるいは将来にリスクに晒される恐れの
ある市民や問題当事者

 リスコミの送り手とは？

 リスクについて正しい知識を持っている専門
家や行政

 ではなぜリスクコミをするの？

14

送り手は何のために
コミュニケートするのか？

 リスクを伴う技術を開発する技術者や導入す
る行政が、科学技術のリスクが小さいことを
市民に説得するためではない

人々が健康、安全、環境のリスクを知り、自
分で対処を判断できる情報を提供するため

送り手にはその情報を伝える責任・義務・役
割がある

15

受け手は何のために
コミュニケーションするのか

人々はリスクを伴う技術を選んだり受け入れる
べきとの指示をうけるためではない

人々はリスクを回避・軽減する費用や対処の
効果について簡単明瞭な知識が必要

 その知識を参考に、技術で自分が望むベネフ
ィットが得られ、技術によるリスクは許容できる
かを選択できるため

受け手には、リスクを知る権利・義務がある

16

望ましいリスコミはいつも同じだろうか

 個人的にリスクに対処できる場合のリスコミとは？

たとえば喫煙や肥満のリスク

放射能汚染なら食品選択など消費の問題

 社会的にリスクに対処が必要な場合のリスコミとは？

たとえば、地震や鳥インフルエンザのリスク

放射能汚染では地域の除染や瓦礫処理施設の問題

 それぞれで望ましいリスコミは同じでない
（Morgan et al.,2002）

17

個人的対処での望ましいリスコミ

個人で対処が可能な場合には

人々には時間と注意が限られてのを認めた
上で、彼らのリスクの理解を助けること

市民はリスクの専門家ではないのだから（い
つもそのことを考えてはいない）

市民が自分の言葉でリスクを納得して、自分
で対処できるためにリスコミをする

18
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社会的対処での望ましいリスコミとは

社会的対処が必要な場合

人々がリスクの知識を深め、社会全体として
リスクが伴うことを許容・受容すべきかを評価
できるよう助けること

自分のリスクの考えを反省し、他人の考えが
なぜ自分と違うのかを理解する必要がある

社会的合意のための正確な知識に基づいた
議論に市民が参加できるから

19

リスコミと対処の社会的合意

 リスクの正確な情報を専門家や行政から市民や
問題当事者にわかりやすく伝えることだけでい
いだろうか？

 リスクの大きさの判断が専門家間で分かれると
きはどうすればいいだろう？

 リスクの脆弱性が異なる人がいる時、みんな同
じ対処を望むだろうか？

 人々の間でリスクやその対処の認識が違うこと
もある

 リスクへの社会的対処には何らかの合意形成が
必要！

20

リスコミの包括的な定義とは？

 リスク対処の合意形成に向けて、市民と専門
家、市民と行政の相互の理解を高めるため
の双方向のコミュニケーション

21

事例としての震災がれき処理問題

震災がれきの受け入れ処理は社会的リスク
と考えられる

 この社会的なリスクへの対処にも地域全体で
の合意が必要

 そのためのリスコミが必要となる

総論としてがれき処理に賛成しても

各論としてがれき受け入れに反対という問題

行政と市民での合意の難しさ
22

東日本大震災による災害廃棄物

東日本大震災、特に津波被害によってがれ
きなどの災害廃棄物が大量に発生

被災地の復興を進めるため、迅速な処理が
不可欠だが、被災地だけの処理では困難

23

災害廃棄物への政府の対策

平成23年8月、廃棄物の広域処理を推進す
るため、災害廃棄物処理特別措置法を制定

翌年3月に都道府県と政令指定都市に、放射

性物質が不検出または低く、安全性が確認さ
れた岩手県及び宮城県の災害廃棄物の一部
の処理受け入れを要請

24
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震災がれきの広域処理に
総論として賛成

25

各論としての受け入れの是非

がれき処理を受け入れてたのは東京都、大
阪府、島田市、北九州市など少数

検討した多くの市で住民の反対から受け入れ
が進まなかった

受け入れを考える行政と反対する住民の間
で共通の理解が得られなかった

がれき処理の受け入れについてリスコミの必
要性

26

がれき処理受け入れのむずかしさ

 NIMBY（迷惑施設問題）としてのがれき処理

国民世論として賛成、受入れ市民として反対

受入れの行政、施設近隣住民の反対

安全性基準の不明確さと政府政策への不信

がれき忌避についての様々な心理

27

がれき受け容れのリスコミのゲーム

がれき受け容れに住民はなぜ反対するのか

 その理由や背景は何か

行政は説明のためにどのような情報や手続
きが必要だろうか

行政と住民が共通の理解を得るために、何
が問題かを探る必要がある

 そのために、リスコミのゲームをしてみよう

28

リスコミ・ゲームの手順
 行政と住民の役割チームに分かれ、行政説明カー
ドと住民反対カードを配布

 リスコミのアイデアを考えて、カードに追加記入

 違う役割のひとペアになり、行政は受け容れの必要
性を説明

 住民は、1番目の反対理由を自分から述べるが、そ
れ以外は答えなくてもよい

 行政は相手の反対の理由や事情を理解し、それに
応じた説明をする

 住民は行政の説明に納得すれば了解し、納得でき
なければ了解できずとして、リスコミを終わる

 それぞれ相手と役割を替えて、同じ手順で行う
29

リスコミゲームの流れ（３０分）

説明・反対カードのアイデアの検討 ３分

①説明の追加情報の検討

②反対の理由・属性の検討

 1回目のリスコミ ８分

役割を交替して、説明・反対カードのアイデ
アの検討 ３分

 2回目のリスコミ ８分

 リスコミの後のフィードバック ８分
30
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カードのアイデアの検討

説明の具体的内容を考える
①どんな情報を提供すれば理解が得られるの
かを考える

②なぜ反対されるのかの理由や背景を推測する

説明に了解できない理由を考える
①各自の反対カードの理由や背景から、なぜ反
対かを説明できるように考える

②各自のカードに反対の理由を追加する

31

リスコミで住民になったら

まず、がれき受け入れが自分にとって我
慢できないことを伝える

次に、行政の説明をよく聞いてみる

相手の言っていることで、良く分からな
い点、おかしな点があれば、たずねる

相手が自分の事情を考慮して、それに
適切な説明をするまで、行政の説明に
抵抗する

32

リスコミで行政になったら

相手の反対をまずは最後までよく聞い
てみる

その後で、行政が受け入れを進める理
由を聞いてもらう

相手が反対する理由や事情を、失礼に
ならないようにできるだけ聞き出す

相手の理由や事情に応じて、その不安
や不満を解消するべく、丁寧に説明を
追加する 33

リスコミの後のフィードバック
 行政役グループ

①相手の住民の反対の理由や背景は何かを報告
する

②反対の理由や背景が正しいかどうかたずねる

 住民役グループ

①行政役の挙げた住民の反対理由が正しいか
コメントする

②行政役の受け容れの説明で納得できたこと、
できないことについて相手にコメントする

34

ゲームの振り返り
住民に納得してもらえなかったのは、どのような理由や
背景からだったか？

 説明しながら住民が抱えている問題を理解できたか？

説明する行政になって、相手に納得してもらうにはどの
ような説明が必要かについて理解が深まったか？

反対する住民の立場になって、反対する理由や背景に
ついて理解が深まったか？

行政の説明を受ける立場になって、がれき受け入れ反
対の理由について考えを変えたことはあるか？

説明を受ける住民になって、納得するのにどのような説
明が必要かについて理解が深まったか？

役割を交替して、新たに気づいたことはどんなことか？35

実際のゲームでは８人の異なる住
民を設定していたが、なぜ？

受け入れに反対という立場は一緒

 でも、反対の理由は異なっている

反対理由の根拠となるのは、それぞれの個
人的事情や環境の知識・態度

行政は、それぞれの住民の内的情報につい
ては知らずにリスコミをはじめる

36
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リスコミがうまくいかない理由

 リスコミの送り手は、受け手の文脈（コンテキ
スト）は同じだと誤解している場合がある

送り手と受け手が異なるコンテキストで会話
すると誤解が生じる

 それぞれのコンテキストを理解しなければ、リ
スコミもうまくいかない

 コンテキストは個人的情報（プライバシー）と
関連するので、相手から入手するのは困難な
ことも多い

37

リスコミでの共感とは

送り手は、受け手のコンテキストを理解しなけ
れば、適切なリスコミはできない

受け手のコンテキストでとる視点から、リスク
がどう見えるかを知ることが必要

 リスコミで相手の話を聞いて共感するとは、
相手のコンテキストを理解すること

相手に共感する態度がないと、個人的情報を
開示することは少ない

38

リスコミでのコンテキストの重要性

賛否の態度は個人によってそれぞれ異なる
コンテキストから形成される

賛否の態度を変容するよう働きかけるには、
相手のコンテキストを知ることが重要

 リスクの脆弱性など個人的背景は異なること
が多い

異なる相手には異なるリスコミが必要となる

39

今日の講義のまとめ

 リスコミとは、リスク対処の合意形成に向けて
、市民・専門家・行政の相互の理解を深める
双方向のコミュニケーション

個人的リスクと社会的リスクでは、望ましいリ
スコミが異なっている

震災がれきのリスコミゲームの目的は、行政
と住民が共通の理解を得るために、何が問
題かを探ること

送り手と受け手のコンテキストが異なると、リ
スクの共通の理解はむずかしい

40

参考資料

 広瀬幸雄（２０１３）「震災がれき受け入れ是非のリスコミの
ゲームシミュレーションの作成」 、財団法人科学技術融合振
興財団平成２３・２４年度助成研究成果報告書

 広瀬幸雄（２０１４）「リスクガヴァナンスの社会心理学」 、
ナカニシヤ出版

41
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保育所等における
リスクマネジメント

平成27年11月30日
尼崎市こども青少年局
保育指導担当 衣笠 康子

平成27年度⽂部科学「成⻑分野等における中核的専⾨⼈材養成等の戦略的推進」委託事業
「相談援助⼒向上のためのReトレーニングプログラム」

リスクとは

・ 危険、危険度

・ 予想通りにいかない可能性

・ これから起る可能性

・ 常に存在するもの

※ リスクを減らすことはできるが、ゼロには

ならない

2

リスクとは当たり前を疑うこと

・ いつでも どこでも 誰でも なんでも

起こりうること

※ まあ大丈夫！これぐらいはいい！

これが最大のリスクである

3

具体的には

・ 遊びの中で

・ 給食時の誤食

・ 職員がブログにアップ

※ ちょっとした隙間に起こる。

私たちが気をつけることとは。

4

公立保育所の取組

・ 研修の実施

・ 安全委員の設置

・ 月1回ヒヤリハット事例について検討・報告

・ ケガで通院の場合

（事故発生記録票の作成）

※ 重篤な事故の場合、特定教育・保育施設等における事故の

報告を市を通じて県、国に提出

5

日常の安全管理（セーフティマネージメント）

・ 事故防止対応指針

（未然防止、事故後の対応）

・ マニュアルの作成

・ ヒヤリハット事例（インシデント）の

記録と分析

・ 安全点検の実施

6
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リスクと安全

・ 消極的安全

リスクの回避・リスクの削除

・ 積極的安全

リスクを予想し取り入れていく活動

7

保育における
リスクマネージメントの基本理念

・ 安全はすべてに優先する

・ しかし、安全にばかり傾倒し、保育の質の
低下を許容するものではない

・ 保育の質を高めることが、安全を担保する

・ 保育の中に安全教育を取り入れる

・ 安全の確保は保育の内容の一つである

8

保育所保育指針から

第5章 健康及び安全

（2）事故防止及び安全対策

事故防止マニュアルと事故予防

・ 日常的な事故予防

・ 子どもの発達との関係

・ 保育体制

・ 事故が生じた場合

・ 保護者への説明
9

事故防止対応指針には

・ 未然防止の取組み

・ 事故への対応

・ 再発防止のために

・ 事故後の公表

10

保育所での具体的なリスク

・ 集団感染 ・ 不適切な養育

・ けが ・ クレーム

・ 害虫、動植物 ・ 近隣トラブル

・ ＳＩＤＳ ・ 無断外出

・ 個人情報の取扱 ・ 与薬間違い

・ 不法侵入

11

リスクに対応していくためには

・ 職員間のコミュニケーション

・ 情報の共有化

・ 苦情処理への取組

・ 保育の質の向上

12
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まとめ

・ 保育は常にリスクと隣り合わせである

・ リスクを意識化し、対応を考える

・ 「気づかない」「これくらい」の無関心が最
大のリスクである

・ 安全とは保育が従来から大切にしてきた
ことである

・ よりよい保育と質が最大のリスクマネージ
メントである

13

参考資料

大阪教育大学 小﨑恭弘 尼崎市保育所職員専門研修資料

14
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施設における対人トラブル

苦情のレベル

• １要望のレベル

• ２請求のレベル

• ３責任追及のレベル

2

要望のレベル

• 法的な責任を伴わない

• 本人の意向のレベルの主張

• もっとサービスがこうだったらいいのに、

のレベル

• 事業者が得話と利用者の間に信頼関係が

ある状態のなかで出てくる

3

請求のレベル

• 法的責任を伴う権利の主張

• 「契約上こうすべきだ！」という苦情

• これもまだ、事業者と契約者の間に信頼関係
が残っていると言えば残っている状態

4

責任追及のレベルの苦情

• 法的責任が生じてしまった後の苦情

• 利用者と事業者との信頼関係は失われつつ
ある状態、あるいは失われてしまった状態

• 施設としては非常にまずい状態

5

苦情を申し出る人のタイプ

• 病理的苦情申し出者＝クレーマー

• 生理的苦情申し出者＝相性が悪い

• ボーカルサポーター

• サイレントサポーター

• トーカー

• ウォーカー

6

2016年1月19日(火) 18:30～20:00

関西国際大学　松本 恵美子
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病理的・生理的苦情に対して

• 毅然とした処理・対応が必要

しかし

• 面倒と感じる苦情をなんでもクレーマーにして
しまっていないか？

• 相性が合わない、何をしても何を言っても文
句しか言わない・・・で単純に割り切ってしまっ
ていないか？

7

ボーカルサポーター

• 思っていることを口に出してしかりと意見を言
うことで、応援をしてくれる人

• このタイプの人の苦言は貴重な情報として受
け止めるべき

• 何に対して不満があり何をすれば満足であっ
たのかを正当に評価して伝えてくるので、ク
レーマーと混同しない

• 特に利用者の家族に多くいてもらう方が良好
な施設経営が可能になる

8

サイレントサポーター

• 口には出さないが、陰ながら応援してくれる。
満足の度合いがこちらにはわかりにくいが、
満足している間は離れない。

• 不満が重なるとサポーターではなくなり離れ
ていく

• 見守りではなくなることで意思表示

9

トーカー

• 苦情をはっきり表明する人

• 日本人には少ないタイプ

• 対応が困難かもしれないが、しっかりと対応
することで、サポーターにもなりうるタイプ

10

ウォーカー

• 不満や苦情がありながら歩み去ってしまう人

• 聞いてももう結構、仕方がないとあきらめる

• あきらめたような言動が返ってきたときには、
その裏に潜む要求をくみ取るべき

11

• 必ずしも苦情が妥当なものとは限らない

• しかし相手がこちらの言動を不当で失礼だと
感じているならば、それがその事に関する現
実なのだから、一度は受け止めて調査してみ
る必要はある

12
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苦情発生の条件

① 相手に選択権がない

② 相手が期待していることとこちらが課題に

していることが違う

③ 相手の期待を無視する

リスクマネジメントの観点から見ると、リスクを予防
リスクを拡大しない入るが必要

13

苦情対応スキル

ＨＥＡＴスキル

Ｈｅａｒ（相手の言い分をよく聞く＝傾聴）

Ｅｍｐａｔｈｉｚｅ（言い分を理解し感情を受け止め

共感する）

Ａｐｏｌｏｇｉｚｅ（そういうことが起こったことにきちん

と謝罪する）

Ｔａｋｅ ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ ｆｏｒ ａｃｔｉｏｎ

（その問題の解決に対して責任を示す）

14

• 苦情対応スキルは一朝一夕に身に付くものでは
ない→常に研修を実施する必要

• その場の思いつきはＮＧ

• 対応者によってばらつきがあることもＮＧ

→マニュアル化が必要

→常にマニュアルの更新が必要

→組織として作成し一定のクオリティを持つこと

が必要

15

苦情対応の原則

苦情3変の原則

要素を変えることで、冷静に苦情対応スキルを
発揮できる条件が整う

①人を変える

②時を変える

③場所を変える

16

苦情申し出人との関係保持のために

• 問い合わせや苦情を寄せている相手に対す
る権利の尊重

• 公平性の維持

• 問い合わせ・苦情対応の透明性の確保

• 苦情申し出人に対する支援

• 問題の弁院の是正と予防措置

• 記録

17

第三者性
情報公開

苦情解決

苦情処理 苦情解決

公平性
応答性
容易性

・
・

公正さ・・・・・・
透明性・・・・・

公平性
応答性・・・・・
容易性

・
・

リスクマネ
ジメント

18
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対等性確保の支援

措置 対等性

一方性 対等性

情報提供制度

成年後見人制度
地域福祉権利擁護事業

苦情解決制度

2つの不均衡
情報力
判断能力

19

苦情解決制度の機能

①権利侵害予防機能

②権利侵害救済機能

③リスクマネジメント機能

20

虐待問題

• 通報が入ると事実確認をしなければならない

• しかし虐待事件というのは事実が隠ぺいされ
ているからこそ虐待が生じる

• 事実の隠ぺいがかなり有効にできるから起こ
る

• 調査権限、制裁権限を調査機関が持たされ
ていないと有効に機能しない。そこの困難さ
がある

21

人への情報提供

１ どのような情報をどのように受け取るのか

２ どのように告げられ、説明されるのか

３ 一番知りたいことについて十分に説明を受けること
ができたか

わからない情報を提供することほど

人を混乱させることはない

22

人に対する支援

説得は納得ではない

頭で解っていても

気持ちが納得しなければ

何も受け止めてはくれない

23

人の気持ちを動かす３要素

納得

共感理解

24
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人への支援

援助者のスタンス

相手に関心を持つ

従わせようとしない

聴こうとする

変えようとしない

変わろうとする

25

人への支援

限りなく寄り添う

『あなたには解ってもらえない』
この言葉はメッセージ

↓
わかろうとする姿勢を求められている

関心を持つこと・想像力を駆使すること
で限りなく接近できる

26

肯定言葉の引き出しをたくさん持とう

次の褒め言葉と同じ言い回しを１０個あげてくだ

さい

一生懸命やっているね

① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

27

マイナス表現・プラス表現

次の言葉をプラス表現に変えてください

①頑固・・・

②おしゃべり・・・

③でしゃばり・・・

④自分勝手・・・

⑤愚図・・・

⑥もう５分しかない・・・

28

人間援助と人間理解

人を援助するということ＝人間理解

↓
人を援助する人＝人間理解のエキスパート

人間理解は人を援助する実践において様々な

人に出会い深くかかわることによって深められ

る

29

権利としての対人援助

対人援助は特別な人に対して行なわれる特殊

な援助ではなく、全ての人たちが当たり前に出

会う生活上の困難に対して、必要に応じて利用

すべきもの

対人援助は恩恵ではなく全ての国民の権利

30
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印象の重要性

第一印象

→目・口・鼻などの顔つき、服装、体型などの身
体的特徴から相手を理解しようとする。つまり

身体的特徴から心理的特徴を理解しようとす
る

相手を積極的に理解しようとする働きの結果で

ある『第一印象』がその後の相手に対する評価

と接し方を決定するとさえ言われる

31

援助関係の特質

一般的援助関係

自然に知り合い、支えあう関係

専門的援助関係

援助サービスを必要とする人たちの
ニーズに基づく援助関係

32

専門的援助関係の特殊性

①期間 一時的または限定された期間

②場所 援助機関またはクラエントの生活

場面

③焦点 援助の主体＝焦点はクライエント

④クライエントの多様性 性別・年齢・社的

階層・職業・生活経験

⑤援助の終結 時期の不透明性

33

専門職業的対人関係

• ラポール＝絶対的信頼関係

フランス語『調和のとれた親密な関係』

受容的態度

非審判的態度 → ラポールの形成に

傾聴 必要な要素

秘密保持

34

援助者の自己覚知

• 他者を理解できる前提

＝援助者自身が自分をよく知っていること

ウェグシャイダー

「援助者自身のクライエントに好かれたいという
ニードが強く、そのために言うべきこともいえ
ない場合がある」

35

バイスティックの7原則

クライエントの欲求 → 原則名

①個人として扱われたい

→個別化の原則

②感情を豊かに表出したい

→感情の意図的な表出の原則

36
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バイスティックの7原則

③問題に対して、感情に流されず、共

感的に応答してもらいたい

→統制された情緒関与の原則

④価値ある人間として承認され、扱わ
れたい

→受容の原則

37

バイスティックの7原則

⑤裁かれたくない →非審判的態度の原則

⑥自分自身で選択と決定をしたい

→クライエントの自己決

定の原則

⑦自己の秘密を守られたい

→秘密保持の原則

（バイスティック 『ケースワークの原則』

誠心書房より）

38

聴いてもらってないと感じる態度①

• 会話をさえぎった

• キョロキョロした視線

• 面接者が一人でまくし立てた

• 情動に少しも注意を払わなかった

• よく聴かなかった

• クライエントに反論した

• 助言を多く与えた

39

聴いてもらってないと感じる態度②

• 時々退屈している様子を見せた
• だらしない姿勢で聞いた
• 共感を少しも示さなかった
• 軽く振舞った
• いい加減な態度をとった
• 関心を示さなかった
• 常時床に視線を落としていた

Ｄ・デバンス

『面接のプログラム学習』より

40

傾聴－アクティヴリスニングー①

Ⅰ 聴く姿勢のポイント

• 話しやすい雰囲気を作る

• 思い込み先入観で話をさえぎらない

• 話の内容を整理しながら聞く

41

傾聴ーアクティヴリスニングー②

Ⅱ 効果的な相槌の打ち方

• 相手の話をさらに進める相槌

→「はい」「へえ・・・」「なるほど」

• じっくり聴いている相槌

→リピート・言い換え

• 共感を示す相槌

→同調の感情表現

42
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人を褒める

• タイミングよく褒める

• 具体的に褒める

• 褒めるに値する言動を見逃さない

• 相手の性格を考慮して褒める

• 心からの言葉を口にし、態度表情に気持ちを込める

• 相手が褒めて欲しいポイントを探る

• 期待をかけながら褒める（褒め殺しにしない）

• 当たり前のことでも褒める

• 喜びを伝える

43

人が失敗したときに

• 人前で失敗に関する話をしない
• 感情的にならない
• ネチネチ話さない
• 事実を押さえて
• 苦言を呈している理由を明示する
• “思い出し叱り”をしない
• 相手の人格を否定しない 穏やかな表情
• 理詰めで追い詰めない 柔らかいトーンの
• タイミングをはずさない 言葉
• 表現に注意する 最後に激励

44

情報の伝わり方

メーラビアンの法則

ー人はどのように情報を選択するのかー

• デジタル情報（言葉・内容）

７％

• 音声情報（声のトーン・リズム・スピード）

３８％

• 視覚情報（表情・身振り・服装）

５６％

45

説明のポイント

• 事前整理

→重要な事項を３～５項目にまとめる

• 強調 →①メリハリをつける（強弱・イントネー

ション・スピード）

②今伝えていることが重要であると

はっきり言う

③繰り返して言う

④メモを促すか、メモを渡す

46

心を理解する

子供の気持ちを代わって言葉で表現してやる
①子｢私の亀が死んじゃった」
親｢ああそう。それはショックだね」

②子｢亀さん、私の友達だったの」
親｢友達がいなくなるのって、悲しいよね」

③子｢芸も仕込んだのよ」
親｢二人で楽しかったんだね」

④子｢毎日えさをやってたの」
親｢君は本当にかめのこと気にかけて、大好きだっ

たんだね」

47

相手の気持ちを否定しない

今のこの気持ちを理解し、受け入れる（受容）

①子｢私の亀が死んじゃった」

親「そんなに悲しまないで」

②子「－－－」(しくしく泣き始める）

親｢泣くのはやめなさい。亀のことぐらいで」

③子「わーん、わーん」（大泣きを始める）

親「やめなさい。別の亀を買ってあげるから」

④子「わーん、別の亀なんか欲しくないよお！」

親「もう！わけのわからない子だなあーー！」

48
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自己決定の力を導き出す①

①子「新しい鉛筆を誰かに盗られちゃったの」
親「まあ！」

②子「トイレに行くとき机の上に置いといたの」
親「ふーん」

③子「鉛筆盗られたの、これで3回目ーーー」
親「あらあら！」

④子「わかった！これからは席を離れるときは鉛筆を
机の中にしまうことにする」

親「そうね」
相手の心に共感しながら相槌を打つだけで、相手に自分の考
えや気持ちを探らせることができ、相手は自分で解決方法を見
つけ、行動を決定できるようになります

49

自己決定の力を導き出す②

やたらアドバイスをしないで。人は誰かに質問されたり、責めら

れたり、アドバイスされたりしているとき、明確にあるいは建設

的に物事を考えるのは、難しいもの

①子「新しい鉛筆を誰かに盗られちゃったの」

親「自分で失くしたんじゃないの？」

②子「違う！トイレに行くときは机の上にあった」

親「あのね、何でも置きっ放しにしたらどうなると思う？いつも
大事なものは机にしまいなさいって言ってるでしょ？少しは
反省しなさい！」

③子「もうほっといてよ！」

親「生意気言わないの！」
50
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虐待事例（施設・家庭）
と外部連携

2016年1月26日(火) 18:30～20:00

関西国際大学　松本 恵美子

虐待とは

虐待を繰り返す親たちには共通した心理状況が

ある → 怒りの解消＝屈折した心理

怒鳴り声をあげる、脅かすなどの行為

↓
子どもを怯えさせることで親の自尊心を維持しよう
とする気持ちや自己満足が下敷き

子供たちは代償

ここまで傷ついている親の自尊心はどうやって生
み出されるのだろう？

2

虐待とは

本来養育とは子どもたちの心や体が健やかに
発達するように導きケアする行為

虐待は子どもの心身の成長を妨げるもの

養育という本来の目的からかけ離れたすべて
の行為や不適切な接し方が虐待の本質

3

虐待とは

• しつけと虐待の違いは、親の言い分ではなく、
親の行為の及ぼす影響で判断する

• 親がしつけと思っていても、その行為が子ど
もの心身を傷つけるものであればそれは虐
待

• ケアやフォローが不十分な“しつけ”は子ども
にとっては虐待

4

虐待を受けた子供
－身体的影響－

①暴力によって痣が出来たり出血したり

②肋骨にひびが入ったり、手足を骨折したり

③頭部・腹部は外傷が目立たなくても致命傷に

なる場合も

④心理的虐待やネグレクトの結果の発育不全

（低身長・低体重）

5

虐待を受けた子供
―知的発達への影響―

• 被虐待児の多くに知的発達の遅れがあること
が報告されている

• 同様に“自閉脳”の存在も指摘されている

• 不適切な環境下におかれることで、脳の中枢
神経の発達に影響を及ぼすことが推測され
ている

6
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虐待を受けた子供
―精神面・心理面への影響ー

• 虐待が常習化する中で、大人は全て敵と言っ
た他者認識に歪みを生じたり、「自分はいけ
ない子だから親が叱るのだ」といった自己認
識に歪みを生じたりする

• ＰＴＳＤを生じさせる

• 対人恐怖症、多重人格、不安症、抑うつ状態
などの精神症状や心理的反応を引き起す

7

虐待を受けた子供
－行動面への影響－

• 「暴力は暴力を産む」

• 自分より弱いものいじめ（暴力的態度で、接
する）

• 無視や放置をされた心の空虚さを埋めるため
に万引き、過食、アルコールや薬物への依存
などに走りやすい

8

虐待を受けた子供
－情緒面への影響－

• 感情のコントロール障害が出やすい

• 切れやすく、いかりの爆発（アンガーコント
ロールができない）、破壊的な行為・行動（パ
ニック）が目立つ

• 自傷行為が出ることも

9

虐待を受けた子供
－虐待の世代間連鎖－

• 被虐待児が大人になり、自分の子どもに対し
て虐待を行ってしまう“世代間連鎖”が起こる

• 一人でも信頼できる大人に出会うことで、世
代間連鎖を断ち切ることができると言われて
いる

10

集団生活のなかでのサイン

学校・幼稚園・保育園・学校・

児童館・放課後後児童クラブ等

登園・登校時のサイン

• 表情が乏しく、教師や周囲の呼びかけに反応
しない

• 不自然な傷がある

• 傷を隠す

• おどおどして落ち着きがない

• 教師と目を合せない

• 無断欠席や長期の欠席が多い

• 服装が前日と変わらない

12
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給食時の様子

• 給食の時間に登校・登園する

• 食欲がなく給食をよく残す

• いつも腹を空かせており、せわしなく大量に
食べる

13

授業・保育中の様子

• 机の周りや中が汚い
• 忘れ物が多い
• 授業を抜け出すことが多い
• ぼーっとしている
• 落ち着きがない
• 教師・保育士の顔色を疑い、接触を避ける
• 誰彼なくべたべたし、対人的な距離感がない
• 大声を出したり、乱暴を働く
• 急に成績が落ちる

14

生活場面や放課後の様子

• 午睡の時に寝付けない
• 教師や保育士を独占したがる
• いつも薄汚れた服を着ている
• すぐにカッとなる
• 他人をしつこく攻める
• 他人に乱暴をする
• 乱暴な言葉づかいが多い
• 動物虐待をしたりする
• 一人でいる事が多い
• 中々下校したがらない

15

家庭訪問時の様子

• 訪問しても、不在が多い

• 自宅に上げたがらない

• 家の中や周囲が乱雑で汚れている

• 教師・保育士との面談や保護者会などを無視
する

• 子どもと親が目を合せない

• 子どもの扱いが乱暴である

16

健診審査の場で

保健所・医療機関・幼稚園・

保育所・学校など

乳幼児の様子

• 異常に発育が遅れている（低身長・低体重）

• 説明のつかない痣や傷（火傷や出血斑がある）

• 身体が垢だらけであるなど汚れている

• 表情が乏しく笑わない

• ことばの遅れが見られる

• 歩行開始の時期が遅い

• 親に甘えようとしない

• すぐに泣いたり、暴れたりする

18
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児童・生徒の様子

• 不審な痣や傷（火傷や出血痕）がある

• 教師や医師の顔色をうかがい、おどおどして
いる

• 異常に痩せている

• 栄養状態に問題がある

• 身体や衣類の清潔が保たれていない

• 医師や保健師の質問に答えたがらない

• 暴れるなど反抗的な態度を示す

19

親の様子

• 疲れた様子でイライラしている

• 子どもを抱いたりあやしたりしない

• 妊娠・出産を喜んでいない

• 人前にもかかわらずひどく子どもを叱る

• 子どもを拒否するような態度・言動が見られ
る

• 偏った育児の考え方やしつけが見られる

• 年令にふさわしくない食事を与える

20

• 食事を用意していない

• 育児に関して言い訳が多い

• 健診を受けない、受けさせたがらない

• 配偶者を非難する

• 親の行動を優先する

21

近隣や地域のなかで

民生委員・児童委員・児童館
・放課後児童クラブ・

子育て相談センター・町内会
・保健所等

乳幼児の様子

• おびえた泣き方をする
• 不自然な痣や傷がある
• 特別な病気がないのに低身長・低体重状態
• 予防接種や健康診断がまだ
• 不自然な時間に出歩いている
• 身体も衣類も常に薄汚れている
• 他者に乱暴な言動が多い
• 家にいるのかいないのかわからない
• 周囲の大人の顔色をうかがう

23

児童・生徒の様子

• 子どもの悲鳴、ぶつかるような音、叩く音などが
聞こえる

• 不自然な痣や傷がある

• 傷や家族のことで、不自然な答えが多い

• いつもおどおどしている

• 嘘がおおい

• いつもお腹を空かせている

• 家に帰りたがらない

• 基本的な生活習慣が身に付いていない

24
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• 年齢不相応な性的な言葉や行為が見られる

• 夜遅くまで遊び歩いている

• 性的なことで過剰な反応を示したり、不安に
なる

• 万引きなどを繰り返す

25

親の様子

• 家の周囲や部屋が乱雑で汚れている
• 「子どもがなつかない」など避難的な言葉が多い
• 夫婦げんかが多い
• 子どもの年齢に不相応な厳しいしつけをする
• 子どもを放置してよく外出している
• 子どもが泣いていても放置している
• 家にいるのかいないのかわからない
• 地域の会合や集会などに顔を出さない
• 子どもに関する他者の意見に過剰に反応する

26

病院や診察の場で

医療機関など

子どもの診察

• 外傷→多数の皮下出血、ベルトや硬いもので

の打撃痕、手足を縛った跡、噛んだ跡、つ
ねった跡、首を絞めた跡等

• 骨折→多発性骨折、新旧混在する骨折、ろっ

骨骨折、腕をねじり上げた後の捻転骨折など、
（レントゲンでわかる場合もある）

• 火傷→たばこやアイロンを押し付けた跡、熱
湯をかけた跡等

28

• 頭部→頭がい骨骨折や頭蓋内出血（徳イン
硬膜下出血）頭髪が抜けた跡等

• 眼→目の周囲の痣、眼球の傷、網膜や前眼

房の出血（胸への圧迫やゆさぶりで生ずる）、
眼底出血など

• 内臓→外傷がない場合でも内臓破損や破裂
などが考えられる

• 耳→鼓膜の破裂など

29

• 口腔→歯肉や舌の細かい凝結、口唇小帯の

傷等（スプーンや哺乳瓶などを無理やり挿入
された場合に生ずる

• 中毒→薬物や毒物の中毒については誤飲や
自己以外の原因も考えられる

• 性器→性器や肛門及びその周辺の外傷（男

性にもある）若年者の妊娠や中絶、出産につ
いては性的虐待（暴行）についても考慮する

30
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• 全身→低身長、低体重、栄養障害、脱水症状
等

• 心理面→極端な怯えや情緒不安定、円形脱

毛、チック、胃潰瘍などのほかに、自殺企図
等の心身症等

31

親の様子

• 病院に連れてくる時期が遅い
• 受診の遅れを他人のせいにする
• 受診の遅れと子供の様態のつじつまが合わない
• 子どもの様態と治療について関心がない
• 入院をさせない
• 入院してもすぐに退院させる
• 面会時間が短く、子どもに触れたがらない
• 付き添いを嫌がる
• 外来を中断し、転院を繰り返す

32

親の診察について

• 母子手帳を持っていない

• 定期検診を受けていない

• 子どもが生まれても世話をしたがらない

33

通告義務

• 平成16年4月「児童虐待の防止に関する法律の
一部を改正する法案」の成立

• 児童虐待を児童の人権・生命を脅かすものとし
て位置付け、児童虐待の早期発見に努めること、
虐待を受けたと思われる児童を発見したら速や
かに児童相談所に通告することが義務付けられ
ている

• 教職員・児童福祉施設の職員・医師・保健師・民
生委員・児童委員場度音立場の人は児童虐待
の早期発見に努めることが求められている

34

虐待の判断

• 通告者が虐待かどうかの判断をすることは求
められない

• 虐待かどうかの判断は児童相談所や福祉事
務所の専門家が行う

• 連絡や通告はあくまで、虐待を未然に防ぐた
めの行為

35

守秘義務

• 職務上子どもに関わる立場の人が虐待を受
けている子どもを発見したり、危険に気づい
たりした場合、通告しても守秘義務違反に当
たらないと規定

• しかし第三者には通告内容を話してはならな
い

36
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児童虐待の解決

• 子どもを虐待から救出すると同時に

• 虐待が起こらないような環境を築くこと

37

要保護児童対策地域協議会

• 2007年

• 児童虐待防止ネットワーク

• 発生予防

↓
• 早期発見・早期対応

↓
• 保護・自立

総合的支援体制の整備

38

児童福祉における予防的支援

• 2008年 児童福祉法改正

• 乳児家庭全戸訪問事業

• 養育支援訪問事業

39

児童虐待の現状

• 平成2年 1.101

• 平成25年 73.765

• 平成24年 身体的虐待 ２３．５７９

心理的虐待 ２２．４２３

ネグレクト １９．２５０

性的虐待 １．４４９

計 ６６．７０１

40

平成25年の様子

• 児童相談所対応の虐待の対象年齢

乳幼児→小学生→中学生

• 警察の検挙した虐待の対応年齢

10歳以上（59.2）→5～9歳（20.2）→
1～4歳（12.0）→1歳未満（8.6） 単位％

*重篤な事例は低年齢に起こりやすい

41

虐待者の様子

• 児童相談所の虐待者構成

実母が最多

次いで実父

• 平成25年度警察検挙の構成

実父３７.３％ 実母２１.０％

うち死亡事件

実父４８.１％ 実母４０.７％

実父が加害者になる傾向が強い

父親指導の再考が必要
42

204



児童虐待の背景

• ひとり親家庭、貧困家庭の家庭基盤の脆弱さが
際立っている

• 虐待する親が家庭システムのなかで孤立しその
家族システム自体が地域や親族から孤立という
「２重の孤立」の増加

• 子ども自体の育てにくさの問題

＊自閉症スペクトラムの子どものケース

30％うち90％が知的障害を伴わない

＊多子産、低体重児

43

発達障害児への虐待

• 虐待をしてしまう親は子どもへの過大な要求
や寡少な要求など、子どもの能力や発達水
準について正確な評価ができていない

• 子どもへの過剰な依存

が親の特徴として顕著

44

虐待における連携及びネットワーク

• 子どもに関わる人が加害者になることもある

• 虐待する人を加害者として非難するだけでは
虐待の本質は見えてこない

• 虐待家族の問題は時代を映す鏡。現代社会
全体に対する警鐘

• 援助を遠ざけ、援助者を攻撃してくる虐待者
はそういう形で、援助を求めている

• 親を加害者にしない。そのために子どもを引
き離し、家族を解体する必要が出てくることも

45

• 虐待環境を生き延びてきた子どもは、社会に
登場してきたときに問題児として扱われること
で非行への道をたどる

• 被虐待児を自立までケアしていくためには、
連携による役割分担こそが最重要課題にな
る

46

障害者基本法

①すべて障害者は個人の尊厳が重んじられ、
その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を
有する

②すべて障害者は、社会を構成する一員として
社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に
参加する機会が与えられるべき

③何人も障害者に対して、障害を理由として、
差別することその他の権利利益を侵害する行
為をしてはならない

47

障害者施設虐待の特徴

• あらゆる生活空間で、従属的人間関係に置
かれることが少なくない

• 被害が顕在化しにくい

＊虐待を受けたことに対する認識がない

＊被害を訴えることの困難性

＊虐待空間の閉鎖性・密室性

＊周囲の無理解による初期対応の遅れ

48
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• 虐待判明後の対応の困難さ

＊虐待からの救出の手段がない

＊救出するにあたっての受け入れ先を見

つけることの困難さ

＊救出後の環境整備の困難さ

49
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